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本書の見かた 

 本書では、課題の施策ごとの「取組み内容(事業名)」について、令和元年度の取組み内容及びそれに対す

る評価、並びに今後の取組みを、下記のような表にまとめて掲載しています。 

 
 
基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 

  
課題２ 女性の活躍推進と政策・方針決定過程への女性の参画促進 

 
施策① 事業者に向けた女性の活躍推進のための意識啓発     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

21 

「区内企業の『男

女共同参画に関

する意識・実態調

査』｣の定期的実

施と結果公表 

人権・男女共同参

画担当課 
未実施     

22 
男女共同参画先

進事業者の表彰 

人権・男女共同参

画担当課 

パンフレット、区報、区ホームペ

ージ、情報紙らぷらすにて広く紹

介 

4 団体表彰 

パンフレット： 

3,000 部発行 

4 団体表彰 

パンフレット： 

3,000 部発行 

23 
情報紙「らぷら

す」の発行 

人権・男女共同参

画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

24 

男女共同参画関

連図書資料、ポス

ター等の収集・提

供 

人権・男女共同参

画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

25 

企業や地域経済

団 体 等 と の 連

携・協働によるワ

ーク・ライフ・バ

ランス等関連事

業の実施 

人権・男女共同参

画担当課 

仕事と生活の調和について考える

きっかけとなるよう、区・関係機

関が連携して実施した。 

延 69 人参加 延 91 人参加 

 
  

再掲項目は網掛に 
しています。 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

未実施のため、評価なし。 5 年に 1 度実施。次回は令和 2 年度に実施予定。 
再掲 

(課題 1 施策⑥) 

着実に実施することで、ワーク・ライフ・バラ

ンスや女性活躍を推進することができた。 

性の多様性への配慮や、働き方改革を実践して

いる事業者が応募しやすいようにしながら、引

き続き事業者の顕彰に取り組むことで、区内事

業者の男女共同参画意識の向上を図っていく。 

  

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸し

出しや、様々な課題に対する展示を通して、男

女共同参画の理解促進を図ることができた。選

書により不要となった図書について、区民への

頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

各事業の参加者には、ワーク・ライフ・バラン

スの推進に資する情報や講座等を届けることが

できた。定員 200 名に対し、45.5％となり、平

成 30 年度を上回った。 

令和 2年度は新型コロナウイルスの影響による

事業見直しのため、中止。 
  

 
  

事業に対する今後の予定を 
記載しています。 

事業の実績に対する評価を 
記載しています。 
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計画の体系 
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基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 

基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 
  

課題１ 固定的な性別役割分担意識の解消 
  

施策① 情報提供・啓発活動の充実       

 
項目 所管課 内容 

実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

1 

イラストや写真

等の選定への配

慮 

人権・男女共同参

画担当課 

(全庁各課) 

第二次男女共同参画プランの施策

とすることにより、各所管への意

識付けを行った。また、「世田谷

区多様性を認め合い男女共同参画

と多文化共生を推進する条例」リ

ーフレットの改訂にあたり、イラ

ストを新規制作する際、関係課と

協議を行い、検討のうえイラスト

を採用した。 

    

2 
情報紙「らぷら

す」の発行 

人権・男女共同参

画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

3 

“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同参

画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 

4 

男女共同参画関

連図書資料、ポス

ター等の収集・提

供 

人権・男女共同参

画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と

多文化共生を推進する条例」リーフレットのイ

ラストについて、男女共同参画の視点を含む多

様性に配慮したイラストを制作することがで

きた。 

今後も所管課からの問合せなどにおいて、男女

共同参画に配慮したイラストや写真の選択に

ついて情報提供を行う。 

  

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについ

て効果的に情報発信をすることができた。加え

て、男女共同参画先進事業者表彰など、区の施

策についても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

  

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進

めた。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

※男女共同参画

センター事業 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸

し出しや、様々な課題に対する展示を通して、

男女共同参画の理解促進を図ることができた。

選書により不要となった図書について、区民へ

の頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

※男女共同参画

センター事業 
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基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 
  

課題１ 固定的な性別役割分担意識の解消 
  

施策② 男女共同参画に関する男性の理解の促進     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

5 
さまざまな情報

媒体による情報

発信 

人権・男女共同参

画担当課 

情報紙「らぷらす」をはじめ、区

広報紙、ＨＰ、ＳＮＳ等でさまざ

まな情報媒体により、情報発信を

行った。 

・情報紙「らぷらす」 

 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 4,200 部 

(年 2 回) 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 4,200 部 

(年 2 回) 

・500 通 

(年 24 回) 

6 

男性のためのワ

ーク・ライフ・バ

ランス推進講座

等の開催 

人権・男女共同参

画担当課 

・シネマサロン 

・パパ・バギーの日 

 

・参加型トークイベント 

・－ 

・延 80 人 

(年 3 回) 

・25 名(年 1 回) 

・31 名(年 1 回) 

・－ 

 

・－ 

 
施策③ 教育分野における啓発       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

7 

区内中学・高校等

との連携・協働に

よる学校出前事

業の拡充 

人権・男女共同参

画担当課 

高校生を対象に、デートＤＶ防止

をテーマに、学校出前講座を実施

した。 

区立中学校は、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止のため、予定

していた 7 校すべてが中止となっ

た。 

延 2,683 人 

(年 13 校) 

延 555 人 

(年 2 校) 

8 
男女平等教育等

の人権教育の推

進 

教育指導課 
各教科等の年間指導計画において

計画的に実施 
    

9 

区立学校教職員

を対象とした人

権教育推進にか

かわる研修の実

施 

教育指導課 

性の役割や性同一性障害者、性的

指向等の内容について、基礎的な

理解だけでなく、学校現場におけ

る具体的な対応や児童・生徒への

理解について、教員研修で啓発 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

情報紙「らぷらす」発行や男性向けイベントの

周知により、男女共同参画に関する理解の促進

に寄与した。 

情報紙「らぷらす」での男性向けの情報発信や

男性向けイベントの企画を行う。 
  

父親には、WLB の意義と、育児への参画促進。

母親には、育児の負担軽減を図る取組みを実施

することにより、固定的な性別役割分担意識の

解消に寄与した。 

らぷらすでは、男性の積極的育児参加の促進を

目指して、10 年以上にわたり、パパ・バギーの

日、父と子のコミュニケーション講座、父と子

のクッキング講座、家族で楽しめるシネマサロ

ン等を実施してきた。その結果、区内の児童

館・子育て支援施設等で父親向けの講座が開催

されるようになったことを機に、らぷらすでの

父親向け育児支援講座を終了する。 

※男女共同参画

センター事業含

む 

 

   

令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区立中学においては、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため中止となった。しかし、各学

校とは実施に向けての調整は進んでおり、教育

委員会及び区内中学校とは、学校出前講座を実

施することを目指し、人権尊重及び男女共同参

画の理解を深めることができた。 

継続して中学生・高校生を対象に、学校出前講

座を実施する。 

※男女共同参画

センター事業 

性の役割の差別的な解消の理解を深めることが

できた。 
引き続き継続的に実施する。 

 

研修参加者の感想より、理解の深まりと各学校

での対応の見直し等を図ることができた。 

引き続き同様の研修を実施する。特に、夏季研

修において、小学校の実践事例を紹介していた

だくなど、より具体的な取組をイメージできる

ようにしていく。 
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基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 
  

課題１ 固定的な性別役割分担意識の解消 
  

施策④ 家庭や地域における男女平等教育・学習の充実     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

10 

男性のためのワ

ーク・ライフ・バ

ランス推進講座

等の開催 

人権・男女共同参

画担当課 

・シネマサロン 

・パパ・バギーの日 

 

・参加型トークイベント 

・－ 

・延 80 人 

(年 3 回) 

・25 名(年 1 回) 

・31 名(年 1 回) 

・－ 

 

・－ 

11 

ＮＰＯ・グルー

プ・団体等との連

携・協働による男

女共同参画講座

等事業の充実 

人権・男女共同参

画担当課 

令和元年度の区民企画協働事業 

・パパと子どもの食育講座 

・心地よいコミュニケーション～

本格ハンドマッサージ講座 

・「私らしい毎日、家族のかたち」

を見つけるワークショップ 

・レインボーバレンタイン＠らぷ

らす 

年 5 団体 

延 198 人参加 

年 4 団体 

延 195 人参加 

12 家庭教育学級 
生涯学習・地域学

校連携課 

全区立幼・小・中学校に委託して

実施。 

・289 回 

・18,607 人 

・253 回 

・16,898 人 

13 
世田谷区リカレ

ント学習連携講

座 

生涯学習・地域学

校連携課 

上期、下期に区内大学が実施する

公開講座の中から指定 
8 講座を指定 8 講座を指定 

14 
「せたがやｅカ

レッジ」 

生涯学習・地域学

校連携課 

令和元年度は 14 本の新規コンテ

ンツを公開した。 

また、9 月には 4 回目となる公開

講座を実施し、351 名の来場があ

った。 

９コンテンツ公開 
14 コンテンツ公

開 

15 
講座に関する情

報提供の充実 

生涯学習・地域学

校連携課 

9 月、3 月に「区内大学短期大学公

開講座情報誌」を発行 
各 1,300 部 各 1,100 部 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

父親には、WLB の意義と、育児への参画促進。

母親には、育児の負担軽減を図る取組みを実施

することにより、固定的な性別役割分担意識の

解消に寄与した。 

らぷらすでは、男性の積極的育児参加の促進を

目指して、10 年以上にわたり、パパ・バギーの

日、父と子のコミュニケーション講座、父と子

のクッキング講座、家族で楽しめるシネマサロ

ン等を実施してきた。その結果、区内の児童

館・子育て支援施設等で父親向けの講座が開催

されるようになったことを機に、らぷらすでの

父親向け育児支援講座を終了する。 

再掲 

(課題 1 施策②) 

※男女共同参画

センター事業含

む 

男女共同参画についての課題解決を目指して地

域で活動する団体と協働することで、きめ細か

な事業を実施するとともに、団体の今後の活動

を持続していくための支援を行うことができ

た。 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

区民企画協働事業の募集業務を 4月に開始する

ことが困難なため、令和 2 年度は、らぷらすの

イベント事業の中で、グループ・団体等と協働

を進める。 

※男女共同参画

センター事業 

区立幼・小・中学校、全校(園)で実施すること

ができた。家庭教育学級を通じて、保護者の学

習機会の充実に繋げることができた。 

今後も家庭教育学級を通じて、保護者の学習機

会の充実に取り組んでいく。 
  

指定講座を区報へ掲載し、学習する機会情報を

提供することができた。 
令和 2年度も指定を行い、区報に掲載する予定。   

公開講座を実施したことで、普段ネットを使わ

ない年齢層の参加者にも学習機会を提供でき

た。 

また、昨年度、ウェブサイトのリニューアルに

伴い YouTube 上でコンテンツを閲覧できるよう

になったことから、新たに YouTube 経由でのユ

ーザーも獲得することができた。 

令和 2 年度も 10 本程度の新規コンテンツ公開

を予定している。 

また、区報への掲載やＳＮＳを通し「せたがや

e カレッジ」を周知するとともに、アクセス数・

コンテンツ閲覧数の増加を目指す。 

  

区内大学が行っている公開講座の情報を発信す

ることで、区民へ学習機会の情報を提供するこ

とができた。 

令和 2年度は 9月に情報誌の発行を予定してい

る。 

令和 3 年春以降は情報誌の発行に代え、大学が

作成する公開講座パンフレット等の区施設へ

の配布によって、情報提供の充実を図る予定。 
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基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 
  

課題１ 固定的な性別役割分担意識の解消 
  

施策⑤ 職場における男女平等意識の向上     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

16 
企業への情報提

供やセミナー等

の実施 

人権・男女共同参

画担当課 

工業・ものづく

り・雇用促進課 

企業向け女性の活躍支援情報誌

「せたがや＋Ｗ」及び企業向け情

報誌「せたがや働き方改革プラス

ワン」の配布を通じて情報提供を

行った。また、新たに企業の職場

環境整備促進事業を実施し、その

成果として企業向け情報誌「待っ

たなし 働き方改革とテレワーク」

を作成した。 

「ワーク・ライフ・バランスな一

週間」に合わせ、「家庭と仕事の

両立応援就職説明会」を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業 10 社参加 

求職者 23 名参加 

企業向け情報誌

「待ったなし 働

き方改革とテレワ

ーク」の作成 

 

「家庭と仕事の両

立応援就職説明

会」 

企業 9 社参加 

求職者 10 名参加 

17 
情報紙「らぷら

す」の発行 

人権・男女共同参

画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

18 
社会保険・労働相

談 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

令和元年度は事前予約、定期相談

をあわせて 343 名の相談があっ

た。うち女性の相談が 230 名で、

全体の 7 割弱を占めた。相談内容

は、労働基準法、雇用保険、解雇

に関すること、ハラスメントなど

が多かった。 

368 名 

(うち女性 233 名) 

343 名 

(うち女性 230 名) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

企業向け女性の活躍支援情報誌「せたがや＋Ｗ」

及び企業向け情報誌「せたがや働き方改革プラ

スワン」の配布により、事業者へ事例を紹介す

ることができた。 

企業の職場環境整備促進事業については、企業

3 社に対し、業務の点検、洗い出し・見直し・

切り出しを図り、テレワーク導入に係る総合的

な支援を実施することができた。 

家庭と仕事の両立応援就職説明会では、家庭と

仕事の両立やワーク・ライフ・バランスに理解

のある企業が参加し、1 名が採用に至った。し

かしながら、就職に至らなかった方については、

子どもの預け先や家庭の理解、本人の就職への

準備の必要等の課題が挙げられた。 

引き続き、事業者への情報提供を行う。 

企業の職場環境整備促進事業については、令和

2 年度も引き続き実施する。 

家庭と仕事の両立応援就職説明会については、

様々な事情を抱える子育て世代の求職者にお

いて、合同企業説明会というパッケージがマッ

チせず、中々採用まで至らなかった。次年度は、

通年で、再就職を希望する求職者の登録を受け

付け、登録者に適切な区内企業を紹介する。 

  

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

平成 30 年度より、事前予約による相談件数は減

少したが、来所による相談件数は同水準だった。 

「相談したことによって悩みや疑問を解消でき

た。」「どこに相談していいのかわからなかっ

たので、話を聴いてもらえてよかった。」とい

う声をいただいた。 

継続実施。引き続き周知活動を実施し、より多

くの区民の方及び事業者に利用してもらえる

ように努める。 
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基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 
  

課題１ 固定的な性別役割分担意識の解消 
  

施策⑥ 意識調査による実態の把握と啓発     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

19 

「男女共同参画

に関する区民意

識・実態調査」の

定期的実施と結

果公表 

人権・男女共同参

画担当課 

令和元年 10 月 4 日～25 日に「男

女共同参画に関する区民意識・実

態調査」を実施した。 

 

調査対象：令和元年 9 月 1 日現在、

区内に在住する 20 歳以上 70 歳未

満の男女(層化二段階無作為抽出) 

調査数：3,000 人 (内訳：日本国

籍者 2,920 人 外国籍者 80 人) 

  

・調査数 3,000 人 

・有効回収数 

997 人 

・回収率 33.2％ 

20 

「区内企業の『男

女共同参画に関

する意識・実態調

査』」の定期的実

施と結果公表 

人権・男女共同参

画担当課 
未実施     

 
  



 17 / 183 
 

   

   

   

令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区民の男女共同参画に関する考え方や実態を把

握し、今後の計画策定や施策検討の基礎資料と

することができた。 

調査結果を「(仮称)世田谷区第二次男女共同参

画プラン調整計画」策定の基礎資料として活用

する。 

  

未実施のため、評価なし。 5 年に 1 度実施。次回は令和 2 年度に実施予定。   
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基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 
  

課題２ 女性の活躍推進と政策・方針決定過程への女性の参画促進 
 

施策① 事業者に向けた女性の活躍推進のための意識啓発     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

21 

「区内企業の『男

女共同参画に関

する意識・実態調

査』｣の定期的実

施と結果公表 

人権・男女共同参

画担当課 
未実施     

22 
男女共同参画先

進事業者の表彰 

人権・男女共同参

画担当課 

パンフレット、区報、区ホームペ

ージ、情報紙らぷらすにて広く紹

介 

4 団体表彰 

パンフレット： 

3,000 部発行 

4 団体表彰 

パンフレット： 

3,000 部発行 

23 
情報紙「らぷら

す」の発行 

人権・男女共同参

画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

24 

男女共同参画関

連図書資料、ポス

ター等の収集・提

供 

人権・男女共同参

画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

25 

企業や地域経済

団 体 等 と の 連

携・協働によるワ

ーク・ライフ・バ

ランス等関連事

業の実施 

人権・男女共同参

画担当課 

仕事と生活の調和について考える

きっかけとなるよう、区・関係機

関が連携して実施した。 

延 69 人参加 延 91 人参加 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

未実施のため、評価なし。 5 年に 1 度実施。次回は令和 2 年度に実施予定。 
再掲 

(課題 1 施策⑥) 

着実に実施することで、ワーク・ライフ・バラ

ンスや女性活躍を推進することができた。 

性の多様性への配慮や、働き方改革を実践して

いる事業者が応募しやすいようにしながら、引

き続き事業者の顕彰に取り組むことで、区内事

業者の男女共同参画意識の向上を図っていく。 

  

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸し

出しや、様々な課題に対する展示を通して、男

女共同参画の理解促進を図ることができた。選

書により不要となった図書について、区民への

頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

各事業の参加者には、ワーク・ライフ・バラン

スの推進に資する情報や講座等を届けることが

できた。定員 200 名に対し、45.5％となり、平

成 30 年度を上回った。 

令和 2年度は新型コロナウイルスの影響による

事業見直しのため、中止。 
  

 
  



 20 / 183 
 

基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 
  

課題２ 女性の活躍推進と政策・方針決定過程への女性の参画促進 
 

施策② 審議会等の女性登用率の向上       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

26 
審議会の女性登

用率調査の実施 

人権・男女共同参

画担当課 

・地方自治法(第 202 条の 3)に定

める審議会 

・地方自治法(第 180 条の 5)に定

める委員会 

・その他委員会等 

 

 

・34.0％ 

 

・11.8％ 

 

・33.6％ 

(平成 31 年 4 月 1

日現在) 

・34.4％ 

 

・11.8％ 

 

・34.1％ 

(令和 2 年 4 月 1

日現在) 

27 

男女共同参画推

進会議における

女性の積極的登

用についての働

きかけ 

人権・男女共同参

画担当課 

男女共同参画推進会議において、

「第二次男女共同参画プラン取組

み状況報告書」の中で審議会等の

女性登用率を報告した。また、男

女共同参画推進に向けた取組みを

各部に働きかけた。 

    

 
施策③ 事業者への支援       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

28 
男女共同参画先

進事業者の表彰 

人権・男女共同参

画担当課 

パンフレット、区報、区ホームペ

ージ、情報紙らぷらすにて広く紹

介 

4 団体表彰 

パンフレット：

3,000 部発行 

4 団体表彰 

パンフレット：

3,000 部発行 

29 
情報媒体を活用

した先進的な取

組みの紹介 

人権・男女共同参

画担当課 

男女共同参画先進事業者表彰受賞

事業者をパンフレットや情報紙

「らぷらす」、区ＨＰにて紹介し

た。また、「地域で遊ぼう！ファ

ミリーデー★キャンペーン」にお

いて、前年度の受賞事業者が地域

のイベントにブースを出展した。 

年 1 回 年 1 回 

30 

産業団体を通じ

た女性活躍推進

のための情報提

供 

人権・男女共同参

画担当課 

工業・ものづく

り・雇用促進課 

企業向け女性の活躍支援情報誌

「せたがや＋Ｗ」及び企業向け情

報誌「せたがや働き方改革プラス

ワン」を配布し情報提供を行った。 

また、新たに企業の職場環境整備

促進事業を実施し、その成果とし

て企業向け情報誌「待ったなし 働

き方改革とテレワーク」を作成し

た。 

  

企業向け情報誌

「待ったなし 働

き方改革とテレワ

ーク」の作成 

31 

企業や地域経済

団 体 等 と の 連

携・協働によるワ

ーク・ライフ・バ

ランス等関連事

業の実施 

人権・男女共同参

画担当課 

仕事と生活の調和について考える

きっかけとなるよう、区・関係機

関が連携して実施した。 

延 69 人参加 延 91 人参加 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

女性登用率が 35％未満の審議会等について、各

所管でその理由を分析し、今後の登用計画を具

体的に考案することで、女性の活躍推進と政

策・方針決定過程への女性の参画促進の一助と

なった。 

継続して調査を実施する。令和 8 年度までに

35％以上の女性登用率となるよう、登用率が

35％を下回る審議会等については目標達成に

向けた具体的な登用計画を検討するように求

めるなど、働きかけを強める。 

  

庁内各部に向けて、「審議会等における女性委

員の積極的な登用」「仕事と生活(家庭・個人)

の両立を可能とする環境づくり」「ＤＶ被害者

の支援に向けた取組み」「性の多様性に配慮し

た事業の運営」の 4 点について特に取組みを進

めるよう依頼し、庁内の男女共同参画推進に寄

与した。 

今後も継続して、庁内へ男女共同参画推進に向

けた取組みの働きかけを行う。 
  

 

   

令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

着実に実施することで、ワーク・ライフ・バラ

ンスや女性活躍を推進することができた。 

性の多様性への配慮や、働き方改革を実践して

いる事業者が応募しやすいようにしながら、引

き続き事業者の顕彰に取り組むことで、区内事

業者の男女共同参画意識の向上を図っていく。 

再掲 

(課題 2 施策①) 

情報媒体に加え、地域のイベントで事業者の男

女共同参画への取組みを紹介することにより、

女性の活躍推進を支援することができた。 

引き続き、情報紙らぷらすや区 HP 等の情報媒

体を活用して、先進的な取組みを紹介する。ま

た、男女共同参画先進事業者表彰受賞事業者に

向けて「地域で遊ぼう！ファミリーデー★キャ

ンペーン」への参加を呼びかけ、身近な地域で

の取組み紹介につなげていく。 

  

企業向け女性の活躍支援情報誌「せたがや＋Ｗ」

及び企業向け情報誌「せたがや働き方改革プラ

スワン」の配布により、事業者へ事例を紹介す

ることができた。 

企業の職場環境整備促進事業については、企業

3 社に対し、業務の点検、洗い出し・見直し・

切り出しを図り、テレワーク導入に係る総合的

な支援を実施することができた。 

引き続き、事業者への情報提供を行う。 

企業の職場環境整備促進事業については、令和

2 年度も引き続き実施する。 

  

各事業の参加者には、ワーク・ライフ・バラン

スの推進に資する情報や講座等を届けることが

できた。定員 200 名に対し、45.5％となり、平

成 30 年度を上回った。 

令和 2年度は新型コロナウイルスの影響による

事業見直しのため、中止。 

再掲 

(課題 2 施策①) 
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基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 
  

課題２ 女性の活躍推進と政策・方針決定過程への女性の参画促進 
 

施策④ 職場におけるセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント等の防止   

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

32 

「区内企業の『男

女共同参画に関

する意識・実態調

査』｣の定期的実

施と結果公表 

人権・男女共同参

画担当課 
未実施     

33 
情報紙「らぷら

す」の発行 

人権・男女共同参

画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

34 

男女共同参画関

連図書資料、ポス

ター等の収集・提

供 

人権・男女共同参

画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

35 

区内事業者や地

域経済団体等と

の連携・協働によ

るワーク・ライ

フ・バランス等関

連事業の実施 

人権・男女共同参

画担当課 

仕事と生活の調和について考える

きっかけとなるよう、区・関係機

関が連携して実施した。 

延 69 人参加 延 91 人参加 

36 
事業者への情報

提供やセミナー

等の実施 

人権・男女共同参

画担当課 

工業・ものづく

り・雇用促進課 

企業向け女性の活躍支援情報誌

「せたがや＋Ｗ」及び企業向け情

報誌「せたがや働き方改革プラス

ワン」を企業等に配布し情報提供

を行った。また、新たに企業の職

場環境整備促進事業を実施し、そ

の成果として企業向け情報誌「待

ったなし 働き方改革とテレワー

ク」を作成した。 

公社が実施する社会保険・労働相

談の中でハラスメントの相談は

27 件あった。 

35 件 

企業向け情報誌

「待ったなし 働

き方改革とテレワ

ーク」の作成 

社会保険・労働相

談の中でのハラス

メントの相談 27

件 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

未実施のため、評価なし。 5 年に 1 度実施。次回は令和 2 年度に実施予定。 
再掲 

(課題 1 施策⑥) 

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸し

出しや、様々な課題に対する展示を通して、男

女共同参画の理解促進を図ることができた。選

書により不要となった図書について、区民への

頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

各事業の参加者には、ワーク・ライフ・バラン

スの推進に資する情報や講座等を届けることが

できた。定員 200 名に対し、45.5％となり、平

成 30 年度を上回った。 

令和 2年度は新型コロナウイルスの影響による

事業見直しのため、中止。 

再掲 

(課題 2 施策①) 

事業者への情報提供と、社会保険・労働相談の

中で、当事者への対応を行うことができた。 

企業の職場環境整備促進事業については、企業

3 社に対し、業務の点検、洗い出し・見直し・

切り出しを図り、テレワーク導入に係る総合的

な支援を実施することができた。 

引き続き、事業者への情報提供を行い、社会保

険・労働相談の中で、当事者への対応をしてい

く。 

企業の職場環境整備促進事業については、令和

2 年度も引き続き実施する。 
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基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 
  

課題３ 女性のキャリア形成と多様な働き方の支援 
  

施策① 女性の就労・再就職支援        

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

37 
情報紙「らぷら

す」の発行 

人権・男女共同参

画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

38 
“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同参

画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 

39 

男女共同参画関

連図書資料、ポス

ター等の収集・提

供 

人権・男女共同参

画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

40 

ライフステージ

等に応じた女性

の就労・起業支援

相談の実施 

人権・男女共同参

画担当課 

就職・再就職、職場の人間関係や

仕事と家庭・子育ての両立等、ラ

イフステージに応じた女性の働き

方に関する相談「女性のための働

き方サポート相談」を男女共同参

画センターらぷらすで実施した。 

75 件(月 3 回) 118 件(年 48 回) 

41 

ライフステージ

等に応じた女性

の就労支援講座

等の開催 

人権・男女共同参

画担当課 

令和元年度は、50 代の女性を対象

にした講座に加え、区民企画協働

事業の中で、子育て世代の女性を

対象にした講座を行った。 

・「女性のための就労支援講座  

50 歳からの仕事・生き方・私」 

・「『私らしい毎日、家族のかた

ち』を見つけるワークショップ」 

 

 

 

 

・延 43 人参加 

(全 2 回) 

・－ 

 

 

 

延 69 人参加 

 

・59 人参加 

(全 3 回) 

・10 人参加 

(全 3 回) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸し

出しや、様々な課題に対する展示を通して、男

女共同参画の理解促進を図ることができた。選

書により不要となった図書について、区民への

頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

就労を望む女性が抱える様々な課題を整理し、

解決に向けて行動を促すことができた。令和元

年度から相談日を土曜日と固定したことで、相

談件数が増加した。 

引き続き、土曜日を相談日とし、「女性のため

の働き方サポート相談」の定着を図る。 

※男女共同参画

センター事業 

女性の就労に対する課題は、ライフステージご

とに異なるため、それぞれのステージの特性に

応じた講座を実施し、女性の就労支援を行った。 

継続してライフステージ等に応じた女性の就

労支援講座を実施する。 

※男女共同参画

センター事業 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

42 
「ワーク・ライ

フ・バランスな 1

週間」の実施 

人権・男女共同参

画担当課 

仕事と生活の調和について考える

きっかけとなるよう、区・関係機

関が連携して実施した。 

延 69 人参加 延 91 人参加 

43 

女性起業家の育

成支援の総合的

取組み(講座、相

談、インキュベー

ション・スペース

等)の拡充 

人権・男女共同参

画担当課 

・女性起業家交流会 

 

 

 

 

・女性のための起業・経営相談 

 

・女性のための起業支援塾＆サロ

ン 

・起業ミニメッセ出展準備講座 

・起業ミニメッセ 

 

・起業ステップアップ講座 

・らぷらす主体 

14 人(年 1 回) 

区民企画協働事業 

延 55 人 

(年 3 回) 

・延 38 人 

(年 10 回) 

・延 75 人 

(全 3 回) 

・延 25 人(年 1 回) 

・1,483 人 

 55 団体 

・延 25 人(年 2 回) 

・87 人(全 6 回) 

 

 

 

 

・延 28 人(全 8 回)

※2 月、3 月は中止 

・延 52 人 

(全 3 回) 

・23 人 

・2,306 人 

 47 団体 

・－ 

44 
共働作業場(コ・

ワーキング・スペ

ース)との連携 

人権・男女共同参

画担当課 

工業・ものづく

り・雇用促進課 

子ども家庭課 

「子育てしながら働くことができ

るワークスペース」について、利

用登録者 37 名のうち、約４割は女

性であった。(工業・ものづくり・

雇用促進課) 

 

 

「ワークスペースひろば型」につ

いて、2 か所(砧地域・烏山地域)

を開設し、区内計 4 か所での開設

となった。(子ども家庭課) 

 

「子育てしながら

働くことができる

ワークスペース事

業」(1 か所) 

 

 

 

「子どもの近くで

働くことができる

ワークスペース事

業」(2 か所) 

 

「子育てしながら

働くことができる

ワークスペース」

利用登録者 37 名 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

 

「ワークスペース

ひろば型」(2 か

所：砧地域・烏山

地域)計 4 か所(子

ども家庭課) 

45 
再就職に関する

セミナーの開催 

人権・男女共同参

画担当課 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

求職者だけでなく現在就労中の女

性にも仕事や生活の中でも役立つ

セミナーを実施。 

延 435 名参加、 

年 20 回実施 

延 446 名参加、 

年 18 回実施 

46 

「世田谷区建設

業人材確保・区内

中 小 企 業 等 採

用・定着促進及び

若年者・子育て世

代の就職支援事

業」の実施 

工業・ものづく

り・雇用促進課 

本事業の就職決定者 76 名のうち

女性は 28 名であった。また定着支

援事業の参加者は 3 割程度が女性

であった。さらに「ワーク・ライ

フ・バランスな一週間」に合わせ、

「家庭と仕事の両立応援就職説明

会」を実施し、企業 9 社、求職者

10 名が参加した。 

就職決定者 43 人

(うち女性 18 人) 

家庭と仕事の両立

応援就職説明会 

参加企業 10 社、求

職者 23 名 

就職決定者 76 名

(うち女性 28 名) 

家庭と仕事の両立

応援説明会 

参加企業 9 社、求

職者 10 名 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

各事業の参加者には、ワーク・ライフ・バラン

スの推進に資する情報や講座等を届けることが

できた。定員 200 名に対し、45.5％となり、平

成 30 年度を上回った。 

令和 2年度は新型コロナウイルスの影響による

事業見直しのため、中止。 
  

女性起業家を対象に、起業支援塾や起業ミニメ

ッセ出展準備講座による「学び」、起業ミニメ

ッセ等での「実践」、女性起業家交流会等での

「交流」の３つの柱を有機的につなげ、年間を

通じた支援を行った。 

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止の影響をうけ、展示販売の機会が減少した

現状から、らぷらすでは、女性起業家支援とし

て、起業ミニメッセをはじめ、イベント事業や、

マルシェを開催し、展示販売の機会を増やす。 

※男女共同参画

センター事業 

「子育てしながら働くことができるワークスペ

ース」について、一時保育利用者に限定してい

た利用対象者の拡大を図り、就学前児童の保護

者にも利用を開放した。利用者からは「保育所

に預けた後自宅に戻らず仕事ができる」「集中

して作業ができる」などがあった。(工業・もの

づくり・雇用促進課) 

 

「ワークスペースひろば型」については、前年

度の事業実績をもとに検証し、新たな事業者の

開設前の相談に的確に対応したため、2 か所を

開設することができた。(子ども家庭課) 

「子育てしながら働くことができるワークス

ペース」については、令和 2 年 3 月で検証実施

を終了し、令和 2 年 4 月からは世田谷区産業振

興公社が運営する。(工業・ものづくり・雇用

促進課) 

 

「ワークスペースひろば型」については令和 2

年度中に 1 か所整備し、区内全地域で運営を開

始することにあわせ、利用者アンケートの実施

などを行い、より利用者の視点に立った事業を

めざす。(子ども家庭課) 

  

就職や面接だけではなく、実生活の中でも役立

つと大変好評な意見が多い。毎回申し込み後す

ぐにほぼ満席で好評を得ている。 

継続実施。引き続き女性の就労・再就職の支援

に取り組む。 
  

本事業の就職決定者のうち女性が約４割であ

り、昨年度より女性の就職者が増加した。また

家庭と仕事の両立応援就職説明会では、家庭と

仕事の両立やワーク・ライフ・バランスに理解

ある企業が参加し、1 名が採用に至った。しか

しながら採用に至らなかった方については、子

どもの預け先や家庭の理解、本人の就職への準

備が必要等の課題が挙げられた。 

様々な事情を抱える子育て世代の求職者にお

いては、合同企業説明会というパッケージがマ

ッチせず、中々採用まで至らなかった。次年度

は、通年で、再就職を希望する求職者の登録を

受け付け、登録者に適切な区内企業を紹介す

る。 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

47 
ミニ面接会の開

催 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

令和元年度はミニ面接会を 26 回

実施し、107 名の参加があった。 

36 名参加 

(年 9 回) 

107 名参加 

(年 26 回) 

48 
キャリアカウン

セリング相談 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

令和元年度のキャリアカウンセリ

ングは 2,219 件。うち女性の相談

が 1,477 件で、全体の 7 割弱を占

めた。仕事と家庭、仕事をする上

での家族との関係など女性ならで

はの悩みや相談もあった。 

相談件数 2,105 件

(うち女性の相談

1,310 件) 

相談件数 2,219 件

(うち女性の相談

1,477 件) 

49 
再就職をめざす

女性向けの支援 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

子育て中やブランクがあり再就職

を目指す女性を対象に月 1 回程

度、ワークショップを実施した。 

224 名(11 回実施) 229 名(11 回実施) 

50 

創業支援事業(創

業相談、創業メー

ル相談、創業融資

あっせん相談、創

業者フォローア

ップ支援、創業セ

ミナー)の実施 

世田谷区産業振

興公社 

(産業連携交流推

進課) 

女性の相談員を配置する等、女性

が相談しやすい環境整備に引き続

き取り組み、女性相談員の増員(１

名)を行った。 

女性相談員 2 人 女性相談員 3 人 

51 

マザーズハロー

ワーク等との連

携による、女性の

就業支援、チャレ

ンジ・再チャレン

ジを支援するセ

ミナー・相談会の

実施 

子ども家庭課 

(各総合支所保健

福祉センター生

活支援課) 

(人権・男女共同

参画担当課) 

ひとり親の就業支援のためのパソ

コン講座の実施 

延 32 名参加 

(年 3 回) 

延 29 名参加 

(年 3 回) 

52 
保育士就労支援

プログラムの開

催 

保育課 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

【保育課】 

令和元年度は事前講習会に 11 名、

職場体験・見学に 4 名が参加した。 

【世田谷区産業振興公社】 

保育士として働きたい方やブラン

クがある方に向けて、事前講習会

＋職場体験＋就職相談会・面接会

をセットにした、保育士就労支援

プログラムを実施した。 

19 名参加 

(職場見学は 7 園、

体験は 2 園) 

・事前講習会 

11 名参加 

・職場見学・体験 

4 名参加 

・保育就職相談会 

参加企業 20 社 

参加者 42 名 

採用者 4 名 

・保育士ミニ相談

会＆面接会 

参加者 20 名 

採用者 5 名 

上記一連の事業で

採用人数は 9 名と

なった。 

  



 29 / 183 
 

令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

求職者にとっては、必ず企業担当者に会えるこ

とは有意義なことであり、ミスマッチを防ぐこ

とに繋がった。 

継続実施予定。ハローワークと連携を取り、求

職者と企業双方に有意義なものになるよう検

討していく。 

  

就労につながるまで継続して相談を利用するよ

う促した。その結果平成 30 年度と比べて相談件

数、女性の相談件数ともに増えた。 

継続実施。より多くの利用を増やし、多様な働

き方の実現に向けて寄り添った視点を行う。 
  

さまざまな女性向けセミナーを実施し、毎回大

変好評でほぼ満席だった。 
継続実施。   

女性の起業・創業相談の中には、女性の相談員

が応対することで、相談しやすい環境を提供で

きるケースもある。多様な支援のための選択肢

を提案できている。 

女性相談員 3 人による、個別事情に応じた融

資・相談に取り組む。男性相談員とともに、区

の支援メニューに基づいて、引き続き相談者の

要望に対応していく。 

  

参加者のスキルアップのために役立つ内容とな

った。 

参加者アンケートをふまえ、講座内容、開催時

間等について随時検討する。 
  

【保育課】 

保育現場での就労に不安のある方のため、今ど

きの保育現場の様子に触れ、見学・体験ができ

るということで気軽に参加してもらうことが出

来た。 

【世田谷区産業振興公社】 

保育の現場で実際に見学・体験できる場は少な

いので、貴重だという意見があった。面接会も

盛況で採用人数が 5 名と多かった。 

【保育課】 

継続実施。今後も引き続き潜在保育士への周知

に努める。 

【世田谷区産業振興公社】 

継続実施。多くの潜在保育士が再度保育士とし

て就労できるように引き続き実施していく。 
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基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 
  

課題３ 女性のキャリア形成と多様な働き方の支援 
  

施策② 女性のキャリア形成、キャリア教育の推進      

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

53 

ライフステージ

等に応じた女性

の就労・起業支援

相談の実施 

人権・男女共同参

画担当課 

就職・再就職、職場の人間関係や

仕事と家庭・子育ての両立等、ラ

イフステージに応じた女性の働き

方に関する相談「女性のための働

き方サポート相談」を男女共同参

画センターらぷらすで実施した。 

75 件(月 3 回) 118 件(年 48 回) 

54 

ライフステージ

等に応じた女性

の就労支援講座

等の開催 

人権・男女共同参

画担当課 

令和元年度は、50 代の女性を対象

にした講座に加え、区民企画協働

事業の中で、子育て世代の女性を

対象にした講座を行った。 

・「女性のための就労支援講座  

50 歳からの仕事・生き方・私」 

・「『私らしい毎日、家族のかた

ち』を見つけるワークショップ」 

 

 

 

 

・延 43 人参加 

(全 2 回) 

・－ 

 

 

 

延 69 人参加 

 

・59 人参加 

(全 3 回) 

・10 人参加 

(全 3 回) 

55 
「ワーク・ライ

フ・バランスな 1

週間」の実施 

人権・男女共同参

画担当課 

仕事と生活の調和について考える

きっかけとなるよう、区・関係機

関が連携して実施した。 

延 69 人参加 延 91 人参加 

56 
キャリアカウン

セリング相談 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

令和元年度のキャリアカウンセリ

ングは 2,219 件。うち女性の相談

が 1,477 件で、全体の 7 割弱を占

めた。仕事と家庭、仕事をする上

での家族との関係など女性ならで

はの悩みや相談もあった。 

相談件数 2,105 件

(うち女性の相談

1,310 件) 

相談件数 2,219 件

(うち女性の相談

1,477 件) 

57 

若者総合支援セ

ンター事業の実

施(せたがや若者

サポートステー

ション、ヤングワ

ークせたがや) 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

令和元年度の「ビジネスマナーセ

ミナー」は 11 回開催し、25 名の

方が参加。「面接力アップセミナ

ー」は 8 回実施し、20 名の方が参

加。「ホンキの就職」は 20 回実施

し 74 名の方が参加。 

50 名参加 

・ビジネスマナー 

25 名参加 

・面接力アップ 

20 名参加 

・ホンキの就職 

74 名参加 

58 
区立小・中学校に

おけるキャリア

教育の充実 

教育指導課 
勤労観・職業観を育てるためにキ

ャリア学習ノートを配布 
    

59 
中学校の職場体

験 
教育指導課 

勤労観・職業観を育てるために、3

日間、様々な職場で仕事を体験す

る取組を計画的に実施 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

就労を望む女性が抱える様々な課題を整理し、

解決に向けて行動を促すことができた。令和元

年度から相談日を土曜日と固定したことで、相

談件数が増加した。 

引き続き、土曜日を相談日とし、「女性のため

の働き方サポート相談」の定着を図る。 

再掲 

(課題 3 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

女性の就労に対する課題は、ライフステージご

とに異なるため、それぞれのステージの特性に

応じた講座を実施し、女性の就労支援を行った。 

継続してライフステージ等に応じた女性の就

労支援講座を実施する。 

再掲 

(課題 3 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

各事業の参加者には、ワーク・ライフ・バラン

スの推進に資する情報や講座等を届けることが

できた。定員 200 名に対し、45.5％となり、平

成 30 年度を上回った。 

令和 2年度は新型コロナウイルスの影響による

事業見直しのため、中止。 

再掲 

(課題 3 施策①) 

就労につながるまで継続して相談を利用するよ

う促した。その結果平成 30 年度と比べて相談件

数、女性の相談件数ともに増えた。 

継続実施。より多くの利用を増やし、多様な働

き方の実現に向けて寄り添った視点を行う。 

再掲 

(課題 3 施策①) 

セミナー参加後に就職活動をはじめるなど、若

者の自立支援につながった。 

継続実施。実施主体は、せたがや若者サポート

テーションだが、会場はおしごとカフェで引き

続き行うことで、一貫した支援ができるなど相

乗効果があるため、引き続き連携を取りながら

実施していく。 

  

性の役割の差別的な解消の理解を深めることが

できた。 

令和 2 年度より、「キャリア学習ノート」を、

自身の変容や成長を自己評価できるように工

夫されたポートフォリオ「キャリアパスポー

ト」に変更した上で、引き続き継続的に実施す

る。 

  

性の役割の差別的な解消の理解を深めることが

できた。 
引き続き継続的に実施する。   
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基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 
  

課題３ 女性のキャリア形成と多様な働き方の支援 
  

施策③ 多様な働き方の支援       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

60 

ライフステージ等

に応じた女性の就

労・起業支援相談

の実施 

人権・男女共同

参画担当課 

就職・再就職、職場の人間関係や

仕事と家庭・子育ての両立等、ラ

イフステージに応じた女性の働き

方に関する相談「女性のための働

き方サポート相談」を男女共同参

画センターらぷらすで実施した。 

75 件(月 3 回) 118 件(年 48 回) 

61 

ライフステージ等

に応じた女性の就

労支援講座等の開

催 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度は、50 代の女性を対象

にした講座に加え、区民企画協働

事業の中で、子育て世代の女性を

対象にした講座を行った。 

・「女性のための就労支援講座  

50 歳からの仕事・生き方・私」 

・「『私らしい毎日、家族のかた

ち』を見つけるワークショップ」 

 

 

 

 

・延 43 人参加 

(全 2 回) 

・－ 

 

 

 

延 69 人参加 

 

・59 人参加 

(全 3 回) 

・10 人参加 

(全 3 回) 

62 
「ワーク・ライ

フ・バランスな 1

週間」の実施 

人権・男女共同

参画担当課 

仕事と生活の調和について考える

きっかけとなるよう、区・関係機

関が連携して実施した。 

延 69 人参加 延 91 人参加 

63 

女性起業家の育成

支援の総合的取組

み(講座、相談、イ

ンキュベーショ

ン・スペース等)

の拡充 

人権・男女共同

参画担当課 

・女性起業家交流会 

 

 

 

 

・女性のための起業・経営相談 

 

・女性のための起業支援塾＆サロ

ン 

・起業ミニメッセ出展準備講座 

・起業ミニメッセ 

 

・起業ステップアップ講座 

・らぷらす主体 

14 人(年 1 回) 

区民企画協働事業 

延 55 人 

(年 3 回) 

・延 38 人 

(年 10 回) 

・延 75 人 

(全 3 回) 

・延 25 人(年 1 回) 

・1,483 人 

 55 団体 

・延 25 人(年 2 回) 

・87 人(全 6 回) 

 

 

 

 

・延 28 人(全 8 回)

※2 月、3 月は中止 

・延 52 人 

(全 3 回) 

・23 人 

・2,306 人 

 47 団体 

・－ 

64 
共働作業場(コ・ワ

ーキング・スペー

ス)との連携 

人権・男女共同

参画担当課 

工業・ものづく

り・雇用促進課 

子ども家庭課 

「子育てしながら働くことができ

るワークスペース」について、利

用登録者 37 名のうち、約４割は女

性であった。(工業・ものづくり・

雇用促進課) 

 

「ワークスペースひろば型」につ

いて、2 か所(砧地域・烏山地域)

を開設し、区内計 4 か所での開設

となった。(子ども家庭課) 

「子育てしながら

働くことができる

ワークスペース事

業」(1 か所) 

 

 

「子どもの近くで

働くことができる

ワークスペース事

業」(2 か所) 

「子育てしながら

働くことができる

ワークスペース」

利用登録者 37 名 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

 

「ワークスペース

ひろば型」(2 か

所：砧地域・烏山

地域)計 4 か所(子

ども家庭課) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

就労を望む女性が抱える様々な課題を整理し、

解決に向けて行動を促すことができた。令和元

年度から相談日を土曜日と固定したことで、相

談件数が増加した。 

引き続き、土曜日を相談日とし、「女性のため

の働き方サポート相談」の定着を図る。 

再掲 

(課題 3 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

女性の就労に対する課題は、ライフステージご

とに異なるため、それぞれのステージの特性に

応じた講座を実施し、女性の就労支援を行った。 

継続してライフステージ等に応じた女性の就

労支援講座を実施する。 

再掲 

(課題 3 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

各事業の参加者には、ワーク・ライフ・バラン

スの推進に資する情報や講座等を届けることが

できた。定員 200 名に対し、45.5％となり、平

成 30 年度を上回った。 

令和 2年度は新型コロナウイルスの影響による

事業見直しのため、中止。 

再掲 

(課題 3 施策①) 

女性起業家を対象に、起業支援塾や起業ミニメ

ッセ出展準備講座による「学び」、起業ミニメ

ッセ等での「実践」、女性起業家交流会等での

「交流」の３つの柱を有機的につなげ、年間を

通じた支援を行った。 

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止の影響をうけ、展示販売の機会が減少した

現状から、らぷらすでは、女性起業家支援とし

て、起業ミニメッセをはじめ、イベント事業や、

マルシェを開催し、展示販売の機会を増やす。 

再掲 

(課題 3 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

「子育てしながら働くことができるワークスペ

ース」について、一時保育利用者に限定してい

た利用対象者の拡大を図り、就学前児童の保護

者にも利用を開放した。利用者からは「保育所

に預けた後自宅に戻らず仕事ができる」「集中

して作業ができる」などがあった。(工業・もの

づくり・雇用促進課) 

 

「ワークスペースひろば型」については、前年

度の事業実績をもとに検証し、新たな事業者の

開設前の相談に的確に対応したため、2 か所を

開設することができた。(子ども家庭課) 

「子育てしながら働くことができるワークス

ペース」については、令和 2 年 3 月で検証実施

を終了し、令和 2 年 4 月からは世田谷区産業振

興公社が運営する。(工業・ものづくり・雇用

促進課) 

 

「ワークスペースひろば型」については令和 2

年度中に 1 か所整備し、区内全地域で運営を開

始することにあわせ、利用者アンケートの実施

などを行い、より利用者の視点に立った事業を

めざす。(子ども家庭課) 

再掲 

(課題 3 施策①) 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

65 融資・経営相談 

世田谷区産業振

興公社 

(商業課) 

(産業連携交流

推進課) 

女性の相談員を配置する等、女性

が相談しやすい環境整備に引き続

き取り組み、女性相談員の増員(１

名)を行った。 

女性相談員 2 人 女性相談員 3 人 

66 創業セミナー 

世田谷区産業振

興公社 

(産業連携交流

推進課) 

女性の講師や先輩起業家を招へい

する等、引き続き女性が参加しや

すいセミナーの企画運営に取り組

んだ。 

女性の講師 １人 

女性の先輩起業家 

2 人 

女性の講師 1 人 

女性の先輩起業家 

2 人 

67 
キャリアカウンセ

リング相談 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

令和元年度のキャリアカウンセリ

ングは 2,219 件。うち女性の相談

が 1,477 件で、全体の 7 割弱を占

めた。仕事と家庭、仕事をする上

での家族との関係など女性ならで

はの悩みや相談もあった。 

相談件数 2,105 件

(うち女性の相談

1,310 件) 

相談件数 2,219 件

(うち女性の相談

1,477 件) 

68 
社会保険・労働相

談 

世田谷区産業振

興公社(工業・も

のづくり・雇用

促進課) 

令和元年度は事前予約、定期相談

をあわせて 343 名の相談があっ

た。うち女性の相談が 230 名で、

全体の 7 割弱を占めた。相談内容

は、労働基準法、雇用保険、解雇

に関すること、ハラスメントなど

が多かった。 

368 名(うち女性

233 名) 

343 名(うち女性

230 名) 

 
施策④ 女性が少ない分野への女性の参画支援     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

69 
科学技術者による

講演会・セミナー

等の実施 

人権・男女共同

参画担当課 
未実施     

70 

区内中学・高校等

との連携・協働に

よる学校出前事業

の拡充 

人権・男女共同

参画担当課 

高校生を対象に、デートＤＶ防止

をテーマに、学校出前講座を実施

した。 

区立中学校は、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止のため、予定

していた 7 校すべてが中止となっ

た。 

延 2,683 人 

(年 13 校) 

延 555 人 

(年 2 校) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

経営に携わる女性の相談来所も相当数あるの

で、女性の相談員が応対することで、相談しや

すい環境を提供できるケースもある。多様な支

援のための選択肢を提案できている。 

引き続き女性が相談しやすい環境整備に取り

組んでいく。 
  

女性の起業・創業相談者にも、対応できる講師

陣を配置して、参加しやすい環境を提供してい

る。 

引き続きプログラム内容の充実を図りつつ、支

援方法の多様化、事業経営における男女共同参

画の意識づけを図っていく。 

  

就労につながるまで継続して相談を利用するよ

う促した。その結果平成 30 年度と比べて相談件

数、女性の相談件数ともに増えた。 

継続実施。より多くの利用を増やし、多様な働

き方の実現に向けて寄り添った視点を行う。 

再掲 

(課題 3 施策①) 

平成 30 年度より、事前予約による相談件数は減

少したが、来所による相談件数は同水準だった。

「相談したことによって悩みや疑問を解消でき

た。」「どこに相談していいのかわからなかっ

たので、話を聴いてもらえてよかった。」とい

う声をいただいた。 

継続実施。引き続き周知活動を実施し、より多

くの区民の方及び事業者に利用してもらえる

ように努める。 

再掲 

(課題 1 施策⑤) 

 

   

令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

未実施のため、評価なし。 今後、時代情勢を鑑み、実施を検討する。   

区立中学においては、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため中止となった。しかし、各学

校とは実施に向けての調整は進んでおり、教育

委員会及び区内中学校とは、学校出前講座を実

施することを目指し、人権尊重及び男女共同参

画の理解を深めることができた。 

継続して中学生・高校生を対象に、学校出前講

座を実施する。 

再掲 

(課題 1 施策③) 

※男女共同参画

センター事業 
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 

基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
  

課題４ ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 
  

施策① ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

71 
情報紙「らぷらす」

の発行 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

72 

「地域で遊ぼう！

ファミリーデー★

キャンペーン」の

実施 

人権・男女共同

参画担当課 

仕事と生活の調和のため、世田谷

線沿線等で開催されるイベントに

て専用ブースを設置し、スタンプ

ラリー等を実施 

延 1,139 人参加 

(8 か所で実施) 

延 1,316 人参加 

(7 か所で実施) 

73 
“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 

74 
男女共同参画関連

図書資料、ポスタ

ー等の収集・提供 

人権・男女共同

参画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

75 
「ワーク・ライ

フ・バランスな 1

週間」の実施 

人権・男女共同

参画担当課 

仕事と生活の調和について考える

きっかけとなるよう、区・関係機

関が連携して実施した。 

延 69 人参加 延 91 人参加 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

「第 15 回あきさみよ豪徳寺沖縄祭り」が台風の

影響で中止となり、開催場所は 1 か所減ってし

まったが、参加者数は前年度を上回った。前年

度の男女共同参画先進事業者表彰受賞事業者に

ブースを出展いただき、ワーク・ライフ・バラ

ンスの普及・啓発を推進した。 

効果的な手法について検討し、実施していく   

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸し

出しや、様々な課題に対する展示を通して、男

女共同参画の理解促進を図ることができた。選

書により不要となった図書について、区民への

頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

各事業の参加者には、ワーク・ライフ・バラン

スの推進に資する情報や講座等を届けることが

できた。定員 200 名に対し、45.5％となり、平

成 30 年度を上回った。 

令和 2年度は新型コロナウイルスの影響による

事業見直しのため、中止。 

再掲 

(課題 3 施策①) 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

76 
社会保険・労働相

談 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

令和元年度は事前予約、定期相談

をあわせて 343 名の相談があっ

た。うち女性の相談が 230 名で、

全体の 7 割弱を占めた。相談内容

は、労働基準法、雇用保険、解雇

に関すること、ハラスメントなど

が多かった。 

368 名 

(うち女性 233 名) 

343 名 

(うち女性 230 名) 

77 
講演会やセミナー

の開催 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

人権・男女共同

参画担当課  

令和元年度は、事業所向けセミナ

ーを 11 回実施し、155 名の方が参

加した。 

149 名参加 

(10 回実施) 

155 名参加 

(11 回実施) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

平成 30 年度より、事前予約による相談件数は減

少したが、来所による相談件数は同水準だった。 

「相談したことによって悩みや疑問を解消でき

た。」「どこに相談していいのかわからなかっ

たので、話を聴いてもらえてよかった。」とい

う声をいただいた。 

継続実施。引き続き周知活動を実施し、より多

くの区民の方及び事業者に利用してもらえる

ように努める。 

再掲 

(課題 1 施策⑤) 

人事労務担当者が知っておきたい内容を盛り込

んでおり、「勉強になる」と大変喜ばれている。

毎回継続して参加してくださる企業もあり好評

である。 

継続実施。多様な働き方が選択できる社会の実

現に向け企業側への支援を引き続き続けてい

く。 
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
  

課題４ ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 
  

施策② 事業者への働きかけと支援       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

78 
事業者への情報提

供やセミナー等の

実施 

人権・男女共同

参画担当課 

工業・ものづく

り・雇用促進課 

企業向け女性の活躍支援情報誌

「せたがや＋Ｗ」及び企業向け情

報誌「せたがや働き方改革プラス

ワン」を企業等に配布し情報提供

を行った。また、新たに企業の職

場環境整備促進事業を実施し、そ

の成果として企業向け情報誌「待

ったなし 働き方改革とテレワー

ク」を作成した。 

公社が実施する社会保険・労働相

談の中でハラスメントの相談は

27 件あった。 

35 件 

企業向け情報誌

「待ったなし 働

き方改革とテレワ

ーク」の作成 

社会保険・労働相

談の中でのハラス

メントの相談 27

件 

79 
男女共同参画先進

事業者の表彰 

人権・男女共同

参画担当課 

パンフレット、区報、区ホームペ

ージ、情報紙らぷらすにて広く紹

介 

4 団体表彰 

パンフレット： 

3,000 部発行 

4 団体表彰 

パンフレット： 

3,000 部発行 

80 
情報媒体を活用し

た先進的な取組み

の紹介 

人権・男女共同

参画担当課 

男女共同参画先進事業者表彰受賞

事業者をパンフレットや情報紙

「らぷらす」、区ＨＰにて紹介し

た。また、「地域で遊ぼう！ファ

ミリーデー★キャンペーン」にお

いて、前年度の受賞事業者が地域

のイベントにブースを出展した。 

年 1 回 年 1 回 

81 
ワーク・ライフ・

バランス推進の専

門家派遣の検討 

人権・男女共同

参画担当課 
未実施     

82 

区内事業者や地域

経済団体等との連

携・協働によるワ

ーク・ライフ・バ

ランス等関連事業

の実施 

人権・男女共同

参画担当課 

仕事と生活の調和について考える

きっかけとなるよう、区・関係機

関が連携して実施した。 

延 69 人参加 延 91 人参加 

83 
社会保険・労働相

談 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

令和元年度は事前予約、定期相談

をあわせて 343 名の相談があっ

た。うち女性の相談が 230 名で、

全体の 7 割弱を占めた。相談内容

は、労働基準法、雇用保険、解雇

に関すること、ハラスメントなど

が多かった。 

368 名 

(うち女性 233 名) 

343 名 

(うち女性 230 名) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

事業者への情報提供と、社会保険・労働相談の

中で、当事者への対応を行うことができた。 

企業の職場環境整備促進事業については、企業

3 社に対し、業務の点検、洗い出し・見直し・

切り出しを図り、テレワーク導入に係る総合的

な支援を実施することができた。 

引き続き、事業者への情報提供を行い、社会保

険・労働相談の中で、当事者への対応をしてい

く。 

企業の職場環境整備促進事業については、令和

2 年度も引き続き実施する。 

再掲 

(課題 2 施策④) 

着実に実施することで、ワーク・ライフ・バラ

ンスや女性活躍を推進することができた。 

性の多様性への配慮や、働き方改革を実践して

いる事業者が応募しやすいようにしながら、引

き続き事業者の顕彰に取り組むことで、区内事

業者の男女共同参画意識の向上を図っていく。 

再掲 

(課題 2 施策①) 

情報媒体に加え、地域のイベントで事業者の男

女共同参画への取組みを紹介することにより、

女性の活躍推進を支援することができた。 

引き続き、情報紙らぷらすや区 HP 等の情報媒

体を活用して、先進的な取組みを紹介する。ま

た、男女共同参画先進事業者表彰受賞事業者に

向けて「地域で遊ぼう！ファミリーデー★キャ

ンペーン」への参加を呼びかけ、身近な地域で

の取組み紹介につなげていく。 

再掲 

(課題 2 施策③) 

未実施のため、評価なし。 今後、時代情勢を鑑み、実施を検討する。   

各事業の参加者には、ワーク・ライフ・バラン

スの推進に資する情報や講座等を届けることが

できた。定員 200 名に対し、45.5％となり、平

成 30 年度を上回った。 

令和 2年度は新型コロナウイルスの影響による

事業見直しのため、中止。 

再掲 

(課題 2 施策①) 

平成 30 年度より、事前予約による相談件数は減

少したが、来所による相談件数は同水準だった。 

「相談したことによって悩みや疑問を解消でき

た。」「どこに相談していいのかわからなかっ

たので、話を聴いてもらえてよかった。」とい

う声をいただいた。 

継続実施。引き続き周知活動を実施し、より多

くの区民の方及び事業者に利用してもらえる

ように努める。 

再掲 

(課題 1 施策⑤) 
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
  

課題４ ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 
  

施策③ 男女の育児・介護休業の取得促進     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

84 
“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 

85 
事業所への情報提

供やセミナー等の

実施 

人権・男女共同

参画担当課 

工業・ものづく

り・雇用促進課 

企業向け女性の活躍支援情報誌

「せたがや＋Ｗ」及び企業向け情

報誌「せたがや働き方改革プラス

ワン」を企業等に配布し情報提供

を行った。また、新たに企業の職

場環境整備促進事業を実施し、そ

の成果として企業向け情報誌「待

ったなし 働き方改革とテレワー

ク」を作成した。 

公社が実施する社会保険・労働相

談の中でハラスメントの相談は

27 件あった。 

35 件 

企業向け情報誌

「待ったなし 働

き方改革とテレワ

ーク」の作成 

社会保険・労働相

談の中でのハラス

メントの相談 27

件 

86 
情報紙「らぷらす」

の発行 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

87 

中小企業両立支援

助成金制度等の周

知及び法全体の周

知 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

社会保険労務士が企業向けに、助

成金や法改正に関するセミナーを

実施した。 

参加者 53 名 

(年 3 回) 

参加者 49 名 

(年 3 回) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

事業者への情報提供と、社会保険・労働相談の

中で、当事者への対応を行うことができた。 

企業の職場環境整備促進事業については、企業

3 社に対し、業務の点検、洗い出し・見直し・

切り出しを図り、テレワーク導入に係る総合的

な支援を実施することができた。 

引き続き、事業者への情報提供を行い、社会保

険・労働相談の中で、当事者への対応をしてい

く。 

企業の職場環境整備促進事業については、令和

2 年度も引き続き実施する。 

再掲 

(課題 2 施策④) 

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

参加者については平成 30 年度と同水準であり、

事業所からはセミナー内容について好評であっ

た。 

引き続き継続実施の予定   
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
  

課題４ ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 
  

施策④ 区内企業の「男女共同参画に関する意識・実態調査」等による実態の把握と啓発 

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

88 

「区内企業の『男

女共同参画に関す

る意識・実態調

査』｣の定期的実施

と結果公表 

人権・男女共同

参画担当課 
未実施     

89 
情報媒体を活用し

た先進的な取組み

の紹介 

人権・男女共同

参画担当課 

男女共同参画先進事業者表彰受賞

事業者をパンフレットや情報紙

「らぷらす」、区ＨＰにて紹介し

た。また、「地域で遊ぼう！ファ

ミリーデー★キャンペーン」にお

いて、前年度の受賞事業者が地域

のイベントにブースを出展した。 

年 1 回 年 1 回 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

未実施のため、評価なし。 5 年に 1 度実施。次回は令和 2 年度に実施予定。 
再掲 

(課題 1 施策⑥) 

情報媒体に加え、地域のイベントで事業者の男

女共同参画への取組みを紹介することにより、

女性の活躍推進を支援することができた。 

引き続き、情報紙らぷらすや区 HP 等の情報媒

体を活用して、先進的な取組みを紹介する。ま

た、男女共同参画先進事業者表彰受賞事業者に

向けて「地域で遊ぼう！ファミリーデー★キャ

ンペーン」への参加を呼びかけ、身近な地域で

の取組み紹介につなげていく。 

再掲 

(課題 2 施策③) 
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
  

課題５ 男女がともに家事、育児、介護を担える支援の充実 
  

施策① 保育等の拡充       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

90 
新ＢＯＰ学童クラ

ブ運営 

児童課 

生涯学習・地域

学校連携課 

保護者が就労や病気等により、放

課後に家庭で保護・育成にあたれ

ない世帯の小学校低学年の児童

に、健全な遊びや安全な生活の場

を提供し、一人ひとりがのびのび

と安心して過ごせるよう配慮。 

保護者の多様な働き方及び保護者

の帰宅時間が遅くなることへの対

応のため、新ＢＯＰ学童クラブの

実施時間延長モデル事業を５か所

で２年間実施し、時間延長の効果

や適切な手法等を検討するととも

に、子どもの自立に向けた支援の

あり方について検証・検討する。 

全区立小学校 

61 箇所 

全区立小学校 

61 箇所 

91 

新規開設園等の施

設を活用した定期

利用保育事業の実

施 

保育課 
元年度は私立 15 園、区立 2 園で実

施。 

私立 16 園、 

区立 1 園 

私立 15 園、 

区立 2 園 

92 
認可保育園増改築

等に伴う定員拡充 
保育課 

私立保育園 1 園で実施。 

大蔵ふたば保育園の改築 
実績なし 

大蔵ふたば保育園 

定員 

81→112 

93 
緊急保育・一時預

かり保育の拡充 
保育課 

令和元年度は、 

区立保育園では、分園を含む 48

園で実施した。 

私立保育園では、分園を含む 45

園で実施した。 

・区立： 

延 2,920 人 

・私立： 

延 46,370 人 

・区立 

延 2,272 人 

・私立 

延 42,463 人 

94 
病児・病後児保育

施設の拡充 
保育課 

令和元年度は、医療機関併設型 5

施設、医療機関連携型 4 施設、保

育園併設型 2 施設の計 11 施設で

実施した。(定員計 79 名) 

・登録者数： 

 12,338 人 

・利用延人数： 

 10,533 人 

・利用実人数： 

 5,345 人 

・登録者数： 

 12,189 人 

・利用延人数： 

 10,240 人 

・利用実人数： 

 5,198 人 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

小学校低学年及び配慮を要する児童に、遊びや

安全な生活の場を提供するとともに、一人ひと

りがのびのびと安心して過ごせるよう配慮し

た。 

平成31年4月より新ＢＯＰ学童クラブの実施時

間延長モデル事業を開始し、保護者の多様な働

き方に対応するとともに、小学校就学後からす

ぐに子どもが一人で過ごすことへの対応を行っ

た。 

継続実施   

待機児童解消に繋がった。 
今後も待機児童が多い年齢を中心に定期利用

保育事業を行っていく。 
  

定員増により待機児童解消に寄与した。 

引き続き待機児童対策として、既存施設の増改

築等により保育定員を増やせるよう事業者へ

働きかける。 

  

保護者の就労や通院等により、一時的に保育が

必要となった児童を保育することにより、家庭

における養育の支援に繋げることができた。 

継続実施。今後も要件や定員の見直しを行い、

多様な保育ニーズに対応できるよう努める。 
  

集団保育が困難な病児・病後児について、一時

的に病児・病後児保育施設で保育することによ

り、就労等にある保護者を支援することができ

た。 

継続実施。今後もニーズ調査の結果を見据え、

整備の必要性について検討していく。 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

95 

就労形態の多様化

に伴う保育ニーズ

への対応(幼稚園

預かり保育、延長

保育、休日・年末

保育) 

保育課 

・延長保育 

 

・休日・年末保育 

・幼稚園預かり保育 

・一部の施設を除

きほぼ全園実施 

・5 園で実施 

・－ 

・一部の施設を除

きほぼ全園実施 

・休日保育 

6 園で実施 

・年末保育 

5 園で実施 

・(新制度移行園・

私立認定こども

園)私立幼稚園

預かり保育 

3 園で実施 

96 
保育施設再整備方

針に基づく保育施

設の整備 

保育課 

区立拠点園(世田谷地域)1 園の再

整備計画の建設工事が竣工した。

玉川総合支所分庁舎跡地の活用に

より、拠点園(玉川地域)の実施設

計を策定した。また、新たに区立

松丘幼稚園跡地の活用により、区

立西弦巻・弦巻保育園の移転・統

合計画を発表した。 

・建設工事竣工 

3 ヶ所 

(拠点園2ヶ所、

統合園 1 ヶ所) 

・建設工事着工 1

ヶ所(拠点園) 

・基本設計策定及

び実施設計着手 1

ヶ所(拠点園) 

・建設工事竣工 

1 か所 

・実施設計着手 

1 か所 

・新たな再整備計

画発表 

1 か所 

97 

第三者評価受審の

促進、地域保育ネ

ットワーク等によ

る保育の質の向上 

保育課 

新規開設の私立保育園が増加して

いる中、各地域における保育ネッ

トワークの活動の中でも、研修の

充実を図った。地域のニーズに合

わせ、今年度地域ごとの、保育実

践研修を各 1～2 回企画・実施し

た。 

・区立保育園 17

園、認証保育所

19 園で実施 

・5 地域で計 12 回

実施し延べ 530

名が参加 

・区立保育園 1７

園、認証保育所

17 園で実施 

・5 地域で計 12 回

実施し延べ 570

名が参加 

・地域ごとの研修

は、全 17 回 980

名が参加 

98 障害児保育の充実 保育課 

医療的ケア児の公立保育園での受

け入れ枠を、今年度 4 施設 4 名と

した。看護師を対象とした、実地

研修を実施し、スキルアップを図

ってきた。また認可保育施設に対

しては、専門機関による巡回指導

を引き続き実施し、障害児保育の

充実を図ってきた。 

烏山地域の区立指

定保育園(松沢保

育園)で医療的ケ

ア児 1 名の受け入

れを開始 

烏山・北沢・世田

谷・砧地域の区立

指定園(松沢保育

園・豪徳寺・世田

谷・希望丘)で各一

名の受け入れを行

っている。 

99 
認可外保育施設新

制度移行支援事業 

保育認定・調整

課 

・適格性審査実施回数 

・適格性審査応募施設数 

・世田谷区認可外保育施設等認可

化移行支援事業費補助金交付施

設 

・世田谷区認可外保育施設新制度

移行支援事業改修費等補助金交

付施設  

・2 回 

・3 施設 

・2 施設 

 

 

・1 施設 

※令和元年 7 月 1

日移行予定 

・2 回 

・6 施設 

・2 施設 

 

 

・6 施設 

※令和 2 年 4 月 1

日移行：7 施設 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

多様な就労形態に対応出来た。 

昨年度は休日保育実施園を１園増やした。 

今後も延長保育や休日・年末保育実施園を拡充

し、多様な就労形態に対応出来るよう努める。 

  

他所管課と連携しながら計画を進めており、当

初スケジュールに基づき、予定通り事業を進め

ることができた。また、「区立保育園の今後の

あり方」に基づき、新たな再整備計画を発表し、

新たな再整備対象園の決定にあたっての考え方

を定めることができた。 

継続実施。現在進行中の再整備計画を着実に進

めるとともに、「区立保育園の今後のあり方」

を踏まえ、待機児童対策や多様な保育、在宅子

育て支援などの施策をより効率的、効果的に推

進する。 

  

保育ネットでは地域ごとの施設のつながりを強

め、日常的に、施設の種別を越えた子ども同士

の交流も行っている。各地域の保育ネットごと

の研修機会を増やしたことにより、現場の保育

職員の交流・学びの場を確保することができた。 

・引続き第 3 者評価の受審を促す。 

・保育ネットは認可外保育施設にも参加を促

し、地域での連携を深めながら、保育の質の向

上につなげていく。 

  

年度ごとに、医療的ケア児の受け入れ枠を確実

に増やしてきた。受け入れ実施園を増やしたこ

とに伴い、看護師間のバックアップ体制を構築

してきた。 

令和 4 年度の玉川地域拠点園の開設に向け、引

き続き看護師間の連携体制を強化していく。障

害児受け入れ園に対する巡回指導の継続とと

もに、集合研修の中でも障害児に対する理解を

深めるカリキュラムを実施していく。 

  

 適格性審査において、給付対象施設へ移行する

施設を新たに 6 施設選定し、令和 2 年 4 月 1 日

に 7 施設が移行した。今後さらに 5 施設が移行

を予定しており、引き続き支援を行うことで、

来年度以降の保育の拡充や充実が見込まれる。 

支援期間が令和元年度末で終了する予定であ

ったが、これまでの課題や保育の質の確保への

対応等を見据え、継続実施。令和 2 年度からは、

認可保育所への移行支援に加え、認証保育所へ

の移行支援、認可外保育施設が指導監督基準を

満たすための支援も行う。 

国や都の制度に合わせて補助金の見直しを行

いつつ、整備計画数量及び予算との整合を図り

ながら、令和 6 年度まで支援を行う。 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

100 
私立認可保育園の

整備による定員拡

充 

保育計画・整備

支援担当課 
  

8 施設 

571 名分 

13 施設 

636 名分 

101 
認証保育所の整備

による定員拡充 

保育計画・整備

支援担当課 
  

0 施設 

0 名分 

0 施設 

0 名分 

102 
小規模保育事業等

の整備による定員

拡充 

保育計画・整備

支援担当課 
  

4 施設 

68 名分 

2 施設 

34 名分 

103 
ほっとステイ事業

の推進 
子ども家庭課 

ほっとステイ(19 か所)(子育てス

テーション 5 か所含む) 

利用延人数 

23,275 人 

利用延人数 

24,710 人 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

認可保育園等の保育施設整備により、令和元年

度は前年度と比べ 802 人の保育定員の拡大に努

め、これまでの施設整備の積み上げ等により、

令和 2 年 4 月時点で保育待機児童は解消した。

一方で、いまだ希望する保育園に入れない世帯

も多く、認可保育園の利用希望者は依然として

多い状況にある。 

新型コロナウイルス感染症の影響により新規

の保育施設整備が厳しい状況にある中で、保育

待機児童ゼロの継続に向けて、既に事業決定し

ている案件を中心に施設整備を進める。あわせ

て、認可外保育施設を含めた一部の既存施設に

空きがありながら利用されていない状況を踏

まえ、認証保育所への支援策等を通じて、既存

施設の有効利用の促進を図る。 

  

認可保育園等の保育施設整備により、令和元年

度は前年度と比べ 802 人の保育定員の拡大に努

め、これまでの施設整備の積み上げ等により、

令和 2 年 4 月時点で保育待機児童は解消した。

一方で、いまだ希望する保育園に入れない世帯

も多く、認可保育園の利用希望者は依然として

多い状況にある。 

新型コロナウイルス感染症の影響により新規

の保育施設整備が厳しい状況にある中で、保育

待機児童ゼロの継続に向けて、既に事業決定し

ている案件を中心に施設整備を進める。あわせ

て、認可外保育施設を含めた一部の既存施設に

空きがありながら利用されていない状況を踏

まえ、認証保育所への支援策等を通じて、既存

施設の有効利用の促進を図る。 

  

認可保育園等の保育施設整備により、令和元年

度は前年度と比べ 802 人の保育定員の拡大に努

め、これまでの施設整備の積み上げ等により、

令和 2 年 4 月時点で保育待機児童は解消した。

一方で、いまだ希望する保育園に入れない世帯

も多く、認可保育園の利用希望者は依然として

多い状況にある。 

新型コロナウイルス感染症の影響により新規

の保育施設整備が厳しい状況にある中で、保育

待機児童ゼロの継続に向けて、既に事業決定し

ている案件を中心に施設整備を進める。あわせ

て、認可外保育施設を含めた一部の既存施設に

空きがありながら利用されていない状況を踏

まえ、認証保育所への支援策等を通じて、既存

施設の有効利用の促進を図る。 

  

実施施設が増えた結果、利用延人数が昨年度よ

り増加した。 

引き続き、実施施設を確保するためおでかけひ

ろばの整備に合わせて、おでかけひろば内の預

かり事業を実施するように整備予定事業者に

働きかけを行う。 
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
  

課題５ 男女がともに家事、育児、介護を担える支援の充実 
  

施策② 育児に関するサービスの充実        

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

104 
乳児期家庭訪問指

導の充実 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

妊娠期面接による妊娠期からの情

報も活用し乳児期家庭訪問を実施

し、虐待予防のための早期介入、

支援を実施。 

・出生数 7,374 人 

・乳児期家庭訪問

実施数 7,159 人 

・実施率 97.1％ 

・出生数 6,905 人 

・乳児期家庭訪問

実施数 6,635 人 

・実施率 96.1％ 

105 
ＥＰＤＳを導入し

た、産後うつ病の

早期発見と予防 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

訪問時に EPDS(エジンバラ産後う

つ病質問票)等の質問票を用いて

母親のメンタルヘルスや育児に関

する状況把握。必要時継続支援。 

乳児期家庭訪問か

らの継続支援 

実数  3,644 人 

継続支援率 

50.9％ 

乳児期家庭訪問か

らの継続支援 

実数  3,313 人 

継続支援率 

50.0％ 

106 
乳幼児健診、離乳

食講習会 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

乳幼児の発育発達を確認し必要時

医療や療育につなげる。保護者へ

の育児相談実施。 

栄養士による離乳食講習会は、各

支所前期講習会を毎月、後期講習

会を２か月に１回実施。講習会後

には、必要に応じて栄養士による

個別相談を行った。 

    

107 
児童館での出張育

児相談 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

乳幼児(主に 0 歳、1～2 歳)のひろ

ばに保健師、栄養士、歯科衛生士

が育児相談を実施。 

    

108 
歯科衛生士による

歯の相談 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

・乳幼児歯科保健相談 

 

・歯科予防処置 

・歯科衛生士による相談 

・実施回数 172 回、

受診者数 3,360 人 

・2,280 人 

・214 件 

・実施回数 172 回、

受診者数 3,037 人 

・2,424 人 

・214 件 

109 
子ども初期救急診

療所の運営 

保健医療福祉推

進課 

初期救急診療所(小児科)の開設 

 平日 19:30～22:30 2 ヶ所 

 土曜 17:00～22:00 3 ヶ所 

 日曜  9:00～17:00 2 ヶ所 

 日曜 17:00～22:00 3 ヶ所 

    

110 
産前・産後セルフ

ケア事業の実施 
児童課 

安定期以降の妊娠中の女性及び５

ヶ月未満の赤ちゃんがいる母親を

対象に、講座内でストレッチを行

ったり、地域の子育て情報を提供

した。 

・503 人参加 

・全児童館各 2 回、 

 計 50 回実施 

・505 人参加 

・21児童館各2回、 

 4 児童館各 1 回 

 計 46 回実施 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

対象者のいる家庭への全戸訪問をめざし、9 割

の家庭へ訪問実施。妊娠期面接等の関わりから

の切れ目ない支援となっている。 

継続実施予定 
 

母親の記入した質問票をもとに面接し、既往歴

や家族の協力体制、育児不安や育児負担感、母

親の気持ち等を把握。必要時早期介入・支援が

できている。 

継続実施予定 
 

ほぼ 9 割近い乳幼児と保護者が来所する乳幼児

健診は、健診をきっかけに孤立した育児の辛さ

や児への心配事等を吐露する母親もいるため、

児の発育発達の確認のみでなく虐待予防の視点

でも介入できる貴重な機会となっている。 

離乳食講習会では、簡単な離乳食の作り方や食

べさせ方などを両親で共有してもらう機会とな

っている。 

継続実施予定 
 

参加者同士の交流、育児の困りごとなどの対処

法の共有の場となっている。。 
継続実施予定 

 

4 歳未満の乳幼児を対象に、歯科健診、相談及

び歯科保健指導を行っている。保護者がむし歯

リスクを理解し、コントロール力やセルフチェ

ック力をつけてもらうことができる。 

継続実施予定 
 

一般の医療機関では休診が多い休日や夜間に診

療所を開設することで、子どもの急病時に対す

る保護者の不安の解消を図った。 

引き続き、事業を継続する。 

なお、診療所 1ヶ所(子ども初期救急診療所)は、

令和 2年 4月保健医療福祉総合プラザ１階に移

転した。 

 

講座内のストレッチや、子育て情報を提供する

ことで、産前・産後の母親に対し必要な支援を

提供した。 

継続実施 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

111 子ども医療費助成 

子ども育成推進

課 

(各総合支所保

健福祉センター

生活支援課) 

子ども(区内に住所がある 0～15

歳到達後最初の3月31日までの子

ども)の医療費のうち、保険診療分

の自己負担分と、入院時の食事療

養費の定額負担分の助成を実施 

平成 3１年 3 月末 

113,873 人 

令和 2 年 3 月末 

114,596 人 

112 
子どものショート

ステイ、トワイラ

イトステイ 

児童相談支援課 

(各総合支所保

健福祉センター

生活支援課) 

・子どものショートステイ 

 

・トワイライトステイ 

・赤ちゃんショートステイ 

 

・要支援家庭を対象としたショー

トステイ 

・延 672 日 

(235 人) 

・延 2 日(2 人) 

・延 136 日(30 人) 

 

・延 142 日(40 人) 

 

・延 791 日 

(実 96 人) 

・延 2 日(実 2 人) 

・延 189 日 

(実 28 人) 

・延 102 日 

(実 6 人) 

113 

産前・産後子育て

支援ヘルパーの派

遣(さんさんサポ

ート) 

子ども家庭課 

(各総合支所保

健福祉センター

生活支援課) 

・産前産後支援事業 

・ヘルパー派遣

数：4,500 回 

・利用会員： 

1,770 人 

・ヘルパー派遣

数：3,654 回 

・利用会員： 

1,376 人 

114 
産後ケア事業の実

施 
児童相談支援課 

産後ケアセンターでのショートス

テイ、デイケア 

・母子ショートステイ 

・母子デイケア 

・きょうだいショートステイ 

・きょうだいデイケア 

 

ママズルームでのデイケア 

・母子デイケア 

 

 

・4,072 日 

・633 日 

・119 日 

・24 日 

 

 

・368 日 

 

 

・3,592 日 

・835 日 

・93 日 

・28 日 

 

 

・316 日 

115 

子育ての悩み、不

安、子どもの家庭

環境の問題、出産

費用等の相談 

子ども家庭課 

(各総合支所保

健福祉センター

生活支援課) 

・子育てについての不安や悩みに

ついて、各地域の総合支所保健福

祉センター生活支援課と関係機関

が連携しながらＤＶ、生活や家庭

問題などの相談にも対応 

・その他子育てサービスを情報提

供 

・出産費用の援助について、入院

費用を支払うのが困難なときに、

入院・分娩費用を援助 

入院助産：19 件 入院助産：23 件 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

子どもの保健の向上と健やかな育成を図り、子

育てを支援している。 

児童の増減に合わせ、給付制度を維持してい

く。 
  

保護者の心身の安定及び育児に関する負担感の

軽減を図り、児童の健やかな成長を支援するこ

と及び保護者が安心して育児に取り組む環境を

整えることができた。また、要支援家庭(保護者

の強い育児疲れや育児不安または不適切な養育

状態にある家庭など虐待のおそれがある家庭)

への継続的な支援を実施した。 

従来のショートステイ内容に加え、協力家庭

(個人宅でのショートステイ事業)を開始。 
  

ヘルパーやベビーシッターを派遣し、家事や育

児の支援を行うことにより、利用者の負担感や

不安の軽減が図れた。 

・事業の再構築により本事業は、平成 30 年度

で利用券の配布を終了している。今後はすでに

利用券を持っている方のみ利用できるものと

し、令和 3 年 1 月末で事業終了予定。 

  

助産師、臨床心理士等の専門職が、ショートス

テイやデイケアを通じて母体ケアやカウンセリ

ングを行い。母親の育児不安や体調不良の解消

を図った。 

子ども家庭支援センター利用者支援と連携し

ながら実施し、引き続き、育児不安や育児疲れ

の軽減を図っていく。 

  

平成 30 年度と比較すると実施件数は増加して

いる。出産費用の援助が必要な母親への援助を

することが出来た。 

関係機関との情報共有と連携を図りながら、引

き続き出産費用の援助が必要な母の支援を行

う。 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

116 
世田谷子ども・子

育てテレフォン

(電話相談事業) 

児童相談支援課 
・子育てに関する相談 

・子どもからの相談 

・1,483 件  

・179 件 

・1638 件  

・77 件 

117 

世田谷版ネウボラ

(妊娠期からの切

れ目のない子育て

支援) 

子ども家庭課 

世田谷保健所健

康推進課 

(各総合支所保

健福祉センター

健康づくり課) 

・妊娠期面接数 

・母子保健コーディネーター 

・子育て応援相談員 

・地域子育て支援コーディネータ

ー《ひろば型》 

・せたがや子育て利用券登録事業

者 

 

・ネウボラ・チームによる医療機

関への訪問 

・世田谷版ネウボラ推進協議会 

・7,062 件 

・18 名 

・13 名 

・6 か所 

 

・191 事業者 

(区内:125 事業者、 

 区外:66 事業者) 

・37 か所 

 

・3 回開催 

・6,581 件 

・18 名 

・13 名 

・6 か所 

 

・230 事業者 

(区内:142 事業者、 

 区外:88 事業者) 

・24 か所 

 

・4 回開催 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

子ども家庭支援センターの受付時間外の夜間・

休日に子ども本人や保護者の悩みや相談に対応

し、専門的なアドバイス、必要なサービスの案

内及び適切な機関を紹介し、子育て支援と児童

虐待の未然防止を図ることができた。 

引き続き、夜間・休日に電話での相談を実施し、

子ども本人や子育ての悩みの解消や児童虐待

の未然防止を図っていく。 

  

せたがや子育て利用券への事業参加を地域の子

育て活動団体等へ呼びかけを行うことで、区内

の登録事業者数が増え、地域で子育てを支える

環境を充実させることができた。 

地域における身近で気軽な相談支援体制の充実

として、利用者支援事業(地域子育て支援コーデ

ィネーター《ひろば型》)を引き続き実施し、他

機関等との連携強化をさらに図ることができ

た。 

外部有識者による世田谷版ネウボラ推進協議会

を開催し、世田谷版ネウボラの取組みの課題を

議論し、世田谷版ネウボラの推進を図るととも

に、令和 2 年度からの子ども計画(第 2 期)後期

計画に反映させることができた。 

母親学級と連動したおでかけひろばでの妊婦

向け講座の実施など妊娠期からおでかけひろ

ば等につながる仕組みづくりの充実を図る。 

妊婦や子育て家庭を地域で支えるためのさら

なる地域資源の充実を図る。 

区、医療、地域のそれぞれの支援の担い手が機

能的に連携する顔の見えるネットワーク体制

の強化を図る。 
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
  

課題５ 男女がともに家事、育児、介護を担える支援の充実 
  

施策③ 子育て世代への支援と地域交流     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

118 

乳児健診前の母親

を対象に、情報提

供、仲間づくりを

サポートする交流

会を実施 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

各支所で月 1 回の交流会を実施。

参加者は生後 2～3 か月児と保護

者。身近に知り合いができるよう

地区別にグループをつくり運営し

ている。個別の育児相談も行った。 

    

119 
妊娠から育児に関

する不安や悩みの

相談・支援 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

妊娠期面接実施率は 83.6％。平日

の面接及び各支所年５回の土曜日

面接を実施。特に土曜日はパート

ナーと一緒に来所をする場合が多

い。妊娠期面接や両親学級の講和

等を通じてパートナーと協力して

子育てするイメージづくりをし

た。 

妊娠期面接率 

89.1％ 

妊娠期面接率 

83.6％ 

120 

乳幼児健康診査な

ど、子どもの発育

発達に関する相

談・支援 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

106 と同様     

121 
地域の育児グルー

プ等の活動支援 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

107 と同様     

122 
地域支えあい活動

｢子育てサロン｣へ

の支援 

世田谷区社会福

祉協議会 

(生活福祉課) 

子育てサロンの運営支援に取り組

み、子育て世代の孤立化防止や多

世代とのつながりづくりに取り組

んだ。活動の継続に向けては、主

任児童委員へのつなぎなど地域と

の関係づくりを意識した。また、

児童館やお出かけ広場と連携を図

り、相互交流の機会を確保した。 

登録グループ数 

93 

登録グループ数 

95 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

外出しづらい時期に安心して参加し、同じぐら

いの月令の児のいる母親同士が交流できる機会

として活用されている。母親同士の知り合いを

つくる場となっている。 

継続実施予定   

妊娠期面接及び母親学級・両親学級で、父親・

母親に主体的な育児参画について話をすること

ができた。 

継続実施予定   

106 と同様 継続実施予定   

107 と同様 継続実施予定   

年度末の登録グループ数は２グループ増となっ

たが、実際には９団体の新規開始及び７団体の

廃止があった。今後は、会場やスタッフ確保な

どの取組みを一層強化する。 

これまでの集い型の子育てサロンとともに、

ICT の活用による絆づくりなど、「新しい生活

様式」を意識した新たな活動形態を検討してい

く。また子育て世代を地域で支える契機とし

て、子育て広場や児童館など地域の拠点との関

係づくりを一層強化していく。 

  

 
  



 60 / 183 
 

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

123 
児童館の子育てひ

ろば事業 
児童課 

0 歳から 3 歳まで乳幼児の保護者

を対象に、わらべ歌や手遊びなど

の親子で楽しめる活動や登録制の

サークル活動、子育てに関する講

座を行うなど、親子で集い、交流・

相談できる場を提供 

・654 講座 

・参加者 

20,562 人 

・591 講座 

・参加者 

17,029 人 

124 
子育てサポーター

の人材発掘と参画

の場の提供 

児童課 

講座等により、地区・地域での子

育て支援者(サポーター)の人材発

掘及び育成に取り組んだ。 

サポーター 

72 名 

サポーター 

85 名 

125 
地域での子育て交

流の開催 
児童課 

周辺地域で活動している子育て支

援活動団体及び個人との連携協力

をめざして関係づくりを進めた。 

・5 地域 1 回実施 

 

・参加者数 

1,091 人 

・4 地域 1 回実施 

 1 地域 2 回実施 

・参加者数 

937 人 

126 

子ども基金による

子ども・子育て支

援団体の活動への

支援 

子ども家庭課 

区民、地域団体、事業者より寄附

を募るとともに、子育て活動団体

等を支援するための助成事業を年

2 回、区の広報やホームページ等

で募集。 

・第１回 

助成 19 件 

(22 件申請、う

ち 2 件取下げ) 

・第 2 回 

助成 6 件 

(11 件申請、う

ち 4 件取下げ) 

・第１回 

助成 18 件 

(25 件申請、う

ち 2 件取下げ) 

・第 2 回 

助成 8 件 

(10 件申請、う

ち 1 件取下げ) 

127 
子育て活動団体へ

の助成 
子ども家庭課 活動経費の一部補助 11 団体 10 団体 

128 
世田谷区ファミリ

ー・サポート・セ

ンター事業 

子ども家庭課 

・援助活動延件数(未就学児、就学

児) 

 

・年度末会員数(利用会員、援助会

員、両方会員) 

・41,726 件 

(30,006 件、 

11,720 件) 

・9,152 人 

(8,160 人、 

928 人、64 人) 

・43,299 件 

(32,887 件、 

10,412 件) 

・10,817 人 

(9,719 人、 

1,030人、68人) 

129 
おでかけひろば事

業の実施 

子ども家庭課 

保育課 

おでかけひろば(38 か所)(子育て

ステーション 5 か所含む) 

・利用組数 

・利用延人数 

 

 

・147,555 組 

・332,778 人 

 

 

・137,894 組 

・298,463 人 

 
  



 61 / 183 
 

令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

子育て中の保護者に、親子で楽しめる活動や子

育てに関する情報を提供するとともに、親子で

交流・相談できる場を提供した。 

継続実施   

講座等を通し新規の人材を発掘するとともに、

子育てひろば活動や講座での運営補助活動を通

じて、子育て支援者(サポーター)と参加者の交

流を促進した。 

継続実施   

周辺地域で活動している子育て支援活動団体及

び個人との連携協力をめざして関係づくりを進

めた。 

継続実施   

例年同様の申請数があり、一定数を保つことが

できた。 

継続実施。 

引き続き、広報・啓発活動に努め、申請数の増

加に努める。 

  

例年と同規模の申請数があり、一定数を保つこ

とができた。新たに自主保育団体に対する要綱

を制定し、運営形態にあわせて２種類の補助体

系となった。 

継続実施。引き続き活動団体等への周知に努め

る。 
  

事業の周知が進むとともに、アドバイザーの地

域配置による相談しやすさ等により、利用会員

及び援助活動件数が増加し続けている。一方、

援助会員は利用会員ほど増加していないため、

必要性が高い援助活動の開始に時間がかかるな

どの課題が生じている。 

利用会員のうち実利用者が 20％を下回ってい

ること、事業開始から 5 年を経過したことを踏

まえ、地域での子育ての相互援助がより効果的

に実施できるように、制度の見直しを検討す

る。 

  

実施施設が増えた結果、毎月の利用延人数は昨

年度より増加傾向にあったが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、年間の利用組数・延

べ人数は昨年度を下回った。 

感染症拡大(予防)対策を図りながら、引き続き

事業の周知を行うとともに、おでかけひろば整

備事業者の確保に努める。 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

130 
子育てメッセの開

催 
子ども家庭課 

子育て中の保護者等に地域の子育

て情報を提供するとともに、地域

子育て活動団体同士の交流を促

進。 

来場者数： 

約 1,100 人 

来場者数： 

約 1,080 人 

131 
認証取得マンショ

ンの情報提供 
居住支援課 

令和元年度において世田谷区で実

施している「子育て支援マンショ

ン認証制度」の認証を受けいてい

る住宅は０件であったが、東京都

で実施している「東京都子育て支

援住宅認定制度」の認証を受けて

いる住宅を案内した。 

    

132 
キッズルーム整備

事業 
居住支援課 

区より「子育て支援マンション」

として認証を受けた共同住宅のキ

ッズルーム整備費用に対する補助

制度について、区ホームページや

リーフレットの配布等により周知

を行った。 

補助金交付実績 

0 件 

補助金交付実績 

0 件 

133 
認証基準による子

育てに配慮した住

宅供給の誘導 

居住支援課 

子育てしやすい居住環境が整備さ

れ、一定の基準を満たした共同住

宅を「子育て支援マンション」と

して認証する制度について、区ホ

ームページやリーフレットの配布

等により周知を行った。 

認証実績：0 件 認証実績：0 件 

 
施策④ 介護者への支援       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

134 
介護保険サービ

ス、障害福祉サー

ビスの提供 

介護保険課 

障害施策推進課 

(各総合支所保

健福祉センター

保健福祉課) 

【介護保険課】 

 第７期高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画(平成３０年度～

令和２年度)に基づき、相談支援体

制の充実、サービスの質の向上及

び制度の趣旨普及を行った。 

【障害施策推進課】 

居宅介護等訪問系サービスが円滑

に提供されるよう事業者に対する

支援等を行った。また、総合支所

において適切な支給決定が行われ

るよう、必要な調整を行った。 

    

135 

あんしんすこやか

センター(地域包

括支援センター)

での介護相談 

介護予防・地域

支援課 

身近な地区での相談窓口であるほ

か、平日だけでなく土曜日も開設

した。 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

これまでのブースで待つスタイルの情報発信で

はなく、来場者との積極的な関わりを持ている

ような情報発信のスタイルに変えたり、会場も

お子さん連れの来場者がより参加しやすい雰囲

気にするなど工夫し、大盛況な子育てメッセと

なった。 

継続実施。今後の開催地域や内容については、

子育てメッセ開催の方向性も含め随時検討を

行う。 

  

一定の効果があった。 継続実施。   

事業者のニーズと事業内容が合致せず、補助金

の申請には至らなかった。実績を踏まえ、事業

の見直しを行う必要がある。 

東京都においても、子育てに配慮した住宅の供

給促進のため、平成２８年２月より「東京都子

育て支援住宅認定制度」を実施している。東京

都と協議の上、東京都の認定制度を活用した補

助制度を検討する。 

  

事業者のニーズと事業内容が合致せず、認証の

申請には至らなかった。実績を踏まえ、事業の

見直しを行う必要がある。 

東京都においても、子育てに配慮した住宅の供

給促進のため、平成２８年２月より「東京都子

育て支援住宅認定制度」を実施している。東京

都と協議の上、区の認証制度の仕組みについて

検討する。 

  

 

   

令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

【介護保険課】 

第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

に沿って施策に取り組むことができた。 

【障害施策推進課】 

サービスの提供実績は増加している。今後も支

給決定に伴う調整や事業者への支援等を行う必

要がある。 

【介護保険課】 

第７期計画の取組み実績を踏まえ、第８期計画

の策定に取り組む。 

【障害施策推進課】 

引き続き、支給決定に伴う調整や事業者への支

援等を行っていく。 

  

相談しやすい環境を整備し、問題の早期発見、

早期解決につなげることができる。高齢者以外

の相談も受けることで、ダブルケア(高齢者の介

護と子育ての両方を行う)等の複合的な課題に

関する相談もしやすくなった。 

気軽に相談してもらえるよう周知に努めると

ともに、相談を受けるスタッフの充実も図る。 
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
  

課題５ 男女がともに家事、育児、介護を担える支援の充実 
  

施策⑤ 男性の家事・育児・介護等への参画促進     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

136 
情報紙「らぷらす」

の発行 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

137 
“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 

138 

父親向けの育児講

座の開催 

(男女共同参画セ

ンター) 

人権・男女共同

参画担当課 

・シネマサロン 

・パパ・バギーの日 

 

・参加型トークイベント 

・－ 

・延 80 人 

(年 3 回) 

・25 名(年 1 回) 

・31 名(年 1 回) 

・－ 

 

・－ 

139 
父親向けの育児講

座の開催 
児童課 

子育て支援「父親の育児参加」と

して年間事業計画を策定し、親子

体操や父親参加のベビーマッサー

ジ、手作りおもちゃづくりなどを

実施 

・22 講座 

・参加者数 459 人 

・30 講座 

・参加者数 547 人 

140 

男性のためのワー

ク・ライフ・バラ

ンス推進講座等の

開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・シネマサロン 

・パパ・バギーの日 

 

・参加型トークイベント 

・－ 

・延 80 人 

(年 3 回) 

・25 名(年 1 回) 

・31 名(年 1 回) 

・－ 

 

・－ 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

父親には、WLB の意義と、育児への参画促進。

母親には、育児の負担軽減を図る取組みを実施

することにより、固定的な性別役割分担意識の

解消に寄与した。 

らぷらすでは、男性の積極的育児参加の促進を

目指して、10 年以上にわたり、パパ・バギーの

日、父と子のコミュニケーション講座、父と子

のクッキング講座、家族で楽しめるシネマサロ

ン等を実施してきた。その結果、区内の児童

館・子育て支援施設等で父親向けの講座が開催

されるようになったことを機に、らぷらすでの

父親向け育児支援講座を終了する。 

※男女共同参画

センター事業含

む 

父親を対象とした育児参加について、子どもと

のふれあい及び父親同士の交流を図るなど、児

童館特有の子育て支援に寄与することができ

た。 

継続実施   

父親には、WLB の意義と、育児への参画促進。

母親には、育児の負担軽減を図る取組みを実施

することにより、固定的な性別役割分担意識の

解消に寄与した。 

らぷらすでは、男性の積極的育児参加の促進を

目指して、10 年以上にわたり、パパ・バギーの

日、父と子のコミュニケーション講座、父と子

のクッキング講座、家族で楽しめるシネマサロ

ン等を実施してきた。その結果、区内の児童

館・子育て支援施設等で父親向けの講座が開催

されるようになったことを機に、らぷらすでの

父親向け育児支援講座を終了する。 

再掲 

(課題 1 施策②) 

※男女共同参画

センター事業 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

141 

あんしんすこやか

センター(地域包

括支援センター)

いきいき講座の実

施 

介護予防・地域

支援課 

広く関心をもたれるテーマの講座

のほか、男性対象の講座(地域デビ

ュー、料理、体操等)などを開催し

た。 

    

142 
介護予防、認知症

ケアに関する講習

会、講演の実施 

介護予防・地域

支援課 

フレイル(虚弱)予防に運動・食・

認知機能・社会参加が重要である

ことを講演会にて周知した。認知

症ケアの家族会については、男性

介護者に特化した家族会を実施し

た。 

    

143 
子育て情報紙の発

行 
子ども家庭課 

発行配布先：各支所健康づくり課、

生活支援課、出張所、区立保育園、

区立幼稚園、私立保育園、私立幼

稚園、図書館、児童館など 

各 40,500 部 

(年 4 回) 

各 37,600 部 

(年 4 回) 

144 
両親学級・ぷれパ

パママ講座の開催 

世田谷保健所健

康推進課 

(各総合支所保

健福祉センター

健康づくり課) 

各総合支所で月 1 回ずつ、計 60

回実施予定であったが、新型コロ

ナウイルス感染拡大により、3 月

は中止としたため、55 回実施とな

った。 

休日開催の講座も 67 回予定して

いたが 57 回実施となった。 

 

・2,259 人 

(うち男性 641 人、

28.3％) 

 

 

・3,053 人 

(うち男性 1,523

人、49.8％) 

・2,117 人 

(うち男性 698 人、

32.8％) 

 

 

・2,709 人 

(うち男性 1,345

人、49.6％) 

145 
男の料理教室の開

催 

世田谷保健所健

康推進課 

自らの希望で自分で料理できるよ

うになりたいと申込みしている参

加者が多い。 

１地域で年度末開催予定だったが

新型コロナウイルス感染症予防対

策として開催できなかった。 

495 人参加(北沢

支所 23 回、砧支所

10 回) 

360 人参加(北沢

支所 22 回、砧支所

5 回) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

男性が参加しやすいよう講座の工夫を行い、介

護等への普及啓発を図ることができた。 

男性の介護等への参画促進を図れるよう講座

の拡充や工夫、周知に取り組む。 
  

社会参加の必要性、参加できる社会資源等情報

提供により、住民主体の活動参加促進につなが

った。男性介護者に参加しやすい場を提供する

ことで悩みやストレスを抱え込まず、介護負担

の軽減を図ることができた。 

引き続き、講演会や講座の実施により介護予防

や社会参加の重要性について普及啓発を図っ

ていく。男性介護者に特化した家族会の定期開

催等について検討していく。 

  

多胎児や子どものごはんをテーマとし、地域の

子育て世代が必要としている情報を届けるよう

努めた。 

twitter や子育て応援アプリも活用し、紙媒体

での周知以外の方法から、より広く区民への情

報発信へ努める。 

  

男性の参加率が微増しており、家族で子育てを

考える機会となっていると考える。 

新型コロナウイルス感染拡大により対面講座の

実施ができない時期があった。このような機会

を妊婦とパートナーおよび家族に提供し続けら

れるよう手法の工夫が必要である。 

新型コロナウイルス感染下であっても、妊婦と

その家族が講座を受講できるように、ぷれパパ

ママ講座をオンライン開催する予定。オンライ

ン講座では実技や交流を取り入れにくいため、

感染が収束している期間には感染防止対策を

講じながら対面講座を開催する。 

  

食べる楽しみとともに自分、家族の健康づくり

のために食生活を考えるきっかけとなってい

る。 

教室参加をきっかけに同じ目的をもった仲間づ

くりとなっており、周囲にも食の大切さを伝え

る地域活動にも発展している。 

継続実施を予定しているが、開催の時期、開催

方法について検討が必要である。 
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
  

課題６ 防災・地域活動等への参画促進 
  

施策① 防災・災害復興の分野への女性の参画促進     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

146 

地域防災計画や避

難所運営等への男

女共同参画の視点

からの導入 

災害対策課 平成 29 年度に取組み終了 
  

147 
地域防災計画修正

段階からの女性の

参画 

災害対策課 平成 29 年度に取組み終了 
  

148 

避難所運営マニュ

アル改定ワークシ

ョップの実施、研

修・ＨＵＧ訓練の

実施 

災害対策課 平成 29 年度に取組み終了 
  

149 
防災、地域活動関

連講座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

災害時のトイレに関する啓発展示

の実施(せたがや女性防災コーデ

ィネーター養成研修と連動した展

示) 

34 人(研修講座参

加者へ展示紹介) 
  

150 
復興住宅計画への

反映 

居住支援課 

都市計画課 

都市復興プログラム実践訓練にお

いて講演会やワークショップを開

催し、女性職員(都市整備領域等)

の参加促進に努めた。 

防災・仮住まいワークショップに

関し、様々な立場からの意見を集

約するため、女性の参加を促した。 

研修会や講演会に

参加した女性職員 

延 25 名 

講演会やワークシ

ョップに参加した

女性職員 延 6 名

(参加者の約 2 割) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

 

地域防災計画の修正に向けて、現行の計画やマ

ニュアルにおける多様性に配慮した女性の視

点に関する新たな課題の抽出に取組んでいく。 

  

 

地域防災計画の修正に向けて、新たな課題やそ

の対策方法についての検討に女性の参画を促

進できるよう努めていく。 

  

 

次回の修正に向け、新たに出てくる課題につい

て検討を進め、各避難所単位での運営体制をよ

り充実させていくよう努める。 

  

せたがや女性防災コーディネーター養成研修と

連動させて啓発展示を実施することにより、防

災・災害分野への男女共同参画の視点の重要性

を周知することができた。 

せたがや女性防災コーディネーター養成研修

と連動して地域への公開講座を実施し、効率

的・効果的な啓発を進める。 

※男女共同参画

センター事業 

女性職員の参加について、一定程度の成果は出

ている。 

女性職員が都市復興プログラム実践訓練に参

加する機会を増やし、訓練において更に男女共

同参画の視点の啓発を図る。 

平成 30 年度に開始された区市町村住宅復興連

絡会は令和元年度に開催がなかったが、今後開

催される中で、女性の参画を含めて住宅復興の

課題へ対応していく。 
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
  

課題６ 防災・地域活動等への参画促進 
  

施策② 地域活動への参画支援       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

151 企画講座の開催 
各総合支所地域

振興課 

社会的な問題や日頃の関心事など

を学習することを目的に、企画員

を公募し、企画員が企画・運営な

どを行う区民企画方式と、職員が

企画などを行う職員企画方式で事

業を展開。区民企画は年１本、職

員企画は年３本程度実施。 

・各支所区民企画

講座 

年 1 本程度 

・職員による講座 

年 3 本程度 

・各支所区民企画

講座 

年 1 本程度 

・職員による講座 

年 3 本程度 

152 生涯学習セミナー 
各総合支所地域

振興課 

55 歳以上の区民を対象に、「生き

がいを求めて、ともに学び、新し

い友だちをつくる」ことを目的と

して、健康や地域を知るための講

座、施設見学など、13～16 回程度

のプログラムを組み実施。修了後

も、受講者で自主的なサークルを

つくり、学習活動の継続を目指す。 

各支所 

全 13～16 回 

各支所 

全 13～16 回 

153 
生涯現役ネットワ

ークへの支援 

市民活動・生涯

現役推進課 

１ シニアの社会参加促進事業

「せたがやシニア現役プロジェク

ト」 

①：講座年 1 回 

②：講座年 1 回 

③：講座全 4 日 

④：町会 HP 作成・運用支援 

⑤：講座 

 

⑥：ポータルサイト 

 

２ 地域活動団体 PR イベント「大

人の学園祭」 

 

 

 

・延 148 名参加 

・延 41 名参加 

・延 92 名参加 

・4 町会 

・3 日×4 団体、 

 延 103 名参加 

・アプリ化実施 

 

・延 300 名参加 

 (年 1 回) 

 

 

 

・延 118 名参加 

・延 54 名参加 

・延 37 名参加 

・3 町会 

・2 日×3 団体、 

 延 63 名参加 

・WEB 版、アプリ

版の運営 

・延 300 名参加 

 (年 1 回) 

154 

生涯現役情報ステ

ーションでの地域

活動団体等に関す

る情報発信 

市民活動・生涯

現役推進課 

 高齢者に対する情報の提供とし

て、分野別の情報の収集、展示を

行った。また無料の WiFi 環境の開

放や閲覧用 PC の設置により、紙媒

体だけではなく、インターネット

からの情報収集も可能となるよう

環境を構築した。 

    

155 
ＮＰＯ等市民活動

に関する相談 

市民活動・生涯

現役推進課 

団体や個人からの相談や相談業務

の一環として運営基盤安定化に向

けたセミナーの実施。 

47 件 相談件数 37 件 

156 
防災、地域活動関

連講座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

災害時のトイレに関する啓発展示

の実施(せたがや女性防災コーデ

ィネーター養成研修と連動した展

示) 

34 人(研修講座参

加者へ展示紹介) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区民の目線で講座を企画する機会を通して、学

びの場をつくり出すきっかけや地域での仲間づ

くりを行った。 

また講師に地域で活躍する方を迎え、地域活動

団体の紹介等を行うことで地域活動への理解を

深めた。 

継続実施。   

生涯学習セミナーを通し、地域の歴史や自然に

触れることで地元地域への関心を高めた。 

また、修了後の自主サークル活動の促進により、

仲間との学びの場を継続していくことで、地域

活動への参加意欲に繋げていく。 

令和２年度はコロナウイルス感染症拡大防止

のため中止。 

以降は継続実施。 

  

各種講座や PR イベントの開催を通じて、中高年

齢者の地域活動の参加促進を図ることができ

た。また、４年間継続実施してきたため、効果

的な講座日数や内容等のノウハウを得る事がで

きた。 

４年間の実績を踏まえて事業内容の見直しを

図りながら、引き続き中高年齢者の地域活動へ

の参加促進に向けた取組みを実施していく。 

  

 展示スペースが広く、高齢者向けの情報が一

つの場所で網羅できるような場所となってい

る。また、紙媒体や閲覧用 PC の設置だけでなく、

無料の WiFi 環境の提供により、より多くの人が

最新の情報にアクセスできるようにしている。 

継続実施。今後は情報の提供だけでなく、ステ

ーションの運営ボランティアが企画したイベ

ントの実施などにより、地域活動への参加の促

進を図る。 

  

これから活動したい方や活動初期の団体運営の

課題についての相談支援を行うことで、地域活

動への参画や活動団体の運営基盤安定化に寄与

することができた。 

引き続き、区内で活動する団体や個人に向け

て、相談支援を行っていく。砧ボランティアビ

ューローの 10 月開設にあたり、相談事業のＰ

Ｒチラシによる広報を実施する。 

  

せたがや女性防災コーディネーター養成研修と

連動させて啓発展示を実施することにより、防

災・災害分野への男女共同参画の視点の重要性

を周知することができた。 

せたがや女性防災コーディネーター養成研修

と連動して地域への公開講座を実施し、効率

的・効果的な啓発を進める。 

再掲 

(課題 6 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

157 
総合型地域スポー

ツ・文化クラブの

支援 

生涯学習・地域

学校連携課 

スポーツ振興財

団 

子どもから高齢者まで様々な世代

の区民がスポーツや文化活動に参

加するクラブに対して物品貸付を

行った。また学校や地域にクラブ

の目的や活動を周知した。 

8 箇所 8 箇所 

158 
区民農園・体験農

園 
都市農業課 

区民農園：区内各地域において、

広く区民に土に親しむ機会を提供

した。 

 

体験農園：農家が主導する、地域

に根差した農業体験を通じ、地域

コミュニティの形成を推進した。 

区民農園：21 園、

990 区画 

 

体験農園：5 園、

121 区画、117 名利

用 

区民農園：20 園、

833 区画 

 

体験農園：6 園、

136 区画 

 

159 
区民講師による出

前講座の実施 
消費生活課 

消費生活に関する出前講座を、学

校やＰＴＡ，地域の学習会、通所

介護施設等に、区民講師を派遣し、

実施した。 

 

さらに、区民講師の育成を目的と

した講座を開設した。 

・ステップアップ講座 

 

 

・フォローアップ研修(区民講師登

録者対象) 

・40 回実施、 

 受講者数 

 1,048 人、 

 派遣講師数 

 延 133 人 

 

 

・19 名参加、 

 修了 12 名 

(全 20 回) 

・全 3 回 

 延参加者 89 名 

・50 回実施 

 受講者数 

 1,234 人 

 派遣講師数 

 延 155 人 

 

 

・21 名参加、 

修了 16 名 

(全 20 回) 

・全 3 回 

 延参加者 49 名 

160 
地域支えあい活動

の支援 

世田谷区社会福

祉協議会 

(生活福祉課) 

活動の担い手不足への対応として

地区サポーター等新たな人材の活

動へのマッチングを行った。また、

公共施設等だけでなく、民間スペ

ースの開拓など、活動場所の確保

に努めた。 

登録グループ数 

736 団体 

登録グループ数 

743 団体 

(内訳) 

ふれあいいきいき

サロン    578 

支えあいミニデイ 

70 

子育てサロン 95 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

クラブに対する物品貸付を行うことによって、

様々な世代が参加するクラブ活動が円滑に活動

できるような支援を行えた。学校や地域にクラ

ブの目的や活動を周知することにより、学校と

の円滑な連携、地域へのクラブの目的や活動の

理解促進を図ることができた。 

既存のクラブへの物品貸付の継続実施を行う。

また学校を拠点とした新規クラブの新設に取

り組み、地域コミュニティづくりを図ってい

く。 

  

区民農園：区民の応募数も依然多く、農業に興

味・関心を持ってもらう機会を提供できている。 

 

体験農園：親子・家族での利用など、さまざま

な区民に年間を通じた農業体験をしてもらうこ

とで、利用者間のネットワーク構築にも寄与し

ている。 

区民農園：継続実施。ニーズの高さから多くの

待機者を抱えているため、新たな農園開設へ向

けた働きかけを行っていく。 

体験農園：継続実施。農園主の高齢化もあり、

年間を通じて農作業指導を行うサポート体制

の検討。新規開設への働きかけ。 

  

消費生活に関する出前講座を、多様な実施主体

に対し行うことができた。また、区民講師の登

録者は、昨年度に引き続き女性が７割を越えて

おり、地域における積極的な活動の支援を実現

できている。 

継続して、「出前講座」の実施、および区民講

師育成のための各講座を実施し、引き続き内容

の充実を図っていく。 

  

新規登録グループの増加に努めたとともに、参

加者の高齢化なども進み、サロン活動の廃止も

多かった。この点、今後は集い型のみならず、

多様な支えあい活動の検討と社協としての新た

な支援策の構築が急務である。 

地域資源開発事業による第２層協議体などを

活用し、地区の実情に応じた新たな活動形態や

場・人材の確保に引き続き取り組んでいく。 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

161 
住民主体・住民参

画による介護予防 

介護予防・地域

支援課 

住民参加による高齢者の生活支援

やグループの交流会や講習会、講

演会等により、住民主体による通

いの場づくり等の住民の地域活動

への参画支援を行った。また、主

体的な地域活動の機会となるよう

介護予防事業のプログラム見直し

を行った。 

    

162 
子育てサポーター

の人材発掘と参画

の場の提供 

児童課 

講座等により、地区・地域での子

育て支援者(サポーター)の人材発

掘及び育成に取り組んだ。 

サポーター 

72 名 

サポーター 

85 名 

163 
子育て支援者養成

研修 
児童相談支援課 

・児童虐待予防基礎講座 

・講師派遣 

・出前型研修 

・3 回 

・9 回 

・9 回 

・3 回 

・20 回 

・2 回 

 
施策③ 地域活動における女性リーダーの育成支援     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

164 
町会・自治会長の

女性割合状況調査

の実施 

人権・男女共同

参画担当課 

地域活動における女性リーダーの

参画状況について実態を把握し、

課題解決に取り組む。 

11.8％ 13.3％ 

165 
防災、地域活動関

連講座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

災害時のトイレに関する啓発展示

の実施(せたがや女性防災コーデ

ィネーター養成研修と連動した展

示) 

34 人(研修講座参

加者へ展示紹介) 
  

166 
防災士資格取得助

成事業の実施(女

性枠の拡充) 

災害対策課 

・避難所運営本部組織の強化のた

め、組織における人材育成の一環

として防災士資格の取得をした区

民に対し、受講料を助成。 

・平成 28 年度(2016 年度)からは、

避難所運営に女性の視点を取り入

れるため、助成対象に女性枠を設

け、女性リーダーの育成を実施。 

助成対象者 11 名 

(うち女性 6 名) 

助成対象者 11 名 

(うち女性 6 名) 

167 
避難所運営組織に

おける女性リーダ

ー育成研修の実施 

災害対策課 

平成 30 年度から令和元年度にか

けて、区内在住・在勤の女性を対

象とした「せたがや女性防災コー

ディネーター養成研修」を実施し

た。 

研修受講者：39 名 

せたがや女性防災

コーディネーター 

養成者数：38 名 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

講演会等を通し、社会参加の必要性、参加でき

る社会資源等情報提供により、住民主体の活動

参加促進につながった。介護予防事業のプログ

ラム改善の結果、新たな住民主体の自主グルー

プの立ち上げにつながった。 

元気高齢者施策との連携を図り、引き続き、総

合事業の多様なサービスの充実及び、社会参加

による介護予防について普及啓発を実施し、高

齢者の地域活動への参画を推進していく。 

  

講座等を通し新規の人材を発掘するとともに、

子育てひろば活動や講座での運営補助活動を通

じて、子育て支援者(サポーター)と参加者の交

流を促進した。 

継続実施 
再掲 

(課題 5 施策③) 

関係機関を対象とした基礎講座のほか、講師の

派遣、出前型研修を実施し、児童虐待に関する

理解と知識を深めることができた。 

継続実施。虐待予防基礎講座については、基礎

知識に加えて、現場等が必要な知識を考慮した

研修内容としていく。 

  

 

   

令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

町会・自治会長の女性の割合は徐々に増加して

いる。 

継続して町会・自治会長の女性割合状況調査を

実施し、状況に合わせて、地域活動における女

性リーダーの参画に取り組む。 

  

せたがや女性防災コーディネーター養成研修と

連動させて啓発展示を実施することにより、防

災・災害分野への男女共同参画の視点の重要性

を周知することができた。 

せたがや女性防災コーディネーター養成研修

と連動して地域への公開講座を実施し、効率

的・効果的な啓発を進める。 

再掲 

(課題 6 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

令和元年度は助成対象者の半数近くが女性とい

うことで、女性視点の避難所運営に必要な女性

リーダーの育成をすることができた。 

今後も、引き続き女性枠を設けて、更なる女性

リーダーの育成に努めていく。 
  

町会・自治会だけでなく、青少年委員や消防団

をはじめ、地域での活動に積極的な区民に受講

していただくとともに、当初の予定人数を上回

る女性リーダーを養成することができた。 

養成した女性リーダーと連携の上、避難所運営

組織等において、多様性に配慮した女性の視点

からの防災対策の推進を目的とした研修を実

施していく。 
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
  

課題６ 防災・地域活動等への参画促進 
  

施策④ 男性の地域活動への参画支援       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

168 企画講座の開催 
各総合支所地域

振興課 

社会的な問題や日頃の関心事など

を学習することを目的に、企画員

を公募し、企画員が企画・運営な

どを行う区民企画方式と、職員が

企画などを行う職員企画方式で事

業を展開。区民企画は年１本、職

員企画は年３本程度実施。 

・各支所区民企画

講座 

年 1 本程度 

・職員による講座 

年 3 本程度 

・各支所区民企画

講座 

年 1 本程度 

・職員による講座 

年 3 本程度 

169 生涯学習セミナー 
各総合支所地域

振興課 

55 歳以上の区民を対象に、「生き

がいを求めて、ともに学び、新し

い友だちをつくる」ことを目的と

して、健康や地域を知るための講

座、施設見学など、13～16 回程度

のプログラムを組み実施。修了後

も、受講者で自主的なサークルを

つくり、学習活動の継続を目指す。 

各支所 

全 13～16 回 

各支所 

全 13～16 回 

170 
生涯現役ネットワ

ークへの支援 

市民活動・生涯

現役推進課 

１ シニアの社会参加促進事業

「せたがやシニア現役プロジェク

ト」 

①：講座年 1 回 

②：講座年 1 回 

③：講座全 4 日 

④：町会 HP 作成・運用支援 

⑤：講座 

 

⑥：ポータルサイト 

 

２ 地域活動団体 PR イベント「大

人の学園祭」 

 

 

 

・延 148 名参加 

・延 41 名参加 

・延 92 名参加 

・4 町会 

・3 日×4 団体、 

 延 103 名参加 

・アプリ化実施 

 

・延 300 名参加 

 (年 1 回) 

 

 

 

・延 118 名参加 

・延 54 名参加 

・延 37 名参加 

・3 町会 

・2 日×3 団体、 

 延 63 名参加 

・WEB 版、アプリ

版の運営 

・延 300 名参加 

 (年 1 回) 

171 
防災、地域活動関

連講座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

災害時のトイレに関する啓発展示

の実施(せたがや女性防災コーデ

ィネーター養成研修と連動した展

示) 

34 人(研修講座参

加者へ展示紹介) 
  

172 

男性のためのワー

ク・ライフ・バラ

ンス推進講座等の

開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・シネマサロン 

・パパ・バギーの日 

 

・参加型トークイベント 

・－ 

・延 80 人 

(年 3 回) 

・25 名(年 1 回) 

・31 名(年 1 回) 

・－ 

 

・－ 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区民の目線で講座を企画する機会を通して、学

びの場をつくり出すきっかけや地域での仲間づ

くりを行った。 

また講師に地域で活躍する方を迎え、地域活動

団体の紹介等を行うことで地域活動への理解を

深めた。 

継続実施。 
再掲 

(課題 6 施策②) 

生涯学習セミナーを通し、地域の歴史や自然に

触れることで地元地域への関心を高めた。 

また、修了後の自主サークル活動の促進により、

仲間との学びの場を継続していくことで、地域

活動への参加意欲に繋げていく。 

令和２年度はコロナウイルス感染症拡大防止

のため中止。 

以降は継続実施。 

再掲 

(課題 6 施策②) 

各種講座や PR イベントの開催を通じて、中高年

齢者の地域活動の参加促進を図ることができ

た。また、４年間継続実施してきたため、効果

的な講座日数や内容等のノウハウを得る事がで

きた。 

４年間の実績を踏まえて事業内容の見直しを

図りながら、引き続き中高年齢者の地域活動へ

の参加促進に向けた取組みを実施していく。 

再掲 

(課題 6 施策②) 

せたがや女性防災コーディネーター養成研修と

連動させて啓発展示を実施することにより、防

災・災害分野への男女共同参画の視点の重要性

を周知することができた。 

せたがや女性防災コーディネーター養成研修

と連動して地域への公開講座を実施し、効率

的・効果的な啓発を進める。 

再掲 

(課題 6 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

父親には、WLB の意義と、育児への参画促進。

母親には、育児の負担軽減を図る取組みを実施

することにより、固定的な性別役割分担意識の

解消に寄与した。 

らぷらすでは、男性の積極的育児参加の促進を

目指して、10 年以上にわたり、パパ・バギーの

日、父と子のコミュニケーション講座、父と子

のクッキング講座、家族で楽しめるシネマサロ

ン等を実施してきた。その結果、区内の児童

館・子育て支援施設等で父親向けの講座が開催

されるようになったことを機に、らぷらすでの

父親向け育児支援講座を終了する。 

再掲 

(課題 1 施策②) 

※男女共同参画

センター事業 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

173 
区民農園・体験農

園 
都市農業課 

区民農園：区内各地域において、

広く区民に土に親しむ機会を提供

した。 

 

体験農園：農家が主導する、地域

に根差した農業体験を通じ、地域

コミュニティの形成を推進した。 

区民農園：21 園、

990 区画 

 

 

体験農園：5 園、

121 区画、117 名利

用 

区民農園：20 園、

833 区画 

 

 

体験農園：6 園、

136 区画 

 

174 
地域福祉アカデミ

ー 

世田谷区社会福

祉協議会 

(生活福祉課) 

30 年度より事業改廃 受講者 112 名   

175 
子育て支援者養成

研修 
児童相談支援課 

・児童虐待予防基礎講座 

・講師派遣 

・出前型研修 

・3 回 

・9 回 

・9 回 

・3 回 

・20 回 

・2 回 

176 
「男性のための健

康教室」の実施 

世田谷保健所健

康企画課 

(各総合支所保

健福祉センター

健康づくり課) 

(世田谷区保健

センター) 

・等々力児童館・上北沢児童館の

２館と共催で壮年期世代対象講

座の開催。 

・男性向け健康増進指導(講座･教

室)の開催。 

・児童館共催事業 

6 回開催 

(各館とも 

 全 2 回講座) 

延 50 人参加 

・男性向けヨーガ

教室及びスクワ

ット体験教室 

延 15 回、 

延 63 人参加 

・児童館共催事業 

4 回開催 

(各館とも 

 全 2 回講座) 

延 28 人参加 

・男性向けヨーガ

教室及びファイ

ティング教室 

延 24 回、 

延 421 人参加 

177 

区立小・中学校の

ＰＴＡや「おやじ

の会」活動の活性

化・参画促進 

生涯学習・地域

学校連携課 

・おやじの会情報交換会を「オー

ル世田谷おやじの会」との共催

で実施 

・世田谷区小学校 PTA スポーツ大

会の開催 

・57 人参加 

(年 2 回) 

 

・全 41 チーム、 

 約 900 人参加 

・－ 

 

 

・全 41 チーム、 

 約 900 人参加 

178 

「おやじの会」等

が企画・運営し、

親と子どもを参加

対象にしたイベン

トの開催 

生涯学習・地域

学校連携課 

おやじと子どもフェスタを「オー

ル世田谷おやじの会」との共催で

実施 

約 3,500 人参加 約 3,500 人参加 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区民農園：区民の応募数も依然多く、農業に興

味・関心を持ってもらう機会を提供できている。 

 

体験農園：親子・家族での利用など、さまざま

な区民に年間を通じた農業体験をしてもらうこ

とで、利用者間のネットワーク構築にも寄与し

ている。 

区民農園：継続実施。ニーズの高さから多くの

待機者を抱えているため、新たな農園開設へ向

けた働きかけを行っていく。 

体験農園：継続実施。農園主の高齢化もあり、

年間を通じて農作業指導を行うサポート体制

の検討。新規開設への働きかけ。 

再掲 

(課題 6 施策②) 

      

関係機関を対象とした基礎講座のほか、講師の

派遣、出前型研修を実施し、児童虐待に関する

理解と知識を深めることができた。 

継続実施。虐待予防基礎講座については、基礎

知識に加えて、現場等が必要な知識を考慮した

研修内容としていく。 

再掲 

(課題 6 施策②) 

・児童館と連携することで壮年期世代の参加を

促した。 

・通常の講座では女性の参加率が高いため、男

性が気兼ねなく参加できる講座を開催し、参加

を促した。 

・男性向けの講座を継続的に開催していく。   

・ＰＴＡスポーツ大会については、多数の学校

のＰＴＡ男性会員が参加し、学校を越えたつな

がりを作ることができた。 

・継続実施。世田谷区小学校 PTA スポーツ大会

実行委員会と共催で事業を実施し、男性保護者

同士の親睦を深める機会を提供していく。 

  

子ども達がステージでの発表や手作り工作な

ど、様々な体験をすることができたと同時に、

イベントに参画するおやじの会も増え、おやじ

の会が相互に交流する機会にもなった。 

継続実施。今後もオール世田谷おやじの会と協

力し、子ども達が様々な体験ができる場、各校

おやじの会が参画し、相互の交流を深める機会

として発展できるように努める。 
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
  

課題６ 防災・地域活動等への参画促進 
  

施策⑤ 高齢者の社会参画の促進       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

179 
生涯現役ネットワ

ークへの支援 

市民活動・生涯

現役推進課 

１ シニアの社会参加促進事業

「せたがやシニア現役プロジェク

ト」 

①：講座年 1 回 

②：講座年 1 回 

③：講座全 4 日 

④：町会 HP 作成・運用支援 

⑤：講座 

 

⑥：ポータルサイト 

 

２ 地域活動団体 PR イベント「大

人の学園祭」 

 

 

 

・延 148 名参加 

・延 41 名参加 

・延 92 名参加 

・4 町会 

・3 日×4 団体、 

 延 103 名参加 

・アプリ化実施 

 

・延 300 名参加 

 (年 1 回) 

 

 

 

・延 118 名参加 

・延 54 名参加 

・延 37 名参加 

・3 町会 

・2 日×3 団体、 

 延 63 名参加 

・WEB 版、アプリ

版の運営 

・延 300 名参加 

 (年 1 回) 

180 ミニ面接会の開催 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

令和元年度はミニ面接会を 26 回

実施し、107 名の参加があった。 

36 名参加 

(年 9 回) 

107 名参加 

(年 26 回) 

181 
高齢者の就業相談

の実施 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

令和元年度のキャリアカウンセリ

ングは、2,219 件。うち高齢者の

相談は 540 件で前年度より大幅に

増加した。平成 30 年度に引き続き

応募書類の書き方や面接対策、キ

ャリアプランについての相談が多

かった。 

高齢者 356 名 

(全 2,105 件) 

高齢者 540 名 

(全 2,219 件) 

182 
住民主体・住民参

画による介護予防 

介護予防・地域

支援課 

住民参加による高齢者の生活支援

やグループの交流会や講習会、講

演会等により、住民主体による通

いの場づくり等の住民の地域活動

への参画支援を行った。また、主

体的な地域活動の機会となるよう

介護予防事業のプログラム見直し

を行った。 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

各種講座や PR イベントの開催を通じて、中高年

齢者の地域活動の参加促進を図ることができ

た。また、４年間継続実施してきたため、効果

的な講座日数や内容等のノウハウを得る事がで

きた。 

４年間の実績を踏まえて事業内容の見直しを

図りながら、引き続き中高年齢者の地域活動へ

の参加促進に向けた取組みを実施していく。 

再掲 

(課題 6 施策②) 

求職者にとっては、必ず企業担当者に会えるこ

とは有意義なことであり、ミスマッチを防ぐこ

とに繋がった。 

継続実施予定。ハローワークと連携を取り、求

職者と企業双方に有意義なものになるよう検

討していく。 

再掲 

(課題 3 施策①) 

確実な就労につなげるため、継続して相談を利

用するよう促した。 

継続実施。引き続き周知活動を実施する。より

多くの高齢者の利用を増やし、セカンドキャリ

アの実現に向けて寄り添った支援を行えるよ

う努める。 

  

講演会等を通し、社会参加の必要性、参加でき

る社会資源等情報提供により、住民主体の活動

参加促進につながった。介護予防事業のプログ

ラム改善の結果、新たな住民主体の自主グルー

プの立ち上げにつながった。 

元気高齢者施策との連携を図り、引き続き、総

合事業の多様なサービスの充実及び、社会参加

による介護予防について普及啓発を実施し、高

齢者の地域活動への参画を推進していく。 

再掲 

(課題 6 施策②) 
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基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 

基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 
  

課題７ 配偶者等からの暴力(ＤＶ)の防止 
  

施策① 暴力の未然防止と早期発見       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

183 
ＤＶ防止啓発物の

充実 

人権・男女共同

参画担当課 

ＤＶやデートＤＶの理解のための

情報提供及び、ＤＶ等の未然防

止・早期発見のため、啓発物を配

布した。 

・ＤＶ防止カード 

・ＤＶ防止ハンドブック 

・デートＤＶ小冊子 

・デートＤＶ防止啓発リーフレッ

ト 

 

 

 

 

・5,000 枚増刷 

・5,250 部増刷 

・15,300 枚増刷 

・配布 

 

 

 

 

 

・3,000 枚配布 

・5,250 部配布 

・7,800 部配布 

・2,500 部 

 作製・配布 

184 
デートＤＶ防止リ

ーフレットによる

若年層への啓発 

人権・男女共同

参画担当課 

主にデートＤＶ防止出前講座に

て、デートＤＶ防止啓発リーフレ

ットを配布し、啓発を行った。 

区内都立高校 4 校 

区立中学校 7 校 

私立中学校 2 校 

区内高校 2 校 

区内中学校 7 校 

※区内中学校は、

新型コロナウイル

ス感染症拡大防止

のため講座は中止

となったが、リー

フレットのみ配布

した。 

185 
ＤＶ等暴力防止・

被害者支援関連講

座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・離婚をめぐる法律・制度活用講

座 

・大学生のＤＶ防止ファシリテー

ター養成講座 

・上映会＆トーク「女を修理する

男」(平和資料館×男女共同参画セ

ンターらぷらす連動企画) 

・延 41 人(年 2 回) 

 

・延 20 人(全 6 回) 

 

・－ 

 

 

・延 37 人(年 2 回) 

 

・4 人 

 

・33 人 

 

 

186 

区内中学・高校等

との連携・協働に

よるデートＤＶ防

止講座等学校出前

事業の拡充 

人権・男女共同

参画担当課 

高校生を対象に、デートＤＶ防止

をテーマに、学校出前講座を実施

した。 

区立中学校は、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止のため、予定

していた 3 校すべてが中止となっ

た。 

10 校 

延 2,194 人 

2 校 

延 555 人 

187 
情報紙「らぷらす」

の発行 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

デートＤＶ防止啓発リーフレットを区内高校向

け出前授業(男女共同参画センター委託事業)で

配布したことで、若年層へのデートＤＶ防止に

向けて働きかけることができた。 

引き続き、デートＤＶ防止啓発リーフレットを

配布するとともに、ＤＶ防止カード、ＤＶ防止

ハンドブック、ＤＶ防止啓発小冊子について適

切に内容の見直しを行った上で増刷し、啓発に

努める。 

  

講座の実施(男女共同参画センター委託事業)と

あわせてリーフレットを配布することで、ＤＶ

を防止する意識づくりの啓発をより深めること

ができた。 

引き続き、デートＤＶ防止出前講座において、

デートＤＶ防止リーフレットを配布し、啓発に

努める 

  

各講座を実施により、ＤＶ被害者への支援、Ｄ

Ｖ未然防止のため若年層への働きかけを行うこ

とができた。令和元年度は、平和資料館を会場

にし、シネマの上映会を行い、参加者にらぷら

すの紹介と、パープルリボンツリーへの参加を

促した。 

継続して、「離婚をめぐる法律講座」を実施す

る。 

※男女共同参画

センター事業 

区立中学においては、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため中止となった。しかし、各学

校とは実施に向けての調整は進んでおり、教育

委員会及び区内中学校とは、学校出前講座を実

施することを目指し、人権尊重及び男女共同参

画の理解を深めることができた。 

継続して中学生・高校生を対象に、学校出前講

座を実施する。 

※男女共同参画

センター事業 

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

188 
“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

ｗ 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 

189 
男女共同参画関連

図書資料、ポスタ

ー等の収集・提供 

人権・男女共同

参画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

190 

パンフレット等の

発行(「子ども虐待

防止ハンドブッ

ク」、「初期対応

マニュアル」等) 

児童相談支援課 

・「子どもの虐待防止ハンドブッ

ク」や「初期対応マニュアル」を

活用した、関係機関への講師派遣 

・出前型研修の開催 

・9 回 

 

 

・9 回 

・20 回 

 

 

・2 回 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸し

出しや、様々な課題に対する展示を通して、男

女共同参画の理解促進を図ることができた。選

書により不要となった図書について、区民への

頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

関係者向けマニュアル、パンフレットの配付と、

マニュアルを活用した研修を実施し、気付きの

ポイントや初期対応の大切さの理解を深めるこ

とができた。 

継続実施。マニュアルやパンフレットのほか、

関係機関等にあわせた資料により研修内容を

充実させる。 
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基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 
  

課題７ 配偶者等からの暴力(ＤＶ)の防止 
  

施策② 相談体制の充実       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

191 家庭相談の実施 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

毎週月・水・金曜日の午後１～５

時(予約制) 
2,247 件 2,465 件 

192 女性相談の実施 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

女性が社会生活を営むうえでの問

題全般に応じる中で、ＤＶ相談に

も対応した。 

817 件 1,297 件 

193 
女性のための悩み

ごと、ＤＶ相談の

実施 

人権・男女共同

参画担当課 

・「ＤＶ電話相談」(ＤＶ被害者の

ほか、家族、知り合い等の周囲

の方々からの相談)と「女性のた

めの悩みごと相談」(生き方、家

庭や職場などにおける悩みごと

等に関する面接相談)を統合し、

「女性のための悩みごと・ＤＶ

相談」として、電話相談及び面

接相談を実施。 

・ＤＶ相談専用ダイヤル (配偶者

等暴力に関する相談を受ける専

用電話窓口) 

・ＤＶ電話相談 

409 件 

 

 

・女性のための悩

みごと相談 

382 件 

 

 

・59 件 

 

 

・女性のための悩

みごと・ＤＶ相

談 

785 件 

(内訳) 

・電話 674 件 

・面接 111 件 

 

 

・160 件 

 

 

194 
相談事業の充実と

総合案内機能の検

討 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度は、ＤＶ相談と女性の

悩みごと相談を統合し、女性のな

やみごとＤＶ電話・面接相談とし、

開設時間を拡大した。併せて、週

1 回受理会議、月 1 回専門家を招

いて SV を行い、相談員の質の向上

を目指した。全相談事業合同の拡

大カンファレンスでは、各相談事

業の相談員と担当課を含めて情報

共有を行った。また、次年度以降

の相談事業の内容・構成・時間帯

等について改編準備を行った。さ

らに、居場所事業を増やし、多く

の女性が参加できる場所づくりに

努めた。 

拡大カンファレン

ス 17人(年1回) 

拡大カンファレン

ス 17人(年1回) 

195 

ＤＶ相談カード及

びデートＤＶ相談

カードの区内施設

内トイレ及び医療

機関への設置 

人権・男女共同

参画担当課 

各総合支所、子ども子育て総合セ

ンター、男女共同参画センターら

ぷらす、保健センター、図書館、

子育てステーション、区内救急病

院にＤＶ相談カードを配布し、施

設内女子トイレに設置の依頼を行

った。 

(平成 31 年 3 月に作成したカード

を配布した) 

ＤＶ防止カード 

5,000 枚 
3,000 枚配布 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

家庭内の困りごとなどについて、調停申し立て

や、法律相談を受ける前の問題整理ができる機

会として家庭相談を案内し、相談に応じること

ができた。 

継続実施。家族関係が多様化していくなかで、

法律的な問題についての助言指導を実施する。 
  

女性相談の一環として、配偶者等からの暴力(Ｄ

Ｖ)に関する相談にも対応することができた。 

継続実施。女性が自らの意思に基づいて、個性

と能力を発揮し、多様な生き方を選択すること

ができるよう支援していく。 

  

悩みごと相談とＤＶ相談を統合し相談事業を実

施することで、様々な悩みごとに広く対応する

と同時に、ＤＶ被害者がより相談に繋がりやす

くなり、必要な人が必要な支援につながること

を支援できた。 

また、ＤＶ相談専用ダイヤルの運営により、区

民の相談機会を拡大することができた・ 

「女性のための悩みごと・ＤＶ相談」は引き続

き、電話相談及び面接相談を統合して実施す

る。令和 2 年度中にメールによる相談受付を開

始するとともに、今度、ＳＮＳによる相談対応

を検討する。 

※男女共同参画

センター事業含

む 

「相談」、「講座」、「情報収集・提供」が有

機的につながり、男女共同参画社会を目指すた

めに必要な環境を整えることができた。女性の

ための悩みごとＤＶ相談では、電話から面接と

いう、相談の基本ルートが各地るされ、相談の

質の充実を図ることができた。 

SNS を使った相談事業の検討を開始する。 

拡大カンファレンスを年間 2 回実施する。 

※男女共同参画

センター事業 

被害女性が加害者の目を気にすることのない女

子トイレにＤＶ相談カードを設置することで、

早期発見に向けた働きかけができた。 

今後はカードの配布方法の変更(相談者に手渡

すために使っていただくなど)も検討してい

く。 
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基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 
   

課題７ 配偶者等からの暴力(ＤＶ)の防止 
  

施策③ 被害者の安全確保と体制整備       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

196 

配偶者等暴力相談

の実施(被害者の

安全確保に向けた

周知や情報提供を

含む) 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

婦人相談員によるＤＶ相談を実

施。ＤＶ被害者とその子どもなど

の安全確保等の支援に、関係機関

と連携を図り取り組んだ。 

1,169 件 1,944 件 

197 

配偶者暴力相談支

援センターや民間

シェルター等への

緊急一時保護の実

施 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

ＤＶ被害者とその子どもなどの安

全確保のため、一時保護を実施。

婦人相談員が保護施設入所等、必

要な支援を行った。 

47 件 67 件 

198 
子ども家庭支援セ

ンターによる支援 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

相談者の意向を確認し自己決定に

基づき支援した。 

・ＤＶ相談件数 

・東京都女性相談センター等への

一時保護件数 

 

 

・1,169 件 

・47 件 

 

 

 

・1,944 件 

・67 件 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区内外の関係機関と連携し、ＤＶ被害者の安全

確保等、必要な支援を行うことができた。 

継続実施。ＤＶ被害者とその子どもなどの安全

確保等の支援のため、関係機関と連携を図り、

適切な支援を行う。 

  

区内外の関係機関と連携し、ＤＶ被害者の安全

確保等、必要な支援を行うことができた。 

継続実施。緊急の保護が必要なＤＶ被害者の相

談に応じ、関係機関と連携し、一時保護等を実

施し、適切な支援を行う。 

  

多様化する相談内容に対して、行政としてでき

る支援の説明をして、相談者に寄り添ったきめ

細やかな支援を実施した。 

継続実施。今後ますます多様化するであろう相

談内容に対して、丁寧に対応していく。 
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基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 
  

課題８ ＤＶ被害者支援の充実 
   

施策① 被害者支援の充実       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

199 

配偶者等暴力相談

の実施(被害者の

安全確保に向けた

周知や情報提供を

含む) 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

婦人相談員によるＤＶ相談を実

施。ＤＶ被害者とその子どもなど

の安全確保等の支援に、関係機関

と連携を図り取り組んだ。 

1,169 件 1,944 件 

200 

配偶者暴力相談支

援センターや民間

シェルター等への

緊急一時保護の実

施 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

ＤＶ被害者とその子どもなどの安

全確保のため、一時保護を実施。

婦人相談員が保護施設入所等、必

要な支援を行った。 

４７件 67 件 

201 
子ども家庭支援セ

ンターによる支援 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

 

相談者の意向を確認し自己決定に

基づき支援した。 

・ＤＶ相談件数 

・東京都女性相談センター等への

一時保護件数 

 

 

・1,169 件 

・47 件 

 

 

 

・1,944 件 

・67 件 

 

202 
女性のための悩み

ごと、ＤＶ相談の

実施 

人権・男女共同

参画担当課 

・「ＤＶ電話相談」(ＤＶ被害者の

ほか、家族、知り合い等の周囲

の方々からの相談)と「女性のた

めの悩みごと相談」(生き方、家

庭や職場などにおける悩みごと

等に関する面接相談)を統合し、

「女性のための悩みごと・ＤＶ

相談」として、電話相談及び面

接相談を実施。 

・ＤＶ相談専用ダイヤル (配偶者

等暴力に関する相談を受ける専

用電話窓口) 

・ＤＶ電話相談 

409 件 

 

 

・女性のための悩

みごと相談 

382 件 

 

 

・59 件 

 

 

・女性のための悩

みごと・ＤＶ相

談 

785 件 

(内訳) 

・電話 674 件 

・面接 111 件 

 

 

・160 件 

 

 

203 
相談事業の充実と

総合案内機能の検

討 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度は、ＤＶ相談と女性の

悩みごと相談を統合し、女性のな

やみごとＤＶ電話・面接相談とし、

開設時間を拡大した。併せて、週

1 回受理会議、月 1 回専門家を招

いて SV を行い、相談員の質の向上

を目指した。全相談事業合同の拡

大カンファレンスでは、各相談事

業の相談員と担当課を含めて情報

共有を行った。また、次年度以降

の相談事業の内容・構成・時間帯

等について改編準備を行った。さ

らに、居場所事業を増やし、多く

の女性が参加できる場所づくりに

努めた。 

拡大カンファレン

ス 17人(年1回) 

拡大カンファレン

ス 17人(年1回) 

204 
ＤＶ被害者への同

行支援の充実 

人権・男女共同

参画担当課 
利用実績なし 

1 件(1 人)計５回

(事前協議 1 回、同

行支援 4 回) 

利用実績なし 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区内外の関係機関と連携し、ＤＶ被害者の安全

確保等、必要な支援を行うことができた。 

継続実施。ＤＶ被害者とその子どもなどの安全

確保等の支援のため、関係機関と連携を図り、

適切な支援を行う。 

再掲 

(課題 7 施策③) 

区内外の関係機関と連携し、ＤＶ被害者の安全

確保等、必要な支援を行うことができた。 

継続実施。緊急の保護が必要なＤＶ被害者の相

談に応じ、関係機関と連携し、一時保護等を実

施し、適切な支援を行う。 

再掲 

(課題 7 施策③) 

多様化する相談内容に対して、行政としてでき

る支援の説明をして、相談者に寄り添ったきめ

細やかな支援を実施した。 

継続実施。今後ますます多様化するであろう相

談内容に対して、丁寧に対応していく。 

再掲 

(課題 7 施策③) 

悩みごと相談とＤＶ相談を統合し相談事業を実

施することで、様々な悩みごとに広く対応する

と同時に、ＤＶ被害者がより相談に繋がりやす

くなり、必要な人が必要な支援につながること

を支援できた。 

また、ＤＶ相談専用ダイヤルの運営により、区

民の相談機会を拡大することができた・ 

「女性のための悩みごと・ＤＶ相談」は引き続

き、電話相談及び面接相談を統合して実施す

る。令和 2 年度中にメールによる相談受付を開

始するとともに、今度、ＳＮＳによる相談対応

を検討する。 

再掲 

(課題 7 施策②) 

※男女共同参画

センター事業 

「相談」、「講座」、「情報収集・提供」が有

機的につながり、男女共同参画社会を目指すた

めに必要な環境を整えることができた。女性の

ための悩みごとＤＶ相談では、電話から面接と

いう、相談の基本ルートが各地るされ、相談の

質の充実を図ることができた。 

SNS を使った相談事業の検討を開始する。 

拡大カンファレンスを年間 2 回実施する。 

再掲 

(課題 7 施策②) 

※男女共同参画

センター事業 

制度の周知と利用の促進に向けて、子ども家庭

支援センターの担当者にむけた事務説明を行っ

たが、利用実績にはつながらなかった。 

継続して、ＤＶ被害者への同行支援の充実のた

め、事業委託を行う。また、引き継き、子ども

家庭支援センターの担当に利用を促す 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

205 

東京都の配偶者暴

力相談支援センタ

ーとの連携の在り

方と配偶者暴力相

談支援センター機

能の検討 

人権・男女共同

参画担当課 

配偶者暴力相談支援センターの機

能を区に整備した。 

・通報 

 

 

・保護命令申立に関する地方裁判

所への書類提出 

・相談事実証明書作成 

・婦人相談員事例検討会 

・ＤＶ相談支援専門員の雇用 

・ＤＶ相談専用ダイヤル対応数 

 

 

・2 件(通報者あて

に本人からの連

絡を勧奨) 

・0 件 

 

・5 件 

・7 回 

・年 36 日 

・59 件 

 

 

・0 件 

 

 

・0 件 

 

・41 件 

・9 回 

・月６日 

・160 件 

206 
ＤＶ等暴力防止・

被害者支援関連講

座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・離婚をめぐる法律・制度活用講

座 

・大学生のＤＶ防止ファシリテー

ター養成講座 

・上映会＆トーク「女を修理する

男」(平和資料館×男女共同参画セ

ンターらぷらす連動企画) 

・延 41 人(年 2 回) 

 

・延 20 人(全 6 回) 

 

・－ 

 

 

・延 37 人(年 2 回) 

 

・4 人 

 

・33 人 

 

 

 
施策② 被害者の中長期的支援(生活再建の支援)     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

207 

ＤＶ被害者保護の

ための生活面での

支援(生活保護や

子どもの安全な転

校支援) 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

相談者の意向を確認し自己決定に

基づき、関係各機関と連携し支援

した。 

1,169 件 1,944 件 

208 
子ども家庭支援セ

ンターによる子育

て支援 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

相談者の意向を確認し自己決定に

基づき、関係各機関と連携し支援

した。 

 

 

 

・1,169 件 

・47 件 

・ＤＶ相談件数；

1,944 件 

・東京都女性相談

センター等への一

時保護件数；67 件 

209 
暴力被害者に対す

る健康問題及び回

復に関する相談 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

保健師による電話、面接、訪問等

での相談を実施。関係機関と連携

した支援を行った。 

    

210 
ＤＶ等暴力防止・

被害者支援関連講

座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・離婚をめぐる法律・制度活用講

座 

・大学生のＤＶ防止ファシリテー

ター養成講座 

・上映会＆トーク「女を修理する

男」(平和資料館×男女共同参画セ

ンターらぷらす連動企画) 

・延 41 人(年 2 回) 

 

・延 20 人(全 6 回) 

 

・－ 

 

 

・延 37 人(年 2 回) 

 

・4 人 

 

・33 人 

 

 

211 
ＤＶ被害者に対す

る特例的な国民健

康保険証の交付 

国保・年金課 
医療保険の面から、被害者支援を

行った。 
    

212 
公営住宅への単身

入居機会の提供 
住宅管理課 

区営住宅募集において、ＤＶ被害

者を入居資格対象者としている。

(戸籍上の離婚を必要としない)。 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

庁内関係所管との連携を強化し、福祉の相談支

援と人権施策としてのＤＶ被害者支援の統括的

な運用により、配偶者等暴力被害者支援に取組

むことができた。 

庁内関係所管と連携して配偶者等暴力被害者

支援に取組むとともに、子ども家庭支援センタ

ーにおけるＤＶ被害者への相談対応や支援実

務の実施に際した支援を継続する。 

  

各講座を実施により、ＤＶ被害者への支援、Ｄ

Ｖ未然防止のため若年層への働きかけを行うこ

とができた。令和元年度は、平和資料館を会場

にし、シネマの上映会を行い、参加者にらぷら

すの紹介と、パープルリボンツリーへの参加を

促した。 

継続して、「離婚をめぐる法律講座」を実施す

る。 

再掲 

(課題 7 施策②) 

※男女共同参画

センター事業 

 

   

令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

多様化する相談内容に対して、行政としてでき

る支援の説明を行い、相談者に寄り添ったきめ

細やかな支援を実施した。 

継続実施。今後ますます多様化するであろう相

談内容に対して、丁寧に対応していく。 
  

多様化する相談内容に対して、行政としてでき

る支援の説明を行い、相談者に寄り添ったきめ

細やかな支援を実施した。 

継続実施。今後ますます多様化するであろう相

談内容に対して、丁寧に対応していく。 
  

ＤＶ被害者の支援は、状況に応じた必要な支援

を、関係機関と連携しながら進める必要がある。 
継続実施予定   

各講座を実施により、ＤＶ被害者への支援、Ｄ

Ｖ未然防止のため若年層への働きかけを行うこ

とができた。令和元年度は、平和資料館を会場

にし、シネマの上映会を行い、参加者にらぷら

すの紹介と、パープルリボンツリーへの参加を

促した。 

継続して、「離婚をめぐる法律講座」を実施す

る。 

再掲 

(課題 7 施策②) 

※男女共同参画

センター事業 

各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援セ

ンターと連携し、被害者支援の充実を図ること

ができた。 

被害者に関する個人情報等に細心の注意を払

いながら、継続して実施する。 
  

相談及び申込みに適正に対応する。 

今後の募集においても引続き、本制度を継続す

るとともに、じゅうフォメーション等を活用

し、区民への周知を図る。 
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基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 
  

課題８ ＤＶ被害者支援の充実 
   

施策③ 被害者の子どもへの支援       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

213 

子どもの人権擁護

機関「せたがやホ

ッと」相談・救済

事業 

子ども家庭課 
相談内容に応じて、関係機関との

連携により対応 
340 件 272 件 

214 
子どもの就学、転

校の配慮 
学務課 

子ども家庭支援センター・児童相

談所や、学校・他自治体等と連携

しながら、ＤＶ被害者の子どもの

就学機会の確保に向けて、相談・

受付業務を随時実施した。 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

広報や啓発活動を通じて、「せたホッと」に対

する認知が広まりつつある。また、必要に応じ

て関係機関と連携を図りながら、対応を行うこ

とができた。 

引き続き、広報・啓発活動に努め、「せたホッ

と」の認知度の向上を図っていくとともに、相

談内容に応じて関係機関との連携により対応

を行っていく。 

 

各関係機関と密接に連携し、通常であれば保護

者や学校間でやりとりする転学関係書類を教育

委員会経由とする等、児童・生徒の状況に応じ

た配慮を行い、円滑に就学・転校の手続きを行

うことができた。 

引き続き、各関係機関と密接に連携し、慎重な

対応を継続していく  
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基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 
   

課題８ ＤＶ被害者支援の充実 
   

施策④ 支援体制の充実と関係機関との連携強化     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

215 
住民票等の交付拒

否による保護と支

援措置 

住民記録・戸籍

課 

(各総合支所地

域振興課) 

・ＤＶ・ストーカー等の加害者が

被害者の住所を探索する目的で住

民票の写し等の交付等の請求があ

った場合、不当な目的があるとし

て拒否をした。 

(参考)令和元年 12 月 1 日現在 

支援措置対象者数：1,076 人 

※除票者を除く 

 

・ガイドラインに基づき、支援措

置情報の提供を必要とする所管課

より情報提供の１件請求があり、

１件情報提供をした。 

 

 

 

 

 

 

・４件 

 

 

 

 

 

 

・１件 

216 
ＤＶ被害者への同

行支援の充実 

人権・男女共同

参画担当課 
利用実績なし 

1 件(1 人)計５回

(事前協議 1 回、同

行支援 4 回) 

利用実績なし 

217 
区職員向けＤＶ被

害者対応の手引き

配付 

人権・男女共同

参画担当課 

平成３１年３月に改訂・発行した

「ＤＶ被害者対応職員ハンドブッ

ク」を、関係窓口所管を中心とし

た全庁に配布した。 

庁内イントラネットにも掲載を行

うことで、直接的な関係が薄く配

布部数が少ない課においても確認

ができるようにした。 

「ＤＶ被害者対応

職員ハンドブッ

ク」  約 900 冊 

(平成 31 年 3 月発

行) 

「ＤＶ被害者対応

職員ハンドブッ

ク」  約 900 冊 

(平成 31 年 3 月発

行) 

218 
区職員へのＤＶ防

止研修の実施 

人権・男女共同

参画担当課 

(研修担当課) 

ＤＶ防止研修(研修担当課との共

催研修)を実施。 

参加人数 42 人 

(年 1 回) 

講師：池田ひかり

(明治学院大学ハ

ラスメント相談支

援センター専門相

談員) 

参加人数 40 人 

(年 1 回) 

講師：池田ひかり

(明治学院大学ハ

ラスメント相談支

援センター専門相

談員) 

219 
ＤＶ被害者支援団

体連絡会の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・ＤＶ被害者の支援に携わる民間

団体、区職員、関係機関による連

携会議 

 

・連携会議とあわせてＤＶ被害者

支援者研修を開催 

 

・年 2 回実施 

 

 

 

・20 人 

(第 2 回連絡会と

同時開催) 

・年 1 回実施 

(第 2 回は悪天

候の予報につ

き中止) 

・23 人 

(第 2 回連絡会

と同時開催) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

ＤＶ・ストーカー等被害者への支援措置情報の

活用ガイドラインに基づき、庁内の支援措置情

報を必要とする所管課へ情報提供ができ、連携

が強化された。 

継続実施。   

制度の周知と利用の促進に向けて、子ども家庭

支援センターの担当者にむけた事務説明を行っ

たが、利用実績にはつながらなかった。 

継続して、ＤＶ被害者への同行支援の充実のた

め、事業委託を行う。また、引き継き、子ども

家庭支援センターの担当に利用を促す 

再掲 

(課題 8 施策①) 

「ＤＶ被害者対応職員ハンドブック」の全庁配

布及び庁内イントラネットへの掲載を行ったこ

とで、関係所管のみならず、区職員全体のＤＶ

被害者対応力の向上を図ることができた。 

児童相談所の開設にあたって、「ＤＶ被害者対

応職員ハンドブック」も適宜改定を行い、全庁

に配布を行う。 

  

ＤＶに関する基礎知識、ＤＶ被害の現状や防止

への取組み、ＤＶ被害者への対応について学び、

職員の資質向上を図ることができた。また、様々

な所管の職員が同時に学ぶことで、他所管での

対応状況に対する理解が深まったため、今後の

連携に期待ができる。 

令和２年度も継続して、全区職員を対象として

ＤＶ防止研修を実施する。 
  

ＤＶ被害者の支援に携わる民間団体、区職員、

関係機関による連携会議を実施、情報交換や意

見交換を行うことで連携を強化することができ

た。区内警察署については、代表 1 署から区内

全 4 書に参加案内を拡大送付し、また、区内母

子生活支援施設にも早津 

令和２年度も連携強化のため、継続して実施す

る。 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

220 
ＤＶ防止ネットワ

ーク会議の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

区及び関係団体、関係機関等が配

偶者からの暴力等の防止並びに被

害者の早期発見及び保護をめざ

し、並びにこれらの問題に対する

認識及び相互の連携を図る。  

年 2 回 年 2 回 

221 

区民・団体による

ＤＶ被害者支援及

び支援者養成活動

への支援 

人権・男女共同

参画担当課 

ＤＶ被害者支援団体連絡会におい

て、ＤＶ被害者支援スキルの更な

る向上のために研修会を実施 

・初任者(新任・横

転者向け) 

1 回 

・経験者向け 

1 回 

・初任者(新任・横

転者向け) 

1 回 

・経験者向け 

1 回 

222 

要保護児童支援協

議会、要保護児童

支援地域協議会の

開催 

児童相談支援課

(各総合支所保

健福祉センター

生活支援課) 

関係機関の代表者による全区協議

会と、各地域の関係機関による地

域協議会を開催し、早期発見を早

期支援につなぐための関係機関の

ネットワークの強化を図った。 

・全区 2 回・地域

14 回・テーマ別部

会 2 回・進行管理

会議 18 回 

・全区 2 回・地域

12 回・テーマ別部

会 2 回・進行管理

会議 17 回 

 
施策⑤ 高齢者、障害者の被害者への支援     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

223 
障害者虐待防止対

策 

障害施策推進課 

(各総合支所保

健福祉センター

保健福祉課) 

区民ふれあいフェスタ(障害者雇

用促進フォーラム)・自立支援協

議会等と連携し、情報コーナーを

設置するとともに、虐待防止ハン

ドブックの改訂を行い、当事者や

支援者・区民への理解促進を図っ

た。 

    

224 
高齢者虐待対策事

業 

高齢福祉課 

(各総合支所保

健福祉センター

保健福祉課) 

・被虐待者の入所措置として福祉

緊急対応、緊急一時宿泊を実施し

た。 

  特別養護老人ホーム入所 

  短期入所生活介護利用 

  緊急一時宿泊利用 

・高齢者虐待対応担当者会 

・高齢者虐待対策地域連絡会 

・高齢者虐待対応研修 

 

 

 

 

・24 件 

・16 件 

・1 名 6 日 

・年 2 回 

・年 1 回 

・年 3 回 

(161 名参加) 

 

 

 

・23 件 

・5 件 

・1 名 2 日 

・年 2 回 

・年 1 回 

・年 3 回 

(154 名参加) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区及び関係団体、関係機関等による会議を実施、

区の取組み状況の報告や事業の紹介等を行うこ

とで、問題に対する認識を深めてもらうととも

に、相互の連携を図ることができた。 

令和 2 年度も問題認識や連携強化のため、継続

して実施する。 
  

初任者向けの研修を新たに実施した。ＤＶ被害

者支援団体連絡会構成メンバーを中心に、それ

以外の区関係所管にも参加を呼びかけ実施する

ことで、ＤＶ被害者支援対応力の強化と連携の

促進を図ることができた。 

令和 2 年度、初任者向け研修は、新型コロナウ

イルスの影響による事業見直しのため、中止。

経験者向け研修は、継続して区関係所管に広く

参加を呼びかけて実施する。 

  

全区協議会では、グループ討議「これからの要

保護児童支援協議会について」と「子どもの生

活実態調査」から見る世田谷区の子どもの現状

～ＤＶ・虐待への影響～」をテーマに、代表者

の理解の促進を図ることができた。地域協議会

では関係機関の実務担当者がグループワーク等

を行うことで、顔の見える関係を作ることがで

きた。 

引き続き、全区協議会と地域協議会を開催し

て、ネットワークの強化を図る。 
  

 

   

令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

自立支援協議会等との連携を行い、地域課題や

事例、発信すべき事柄の共有を図ることができ

た。また、各イベントにおいて、情報コーナー

の設置や虐待防止ハンドブックの配布による周

知活動を行い、障害者の虐待に対する理解をよ

り促進することができた。 

関係機関との連携をより強化しつつ、区民への

周知活動を継続して実施するとともに、支援者

向けに障害者の虐待防止をテーマにした研修

を行い、理解促進が進むように、体制強化に努

める。 

  

・各施設へ入所措置を行い被虐待者の保護を行

うことができた。 

・担当者会、連絡会で前年度の取組みへの各委

員、学識経験者等の意見、今年度の計画の共有

ができた。 

・研修を実施し高齢者虐待に対する知識を深め

ることができた。 

引き続き、被虐待者の施設への入所措置を行

う。高齢者虐待対策地域連絡会や高齢者虐待対

策検討担当者会を実施、同様に研修も開催し、

地域や地区ごとに更なる啓発活動を進めてい

く予定である。 
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基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 
  

課題８ ＤＶ被害者支援の充実 
   

施策⑥ 男性、性的マイノリティの被害者への支援     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

225 家庭相談の実施 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

毎週月・水・金曜日の午後１～５

時(予約制) 
2,247 件 2,465 件 

226 ＤＶ相談の実施 
人権・男女共同

参画担当課 

・「ＤＶ電話相談」(ＤＶ被害者の

ほか、家族、知り合い等の周囲

の方々からの相談)と「女性のた

めの悩みごと相談」(生き方、家

庭や職場などにおける悩みごと

等に関する面接相談)を統合し、

「女性のための悩みごと・ＤＶ

相談」として、電話相談及び面

接相談を実施。 

・ＤＶ相談専用ダイヤル (配偶者

等暴力に関する相談を受ける専

用電話窓口) 

・ＤＶ電話相談 

409 件 

 

 

・女性のための悩

みごと相談 

382 件 

 

 

・59 件 

 

 

・女性のための悩

みごと・ＤＶ相

談 

785 件 

(内訳) 

・電話 674 件 

・面接 111 件 

 

 

・160 件 

 

 

227 
性的マイノリティ

の相談、居場所事

業の実施 

人権・男女共同

参画担当課 

・セクシュアル・マイノリティの

ための世田谷にじいろひろば電

話相談 

・セクシュアル・マイノリティの

ための世田谷にじいろひろば交

流スペース 

 

 

 

・92 件(年 47 回) 

 

 

・65 人(年 12 回) 

 

 

 

 

 

・131 件(年 47 回) 

 

 

・34 人(年 9 回) 

※新型コロナ

ウイルス感染

症の拡大防止

に伴い、2 月、3

月は中止 

228 
ＤＶ被害者への同

行支援の充実 

人権・男女共同

参画担当課 
利用実績なし 

1 件(1 人)計５回

(事前協議 1 回、同

行支援 4 回) 

利用実績なし 

229 
ＤＶ被害者支援団

体との連携 

人権・男女共同

参画担当課 

・ＤＶ防止ネットワーク会議 

・ＤＶ被害者支援団体連絡会 

・年 2 回 

・年 2 回 

・年 2 回 

・年 2 回 

230 
広報紙・ホームペ

ージでの啓発 

人権・男女共同

参画担当課 

区政 PR コーナーや区ホームペー

ジにおいて周知・啓発を行った。 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

家庭内の困りごとなどについて、調停申し立て

や、法律相談を受ける前の問題整理ができる機

会として家庭相談を案内し、相談に応じること

ができた。 

継続実施。家族関係が多様化していくなかで、

法律的な問題についての助言指導を実施する。 

再掲 

(課題 7 施策②) 

悩みごと相談とＤＶ相談を統合し相談事業を実

施することで、様々な悩みごとに広く対応する

と同時に、ＤＶ被害者がより相談に繋がりやす

くなり、必要な人が必要な支援につながること

を支援できた。 

また、ＤＶ相談専用ダイヤルの運営により、区

民の相談機会を拡大することができた・ 

「女性のための悩みごと・ＤＶ相談」は引き続

き、、電話相談及び面接相談を統合して実施す

る。令和 2 年度中にメールによる相談受付を開

始するとともに、今度、ＳＮＳによる相談対応

を検討する。 

再掲 

(課題 7 施策②) 

※男女共同参画

センター事業含

む 

潜在的で深刻化しやすい性的マイノリティのＤ

Ｖ被害者が相談しやすい環境を整備すること

で、支援をすることができた。 

継続して、性的マイノリティの相談、居場所事

業を実施する。 

※男女共同参画

センター事業 

制度の周知と利用の促進に向けて、子ども家庭

支援センターの担当者にむけた事務説明を行っ

たが、利用実績にはつながらなかった。 

継続して、ＤＶ被害者への同行支援の充実のた

め、事業委託を行う。また、引き継き、子ども

家庭支援センターの担当に利用を促す 

再掲 

(課題 8 施策①) 

それぞれの会議において、ＤＶ被害者支援団体

を始め、区関係所管、関係機関・団体に区の取

組み事業について報告する等情報共有を行った

ことで、連携強化を図ることができた。 

令和２年度も連携強化のため、継続して実施す

る。 
  

配偶者暴力相談支援センターの機能整備にあわ

せて発信を増加し、区民への周知に努めること

ができた。 

今後も機会に応じて周知・啓発を継続してい

く。 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

231 
情報紙「らぷらす」

の発行 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

232 
“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 

233 
男性が相談しやす

い相談事業の充実 

人権・男女共同

参画担当課 

平成 30 年度より、男性のための専

用相談を開設した。 
2 件(年 7 回) 

15 件(年 11 回) 

※台風による休館

のため 10 月は

中止 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

相談の機会が少ない男性に向けて事業を実施

し、男女共同参画の実現に向けた環境を整備す

ることができた。 

ポスター・ＰＲカードの作成、掲示、配布等に

より広報活動に注力し、件数を伸すよう努め

る。 

男性の相談を受ける機会を増やすため、回数を

毎月 1 回に増やし、実施する。 

※男女共同参画

センター事業 
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基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 
  

課題９ 暴力を容認しない意識づくり 
  

施策① 人権尊重と暴力防止の意識づくり     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

234 
情報紙「らぷらす」

の発行 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

235 
広報紙・ホームペ

ージでの啓発 

人権・男女共同

参画担当課 

区政 PR コーナーや区ホームペー

ジにおいて周知・啓発を行った。 
    

236 
“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 

237 
男女共同参画関連

図書資料、ポスタ

ー等の収集・提供 

人権・男女共同

参画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

238 
職員に対する人権

研修の実施 

人権・男女共同

参画担当課 

区職員(管理職)に対し、犯罪被害

者支援に関する人権問題講演会を

実施 

40 人参加 38 人参加 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

配偶者暴力相談支援センターの機能整備にあわ

せて発信を増加し、区民への周知に努めること

ができた。 

今後も機会に応じて周知・啓発を継続してい

く。 

再掲 

(課題 8 施策⑥) 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸し

出しや、様々な課題に対する展示を通して、男

女共同参画の理解促進を図ることができた。選

書により不要となった図書について、区民への

頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

職員としての人権課題の認識を深めることがで

きた。 

年度ごとに内容を検討しながら、継続して実施

する。 
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基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 
  

課題９ 暴力を容認しない意識づくり 
  

施策② 学校における人権教育の推進       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

239 

区内中学・高校等

との連携・協働に

よるデートＤＶ防

止講座等学校出前

事業の拡充 

人権・男女共同

参画担当課 

高校生を対象に、デートＤＶ防止

をテーマに、学校出前講座を実施

した。 

区立中学校は、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止のため、予定

していた 3 校すべてが中止となっ

た。 

10 校 

延 2,194 人 

2 校 

延 555 人 

240 

区内中学３年生を

対象としたデート

ＤＶ防止啓発小冊

子の配布 

人権・男女共同

参画担当課 

区内中学 3 年生すべてに配布し、

デートＤＶ防止の啓発を実施 

区内国公私立中学

校 46 校、 

約 6,100 部配布 

区内国公私立中学

校 46 校、 

約 7,800 部配布 

241 
男女平等教育等の

人権教育の推進 
教育指導課 

各教科等の年間指導計画において

計画的に実施 
    

242 

区立学校教職員を

対象とした人権教

育推進にかかわる

研修の実施 

教育指導課 

性の役割や性同一性障害者、性的

指向等の内容について、基礎的な

理解だけでなく、学校現場におけ

る具体的な対応や児童・生徒への

理解について、教員研修で啓発 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区立中学においては、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため中止となった。しかし、各学

校とは実施に向けての調整は進んでおり、教育

委員会及び区内中学校とは、学校出前講座を実

施することを目指し、人権尊重及び男女共同参

画の理解を深めることができた。 

継続して中学生・高校生を対象に、学校出前講

座を実施する。 

再掲 

(課題 7 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

区内中学 3 年生全員を対象に、中学生でも理解

がしやすい漫画を主としたデートＤＶ啓発小冊

子を配布することで、意識啓発を図ることがで

きた。 

令和 2年度も若年層への意識啓発を目的として

区内中学 3 年生を対象に配布を行う。 
  

性の役割の差別的な解消の理解を深めることが

できた。 
引き続き継続的に実施する。 

再掲 

(課題 1 施策③) 

研修参加者の感想より、理解の深まりと各学校

での対応の見直し等を図ることができた。 

引き続き同様の研修を実施する。特に、夏季研

修において、小学校の実践事例を紹介していた

だくなど、より具体的な取組をイメージできる

ようにしていく。 

再掲 

(課題 1 施策③) 
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基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 
  

課題９ 暴力を容認しない意識づくり 
  

施策③ 性暴力・ストーカー行為等暴力防止の意識づくり     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

243 
情報紙「らぷらす」

の発行 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

244 
広報紙・ホームペ

ージでの啓発 

人権・男女共同

参画担当課 

区政 PR コーナーや区ホームペー

ジにおいて周知・啓発を行った。 
    

245 
“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 

246 
男女共同参画関連

図書資料、ポスタ

ー等の収集・提供 

人権・男女共同

参画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

247 
ＤＶ等暴力防止・

被害者支援関連講

座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・離婚をめぐる法律・制度活用講

座 

・大学生のＤＶ防止ファシリテー

ター養成講座 

・上映会＆トーク「女を修理する

男」(平和資料館×男女共同参画セ

ンターらぷらす連動企画) 

・延 41 人(年 2 回) 

 

・延 20 人(全 6 回) 

 

・－ 

 

 

・延 37 人(年 2 回) 

 

・4 人 

 

・33 人 

 

 

248 
校長会、副校長会、

生活指導主任研修

会等での説明 

教育指導課 
校長会・副校長会、生活指導主任

研修会等で啓発 
    

249 
虐待防止について

の周知啓発 
教育指導課 

文部科学省及び東京都教育委員会

からの通知に基づき、校長会等を

通じて全校へ周知した。 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

配偶者暴力相談支援センターの機能整備にあわ

せて発信を増加し、区民への周知に努めること

ができた。 

今後も機会に応じて周知・啓発を継続してい

く。 

再掲 

(課題 8 施策⑥) 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸し

出しや、様々な課題に対する展示を通して、男

女共同参画の理解促進を図ることができた。選

書により不要となった図書について、区民への

頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

各講座を実施により、ＤＶ被害者への支援、Ｄ

Ｖ未然防止のため若年層への働きかけを行うこ

とができた。令和元年度は、平和資料館を会場

にし、シネマの上映会を行い、参加者にらぷら

すの紹介と、パープルリボンツリーへの参加を

促した。 

継続して、「離婚をめぐる法律講座」を実施す

る。 

再掲 

(課題 7 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

特に管理職に周知を行うことで、学校全体に暴

力防止への意識づくりを推進することができ

た。 

引き続き継続的に実施する。   

子どもに係る虐待防止への理解を深めることが

できた。 
引き続き継続的に実施する。   
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基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 
  

課題９ 暴力を容認しない意識づくり 
  

施策④ セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント等暴力の防止   

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

250 女性相談の実施 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

女性が社会生活を営むうえでの問

題全般に応じる中で、ＤＶ相談に

も対応した。 

817 件 1,297 件 

251 
女性のための悩み

ごと、ＤＶ相談の

実施 

人権・男女共同

参画担当課 

・「ＤＶ電話相談」(ＤＶ被害者の

ほか、家族、知り合い等の周囲

の方々からの相談)と「女性のた

めの悩みごと相談」(生き方、家

庭や職場などにおける悩みごと

等に関する面接相談)を統合し、

「女性のための悩みごと・ＤＶ

相談」として、電話相談及び面

接相談を実施。 

・ＤＶ相談専用ダイヤル (配偶者

等暴力に関する相談を受ける専

用電話窓口) 

・ＤＶ電話相談 

409 件 

 

 

・女性のための悩

みごと相談 

382 件 

 

 

・59 件 

 

 

・女性のための悩

みごと・ＤＶ相

談 

785 件 

(内訳) 

・電話 674 件 

・面接 111 件 

 

 

・160 件 

 

 

252 
情報紙「らぷらす」

の発行 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

253 
“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

女性相談の一環として、配偶者等からの暴力(Ｄ

Ｖ)に関する相談にも対応することができた。 

継続実施。女性が自らの意思に基づいて、個性

と能力を発揮し、多様な生き方を選択すること

ができるよう支援していく。 

再掲 

(課題 7 施策②) 

悩みごと相談とＤＶ相談を統合し相談事業を実

施することで、様々な悩みごとに広く対応する

と同時に、ＤＶ被害者がより相談に繋がりやす

くなり、必要な人が必要な支援につながること

を支援できた。 

また、ＤＶ相談専用ダイヤルの運営により、区

民の相談機会を拡大することができた・ 

「女性のための悩みごと・ＤＶ相談」は引き続

き、、電話相談及び面接相談を統合して実施す

る。令和 2 年度中にメールによる相談受付を開

始するとともに、今度、ＳＮＳによる相談対応

を検討する。 

再掲 

(課題 7 施策②) 

※男女共同参画

センター事業含

む 

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

254 
男女共同参画関連

図書資料、ポスタ

ー等の収集・提供 

人権・男女共同

参画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

255 
区内大学、企業等

への働きかけ 

人権・男女共同

参画担当課 

工業・ものづく

り・雇用促進課 

・企業向け女性の活躍支援情報誌

「せたがや＋Ｗ」及び企業向け情

報誌「せたがや働き方改革プラス

ワン」を区内大学・企業等に配布

し情報提供を行った。 

また、新たに企業の職場環境整備

促進事業を実施し、その成果とし

て企業向け情報誌「待ったなし 働

き方改革とテレワーク」を作成し

た。 

公社が実施する社会保険・労働相

談の中でハラスメントの相談は

27 件あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・35 件 

企業向け情報誌

「待ったなし 働

き方改革とテレワ

ーク」の作成 

社会保険・労働相

談の中でのハラス

メントの相談 27

件 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸し

出しや、様々な課題に対する展示を通して、男

女共同参画の理解促進を図ることができた。選

書により不要となった図書について、区民への

頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

区内大学・企業等への情報提供と、社会保険・

労働相談の中で、当事者への対応を行うことが

できた。 

企業の職場環境整備促進事業については、企業

3 社に対し、業務の点検、洗い出し・見直し・

切り出しを図り、テレワーク導入に係る総合的

な支援を実施することができた。 

引き続き、区内大学・企業等への情報提供を行

い、社会保険・労働相談の中で、当事者への対

応をしていく。 

企業の職場環境整備促進事業については、令和

2 年度も引き続き実施する。 
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基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 

基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 
 

課題１０ 性差に応じたこころと身体の健康支援 
  

施策① 疾病予防、健康づくりの推進       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

256 区民健診 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

食事診断やレーダーチャートを活

用した結果返しなど生活習慣の改

善につながるよう工夫 

  
合計受診者 1708

人 

257 
思春期のこころと

体の普及・啓発・

相談 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

心と体の変化の大きい思春期につ

いて、その特徴と関わり方を普及

啓発し、保護者や関係者が適切な

対処法を学べるよう講演会を実

施。 

  

実施回数： 

5 支所全 6 回、 

参加者 216 人 

258 
更年期障害等に関

する情報発信 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

健康教室や児童館支援、出前講座

等で女性の健康づくりの一環とし

て講話等情報発信。 

  

●健康教室「エイ

ジレスボディ」参

加者 23 人に女性

向けの健康情報冊

子配布 

●乳幼児健診や区

民健診等に来所の

希望者(7 月から

10 月)170 人に骨

密度測定実施。更

年期前に骨密度を

高めておく必要性

を啓蒙普及。 

259 

リプロダクティブ

ヘルス／ライツ

(からだと性に関

する女性の健康と

権利)に関するセ

ミナー 

人権・男女共同

参画担当課 

・暮らしのなかのアサーティブ・

トレーニング講座 

・女性のためのニットカフェ 

 

・リプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツに関するギャラリー展示 

・居場所事業「乳がん・婦人科が

ん経験のある女性のためのから

だとこころサロン」交流会 

・「乳がん・婦人科がん経験のあ

る女性のためのからだとこころ

サロン」特別編(講座) 

・区民企画協働事業 

 

 

 

・延 60 人 

(年 3 回) 

・延 121 人 

(年 6 回) 

・平成 31 年 3 月 

1 日～3 月 31 日 

・－ 

 

 

・－ 

 

 

・「女性がん患者

の身体と心」講

演会＆交流会 

延 36 人 

・延 61 人 

(年 3 回) 

・延 92 人 

(年 5 回) 

・令和元年 3 月 

1日～3月 31日 

・延 24 人 

(年 4 回) 

 

・22 人 

 

 

・本格ハンドマッ

サージ講座 

延 61 人 

(3 回連続実施) 

260 
総合型地域スポー

ツ・文化クラブの

支援 

生涯学習・地域

学校連携課 

スポーツ振興財

団 

子どもから高齢者まで様々な世代

の区民がスポーツや文化活動に参

加するクラブに対して物品貸付を

行った。また学校や地域にクラブ

の目的や活動を周知した。 

8 箇所 8 箇所 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

16 歳以上 40 歳未満の健診を受ける機会がない

方の生活習慣予防・健康づくりの取組みを促す

重要な場となっている。 

継続実施予定   

思春期に起こりやすい問題や課題等について保

護者が理解を深め、思春期の親としての心積も

りや具体的な対応の仕方、身近な相談先の情報

提供をする予防的な普及啓発は重要である。 

継続実施予定   

・健康教室や児童館支援、出前講座等で女性の

健康づくりの一環として講話等情報発信。 

・自身の健康に関心が向かない子育て世代にも

働きかける工夫をした。 

機会を捉えて得て継続実施   

こころと身体の健康について正確な知識・情報

を提供し、健康づくりを支援することができた。

また、女性が安心・安全に過ごせる場所と時間

を提供することで、心身のリラックスを促し、

女性をエンパワーメントすることができた。 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ(からだと

性に関する女性の健康と権利)に関する展示

と、「女性のためのニットカフェ」「アサーテ

ィブ・トレーニング講座」の実施に加え、婦人

科がん経験者を対象とした居場所事業「女性の

ためのからだとこころサロン」及び講座形式で

の情報提供、支援を引き続き実施する。 

※男女共同参画

センター事業 

クラブに対する物品貸付を行うことによって、

様々な世代が参加するクラブ活動が円滑に活動

できるような支援を行えた。学校や地域にクラ

ブの目的や活動を周知することにより、学校と

の円滑な連携、地域へのクラブの目的や活動の

理解促進を図ることができた。 

既存のクラブへの物品貸付の継続実施を行う。

また学校を拠点とした新規クラブの新設に取

り組み、地域コミュニティづくりを図ってい

く。 

再掲 

(課題 6 施策②) 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

261 配食サービス 

高齢福祉課 

(各総合支所保

健福祉センター

保健福祉課) 

・ひとりぐらし高齢者等の身体状

況や生活状況に応じた食事を提供 

・配食している法人と連絡会を実

施し、高齢者の健康支援等につい

て情報交換 

登録者数：356 人 登録者数：98 人 

262 会食サービス 

高齢福祉課 

(各総合支所保

健福祉センター

保健福祉課) 

ひとりぐらし高齢者等へ、協力員

が調理した食事を地区会館等で提

供 

登録者数：649 人 登録者数：619 人 

263 
介護予防に関する

普及・啓発、介護

予防講座の実施 

介護予防・地域

支援課 

フレイル(虚弱)予防に運動・食・

認知機能・社会参加が重要である

ことを講演会や介護予防普及啓発

講座通して普及啓発した。また、

高齢者自身による介護予防の取組

みを支援する介護予防手帳を発行

し、配布した。 

    

264 

あんしんすこやか

センター(地域包

括支援センター)

もの忘れ相談 

介護予防・地域

支援課 

身近な福祉の相談窓口であるあん

しんすこやかセンターにおいて、

認知症に関する様々な相談ができ

るよう「もの忘れ相談窓口」の設

置及び認知症専門相談員を配置

し、必要な支援を早期に行えるよ

う面接、電話、訪問等で対応した。 

    

265 
世田谷区地域・職

域連携推進連絡会

における取組み 

世田谷保健所健

康企画課 

区内の地域保健及び職域保健に関

係する機関の相互連携を推進し、

区民の継続的な健康管理を支援す

るための環境を整備することを目

的とした取組みを実施 

・連絡会：1 回 

・作業部会：2 回 

・経営力向上セミ

ナー：1 回 

・連絡会：1 回 

・作業部会：1 回 

・経営力向上セミ

ナー：1 回 

266 成人健診 
世田谷保健所健

康企画課 

令和元年 6 月 5 日、対象者に案内

を一斉発送した。 

受診者数 1,438 件 

(令和元年 6 月現

在) 

受診者数 1,435 件 

(令和 2 年 6 月現

在) 

267 

がん検診(肺がん、

子宮がん、乳がん、

胃がん、大腸がん、

前立腺がん)及び

胃がんリスク(Ａ

ＢＣ)検査 

世田谷保健所健

康企画課 

(各総合支所健

康づくり課) 

(世田谷区保健

センター) 

・胃がん検診 

・肺がん検診 

・大腸がん検診 

・子宮がん検診 

・乳がん検診 

・胃がんリスク(ABC)検査 

・10,773 件 

・48,101 件 

・46,820 件 

・27,241 件 

・18,584 件 

・－ 

・10,156 件 

・46,177 件 

・43,965 件 

・26,256 件 

・17,702 件 

・6,575 件 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

高齢者ごとにアセスメントを行うことで、高齢

者個々の状況に対応することができた。 

(プランの取組みから削除) 

当該事業は、令和 2 年度末をもって終了するこ

とを政策決定している。 

また、健康づくりを推進する側面は有するが、

男女共同参画プランに基づく取組みにはなじ

まないため、令和 3 年(2021 年)に策定予定の調

整計画から削除する。 

  

協力員が調理した食事を、地域の皆と会食する

ことで、社会参加や地域交流の機会が確保でき

た。 

(プランの取組みから削除) 

当該事業は、健康づくりを推進する側面は有す

るが、男女共同参画プランに基づく取組みには

なじまないため、令和 3 年(2021 年)に策定予定

の調整計画から削除する。 

  

フレイル予防の必要性の周知が図れた。また介

護予防手帳の発行により取組みの記録や支援者

との共有に活用するなどにより自助の取組み意

識を高めることができた。 

引き続き、講演会や講座の実施により介護予防

や社会参加の重要性について普及啓発を図っ

ていく。 

  

「もの忘れ相談窓口」の相談件数のうち継続相

談の件数は年々増加し、相談者として本人から

の相談件数が最も多くなり、支援が必要な方へ

の早期対応・早期支援が図られた。 

「もの忘れ相談窓口」のさらなる周知及び相談

を受ける職員の質の向上を図る。 
  

「世田谷区地域・職域推進連絡会」において、

経済産業省が示す女性の活躍促進の課題等の共

有を図った。また、データでみるせたがやの健

康 2019 の改訂にあたり、関係機関からの意見等

を参考にした。 

ライフステージに応じた女性特有の病気や体

調の変化、やせ志向など外見優先の誤った認識

の定着、若い世代の生活習慣の乱れなど、ヘル

スリテラシー(健康に関する正しい情報を自ら

収集し利活用できる力)を高めていくため、啓

発や理解促進に向けた取組みを進めていく。 

  

生活支援課と連携し、ＤＶ被害者など住民登録

のない方に対しても案内を送付し、受診の勧奨

を行った。 

継続実施   

女性特有のがんのうち、死亡率減少効果が科学

的に証明されている子宮がん、乳がん検診を実

施して、性差を考慮した支援を行うことができ

た。 

継続実施   
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

268 がん相談コーナー 
世田谷保健所健

康企画課 

・対面相談 

(第 2・4 土曜日) 

 

・電話相談(第 1～4 木曜日(うち第

1・3 週看護師による専門相談、第

2・4 週がん体験者によるピア相

談)) 

・20 件(就労相談 4

件含む) 

 

 

・15 件(うち専門

相談 8 件、ピア相

談 7 件) 

・27 件(就労相談 8

件含む) 

 

 

・23 件(うち専門

相談 10 件、ピア相

談 13 件) 

269 
エイズや性感染症

の抗体検査・相談

対応 

世田谷保健所感

染症対策課 

予約不要、匿名、無料でＨＩＶ検

査を実施 

・電話相談 

・来所相談 

・検査実施件数 

・夜間検査 

 

 

 

・73 件 

・0 件 

・950 件 

・延 39 人 

 (年 2 回) 

 

 

・12 件 

・0 件 

・1049 件 

・延 43 人 

 (年 2 回) 

270 
せたがや元気体操

リーダー養成 

世田谷保健所健

康企画課 

各年で養成講座と上級を開催し元

年度は養成講座を開催した。講座

終了後のフォローのために、登録

リーダー対象にスキルアップ講

座・交流会を開催した。また実際

の現場での指導状況を把握しアド

バイスをする指導実習を行った。 

・上級養成 11 名 

・研修会 6 回 

 延 282 人参加 

・交流会 6 回 

 延 276 人参加 

・指導実習 30 名 

・養成講座開催 

10 名を認定 

・登録リーダー 

69 名 

・スキルアップ講

座・交流会 

各 6 回 

・指導実習 29 回 

271 
食育講座等の食育

事業の普及・啓発 

世田谷保健所健

康推進課 

(各総合支所健

康づくり課) 

区民の健康づくりを支援するた

め、区民、大学、区内事業者等と

協働した食育を推進した。 

・世田谷区食育ガイドブック活用

講座 

・地域における共食を通した食育

推進事業 

・“おいしい適塩等の食体験がで

きる講座”等による適塩等の普及

啓発 

・大学生食育プロジェクト 

 

 

 

 

 

・延 91 名 

(年 2 回) 

・延 949 名 

(年 23 回) 

・延 2,075 名 

(年 79 回) 

 

・延 45 名 

(年 3 回実施) 

 

 

 

 

・延 79 名 

(年 2 回) 

・延 711 名 

(年 15 回) 

・延 3,487 名 

(年 158 回) 

 

・延 79 名 

(年 2 回×２大

学で実施) 

272 

学校を中心とした

食育推進事業の普

及・啓発、健康教

育推進研修の実施 

教育指導課 

世田谷３快プログラム研修におい

て、食育リーダー・保健主任の役

割や食育・がん教育の推進の講

義・実践発表等を実施 

4 回 4 回 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

がんに罹患した家族の介護を行う方や、治療と

就労の両立に不安を抱える方の相談に対応でき

た。 

既存事業(対面・電話相談)は、電話相談を 1 時

間拡大し、継続実施する。 

また、令和２年度から区立保健センターに開設

したがん情報コーナーにおいて、資料の閲覧等

ができるようにするとともに、同コーナーにお

いて、専門スタッフが必要に応じて情報提供や

対面相談の予約を受付ける一次相談を実施す

る。 

  

前年度より検査件数が増加。エイズや性感染症

への不安や質問に対し、年代や状況にあわせた

対応をすることができた。 

開催内容や回数を検討する。   

自主団体が活動時に「元気体操リーダー」を派

遣要請。その要請に対し約 4000 回対応した。 

派遣先(自主団体)のニーズに合わせた講座運

営を継続し、リーダーを安定的に派遣できる体

制を維持する。 

  

食育体験をすることにより、自分や、家族の健

康づくりのために、食の大切さを実感し、実践

に結びつく取組みが実施できた。 

新型コロナウイルス感染症予防対策を考慮し

た食育体験の実施を検討していく。 

行政だけでなく、地域の関係機関、施設等と連

携した取組みを働きかけていく。 

  

食育の推進や健康教育を実践していくための資

質・能力の向上を図ることができた。 
引き続き継続的に実施する。   
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基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 
 

課題１０ 性差に応じたこころと身体の健康支援 
  

施策② こころの健康対策       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

273 相談体制の充実 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

●子どもから大人までのこころの

健康に関して、保健師による電

話・面接・訪問等での相談を実施。 

・精神関連保健師訪問 

 

 

●精神科医・保健師によるこころ

の健康相談を実施(予約制)。 

・こころの健康相談 

 

 

●世田谷保健所の「多職種チーム」

が保健福祉センター保健師と連携

し、困難ケースに対応(R1.6 月 

「多職種チームによる訪問支援事

業」開始)。 

・精神保健相談員による訪問支援 

 

・保健師との連携 

・多職種チームによる訪問支援事

業 

  

 

 

 

・5 支所 

実数 1,404 人、 

延数 3,479 人 

 

 

・5 支所 

全 101 回 

利用者実数 269

人、延数 281 人 

 

 

 

 

・実数 34 人、 

延数 236 人 

 

 

 

274 
思春期こころの健

康相談(子ども・思

春期) 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

思春期に多い不安や悩みから起こ

るこころの問題について、児童思

春期精神科医・保健師による思春

期こころの相談を実施。 

144 人(延 148 人) 

各支所年 11～12

回、全 58 回 

実施回数：5 支所 

全 58 回、 

利用者実数 79 人、 

   延数 92 人 

275 こころの健康相談 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

こころの病を心配している方とそ

の家族・関係者等を対象に医師・

保健師による健康相談を実施 

240 人 

全 108 回 

全 101 回 

利用者実数 269 人 

   延数 281 人 

276 
ＥＰＤＳを導入し

た、産後うつ病の

早期発見と予防 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

訪問時に EPDS(エジンバラ産後う

つ病質問票)等の質問票を用いて

母親のメンタルヘルスや育児に関

する状況把握。必要時継続支援。 

乳児期家庭訪問か

らの継続支援 

実数 3,644 人 継

続支援率 50.9％ 

乳児期家庭訪問か

らの継続支援 

実数 3,313 人 継

続支援率 50.0％ 

277 
依存症相談(アル

コール等) 

世田谷・烏山総

合支所保健福祉

センター健康づ

くり課 

依存症に関連する問題の明確化と

対応の理解を進め、健康回復・社

会復帰を図るために、医師等によ

る専門相談(個別相談・家族講座)

を予約制で実施 

保健師の相談は随時実施 

実人数 62 人、 

延 63 人(2 支所、

年 16～24 回) 

同日に家族講座を

実施：29 人(延 119

人)(全 24 回) 

 

実人数 55 人、 

延 63 人(2 支所、

年 18～24 回) 

同日に家族講座を

実施：実人数 25

人(延92人)(全24

回) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

精神疾患の発症予防・再燃予防・社会復帰に関

して、保健師や精神科医による相談・介入で、

生活の改善がみられる事例がある。一方、対応

困難事例も多く、多職種チームなど関係機関と

連携して支援することは重要。 

継続実施予定   

思春期に起こりやすいこころの問題について専

門医による見立てや、対応方法の助言、および

医療機関・社会資源紹介のニーズがあるため必

要である。 

継続実施予定   

こころの病についての理解が深まるように、病

気の説明や困りごとの対応方法についての助言

などを行った。相談することで対応によい変化

がみられたり、専門機関などにつながる事例も

あった。 

継続実施予定   

母親の記入した質問票をもとに面接し、既往歴

や家族の協力体制、育児不安や育児負担感、母

親の気持ち等を把握。必要時早期介入・支援が

できている。 

継続実施予定 
再掲 

(課題 5 施策②) 

依存症に関連する問題の明確化と対応の助言、

医療機関、社会資源の紹介等を実施した。家族

講座では対応についての講義やグループワーク

を実施。 

継続実施予定。状況により家族教室に託児の活

用を検討。 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

278 
情報紙「らぷらす」

の発行 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

279 
広報紙・ホームペ

ージでの啓発 

人権・男女共同

参画担当課 

区政 PR コーナーや区ホームペー

ジにおいて周知・啓発を行った。 
    

280 
“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 

281 
男女共同参画関連

図書資料、ポスタ

ー等の収集・提供 

人権・男女共同

参画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

282 
女性のためのここ

ろと身体の健康講

座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・暮らしのなかのアサーティブ・

トレーニング講座 

・女性のためのニットカフェ 

 

・リプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツに関するギャラリー展示 

・居場所事業「乳がん・婦人科が

ん経験のある女性のためのから

だとこころサロン」交流会 

・「乳がん・婦人科がん経験のあ

る女性のためのからだとこころ

サロン」特別編(講座) 

・区民企画協働事業 

 

 

 

・延 60 人 

(年 3 回) 

・延 121 人 

(年 6 回) 

・平成 31 年 3 月 

1 日～3 月 31 日 

・－ 

 

 

・－ 

 

 

・「女性がん患者

の身体と心」講

演会＆交流会 

延 36 人 

・延 61 人 

(年 3 回) 

・延 92 人 

(年 5 回) 

・令和元年 3 月 

1日～3月 31日 

・延 24 人 

(年 4 回) 

 

・22 人 

 

 

・本格ハンドマッ

サージ講座 

延 61 人 

(3 回連続実施) 

283 

あんしんすこやか

センター(地域包

括支援センター)

もの忘れ相談 

介護予防・地域

支援課 

身近な福祉の相談窓口であるあん

しんすこやかセンターにおいて、

認知症に関する様々な相談ができ

るよう「もの忘れ相談窓口」の設

置及び認知症専門相談員を配置

し、必要な支援を早期に行えるよ

う面接、電話、訪問等で対応した。 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

配偶者暴力相談支援センターの機能整備にあわ

せて発信を増加し、区民への周知に努めること

ができた。 

今後も機会に応じて周知・啓発を継続してい

く。 

再掲 

(課題 8 施策⑥) 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

再掲(課題 1 施策

①)※男女共同参

画センター事業 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸し

出しや、様々な課題に対する展示を通して、男

女共同参画の理解促進を図ることができた。選

書により不要となった図書について、区民への

頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

こころと身体の健康について正確な知識・情報

を提供し、健康づくりを支援することができた。

また、女性が安心・安全に過ごせる場所と時間

を提供することで、心身のリラックスを促し、

女性をエンパワーメントすることができた。 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ(からだと

性に関する女性の健康と権利)に関する展示

と、「女性のためのニットカフェ」「アサーテ

ィブ・トレーニング講座」の実施に加え、婦人

科がん経験者を対象とした居場所事業「女性の

ためのからだとこころサロン」及び講座形式で

の情報提供、支援を引き続き実施する。 

※男女共同参画

センター事業 

「もの忘れ相談窓口」の相談件数のうち継続相

談の件数は年々増加し、相談者として本人から

の相談件数が最も多くなり、支援が必要な方へ

の早期対応・早期支援が図られた。 

「もの忘れ相談窓口」のさらなる周知及び相談

を受ける職員の質の向上を図る。 

再掲 

(課題 10 施策①) 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

284 
事業者や医療関係

者と連携した普

及・啓発 

世田谷保健所健

康推進課 

(各総合支所健

康づくり課) 

・各地域において、健康せたがや

プランのネットワークや、家族会、

当事者グループ、学校などとの連

携にって講演会や健康教育を実施

した。 

・毎年医療従事者対象のゲートキ

ーパー講座は、薬剤師会と共催、

医師会後援で開催している。 

 

また、自殺対策協議会およびその

部会や、グリーフサポート検討会、

思春期青年期精神保健部会、精神

障害者支援連絡協議会等の委員で

ある、学識経験者、東京都、医療

機関、障害者団体、支援機関の関

係者からの意見を元に普及啓発事

業に反映させた。 

・ゲートキーパー

講座 

参加延 106 人 

 

・入院中の方の地

域移行に向けた

支 援 検 討 ( 講

演・事例紹介含) 

参加者 181 人 

 

・地域ネットワー

クでの講演会・

学校教職員を対

象にした事例検

討会事例検討会

参加者 85 人 

・地域精神保健ネ

ットワーク 

33 回 452 人 

・依存症家族講座

(教室) 

24 回 92 人 

・ゲートキーパー

講座(医療従事

者対象) 

参加者 43 人 

 

※その他講演会実

績・数値について

は No.284 以降の

値に準ずる。 

 

285 
こころの健康づく

りに関する講座の

開催 

世田谷保健所健

康推進課 

(各総合支所健

康づくり課) 

精神保健講演会の開催 

(精神疾患の理解、思春期のこころ

の理解、自殺予防対策、アルコー

ルや薬物など依存症に関すること

など) 

年 30 回 

参加者延 863 人 

年 20 回 

参加者延 1,150 人 

286 
世田谷区自殺対策

協議会の開催 

世田谷保健所健

康推進課 

医療機関・医師会・薬剤師会・警

察署・消防署・鉄道会社・支援機

関・相談機関・家族会等と自殺対

策についての協議を実施した。 

令和元年 10 月に「自殺対策基本方

針」を策定した。 

 

・自殺対策協議会 

・庁内自殺対策連絡会およびグリ

ーフサポート事業連絡会 

・ゲートキーパー講座(一般区民) 

・中学生向け啓発冊子配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・参加者延 106 人 

・4,120 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・参加者延 62 人 

・5,604 部 

287 
こころスペース

(思春期の匿名相

談) 

世田谷保健所健

康推進課 

思春期のこころの相談を、アクセ

スしやすい場所で、予約なく匿名

で受けられる機会を提供 

17 件(全 15 回) 22 件(全 12 回) 

288 
思春期青年期精神

保健部会の開催 

世田谷保健所健

康推進課 

(学校健康推進

課) 

世田谷区子ども・若者支援協議会

の実務者会議として、また思春

期・青年期の世代のこころの健康

づくりについて協議する場として

開催 

年２回 年２回 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

こころの健康づくりに関する啓発活動を、関係

機関に向けてあるいは関係機関とともに実施す

ることで、区民のこころの健康づくり理解の促

進とともに、ネットワークの構築につながり効

果的であった。 

継続して実施していく。  

また、令和 3 年度に向けて、こころの健康づく

りの効果的な普及啓発について検討行い、一部

の普及啓発事業を令和 2年 4月に開設した区立

保健センターに移行する準備を行う。 

地域のネットワークと連携した、こころの健康

づくりや講演会は引き続き実施する。 

  

参加人数は目標を達成している状況である。ア

ンケート等からの参加者の講演会に対する満足

度も高かった。 

同様に継続予定。   

自殺は追い込まれた末の死であり、誰にでも起

こりうるこころの危機として、単に精神保健上

の問題だけでないと、啓発等を実施してきた。 

 自殺予防、自殺対策は区の様々な対人サービ

ス事業が関連するものと位置づけて裾野が拡大

した。 

 継続実施。 

令和元年 10 月に世田谷区自殺対策基本方針を

策定し、引き続き、協議会においても、区の体

制整備を進める。 

  

平日の午前 午後、夕方と時間帯を変えて実施

した。相談回数を 3 回減らしたが、相談者は増

加した。 

匿名・予約の、敷居の低い相談として機能し、

継続相談が必要な方は、相談者の同意の上地区

担当保健師等につないだ。 

学校へちらしを配布時は一時的に相談者が増

加するため、効果的に配布する。さらに、ＨＰ

やツイッター等で相談の周知の充実を図って

いく。 

  

学校健康推進課と共同事務局として運営するこ

とで、教育と保健医療分野との相互理解の場所

となった。 

継続実施   
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基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 
 

課題１０ 性差に応じたこころと身体の健康支援 
  

施策③ 母子の健康支援       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

289 
低所得世帯への出

産費補助 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

子ども家庭課 

子育ての悩み、不安、子どもの家

庭環境の問題、出産費用等の相談

を実施 

19 件 22 件 

290 
児童館での出張育

児相談 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

乳幼児(主に 0 歳、1～2 歳)のひろ

ばに保健師、栄養士、歯科衛生士

が育児相談を実施。 

    

291 食生活・歯科相談 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

妊娠期・乳幼児期の食生活や歯と

口の健康についての個別相談を実

施 

・食生活相談 

・歯科相談 

・すくすく歯科相談 

・歯科予防処置 

・歯みがき準備教室 

 

 

 

・1,344 件 

・3,360 件 

・－ 

・－ 

・－ 

 

 

 

・2,749 件 

・－ 

・529 件 

・381 件 

・251 件 

292 
親子の心身の健康

相談 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

・妊娠期面接等のネウボラ・チー

ムによる関わりを通して、妊娠期

からの情報も乳児期家庭訪問に活

かしている 

・訪問後は必要時地区担当保健師

の支援を実施 

・乳幼児健診等の医師の診察後、

本人の希望や必要な方に保健師、

心理士、栄養士の個別相談 

    

293 

離乳食講習会、４

か月、１歳６か月、

３歳児健診及び両

親学級等の機会で

の食に関する啓発 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

妊婦や乳幼児の食生活に関する知

識の普及および妊婦とパートナー

を対象として、家族の食生活を見

直すきっかけとなる生活習慣病予

防についての啓発を行う。 

・前期離乳食講習会 

・後期離乳食講習会 

・4 か月児健診 

・1 歳 6 か月児健診 

・3 歳児健診 

・両親学級 

 

 

 

 

 

・72 回 

・30 回 

・148 回 

・96 回 

・114 回 

・60 回 

新型コロナウイル

ス感染拡大防止の

ため、通常の開催

回数よりも減とな

っている。 

・66 回 

・26 回 

・136 回 

・96 回 

・104 回 

・55 回 

294 
非課税世帯への保

健指導票の交付 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

経済的理由により医療機関での保

健指導を受けがたい妊婦および乳

幼児に対し、診察および検査等必

要な保健指導を受けられるよう交

付 

205 件 260 件 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツの観点から、

女性の生き方に応じた妊娠・出産に関わる選択

を尊重し、支援する体制の充実が図られた。 

継続実施。今後も経済的理由により、子を産み

育てることに関わる権利が損なわれないよう

に努める。 

  

参加者同士の交流、育児の困りごとなどの対処

法の共有の場となっている。。 
継続実施予定 

再掲 

(課題 5 施策②) 

妊娠期や乳幼児の食事の相談を通じて、生活習

慣病などの疾病予防につなげている。また、保

護者がむし歯のリスクを理解し、歯に良い生活

習慣を身に付ける機会を提供している。 

継続実施   

乳幼児健診は、健診をきっかけに孤立した育児

の辛さや児への心配事等を吐露する母親もいる

ため、児の発育発達の確認のみでなく虐待予防

の視点でも介入できる貴重な機会となってい

る。 

継続実施予定   

離乳食講習会や各種健診など、様々な機会を通

じて、妊婦とそのパートナー、乳幼児の保護者

に、食に関する正しい知識を提供することがで

きた。新型コロナウイルス感染拡大予防のため

の健診等中止の間は電話相談を行った。 

継続実施   

経済的な負担軽減をはかり、診察及び検査等、

必要な保健指導の機会を提供することで、妊婦

及び乳幼児の健康な発育・発達につなげること

ができた。 

継続実施   
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

295 
児童館事業での食

育推進 
児童課 

全児童館において「食育」をテー

マに年間事業計画を策定し、子ど

もたちのライフステージに合わせ

たクッキング事業を実施 

全児童館 25 館 全児童館 25 館 

296 

世田谷版ネウボラ

(妊娠期からの切

れ目のない子育て

支援) 

子ども家庭課世

田谷保健所健康

推進課 

(各総合支所保

健福祉センター

健康づくり課) 

・妊娠期面接数 

・母子保健コーディネーター 

・子育て応援相談員 

・地域子育て支援コーディネータ

ー《ひろば型》 

・せたがや子育て利用券登録事業

者 

 

・ネウボラ・チームによる医療機

関への訪問 

・世田谷版ネウボラ推進協議会 

・7,062 件 

・18 名 

・13 名 

・6 か所 

 

・191 事業者 

(区内:125 事業者、 

 区外:66 事業者) 

・37 か所 

 

・3 回開催 

・6,581 件 

・18 名 

・13 名 

・6 か所 

 

・230 事業者 

(区内:142 事業者、 

 区外:88 事業者) 

・24 か所 

 

・4 回開催 

297 
母子健康手帳の交

付 

世田谷保健所健

康推進課 

(各総合支所保

健福祉センター

健康づくり課) 

(各出張所・まち

づくりセンター

等) 

・妊娠届による交付 

・その他(再交付等) 

・7,824 件 

・225 件 

・7,815 件 

・228 件 

298 妊婦健康診査 
世田谷保健所健

康推進課 
交付件数は同上。  

受診延件数 

 90,468 件 

初回受診率 

 93.8％ 

受診延件数 

 77,520 件 

初回受診率 

 91.6％ 

299 
妊娠高血圧症候群

等医療助成 

世田谷保健所健

康推進課 

(各総合支所保

健福祉センター

健康づくり課) 

妊娠高血圧症候群等にかかり支給

要件に該当する妊婦に対し、入院

医療費を助成 

申請７件 申請 6 件 

300 
母親学級・両親学

級の開催 

世田谷保健所健

康推進課 

(各総合支所保

健福祉センター

健康づくり課) 

・各総合支所で月 1 回ずつ、55 回

実施。新型コロナウイルス感染拡

大により、3 月は中止とした。 

 

・休日開催は 57 回実施。 

 

 

・2,258 人 

(うち男性 637 人、

28.2％) 

 

・3,053 人 

(うち男性 1,523

人、49.8％) 

・2,117 人 

(うち男性 694 人、

32.8％） 

 

・2,709 人 

(うち男性 1,345

人、49.6％) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

健康世田谷プランに基づき、総合支所健康づく

り課とも連携し、食育を通して健康支援に寄与

するとともに、会食では異年齢児間の交流も行

った。 

継続実施   

せたがや子育て利用券への事業参加を地域の子

育て活動団体等へ呼びかけを行うことで、区内

の登録事業者数が増え、地域で子育てを支える

環境を充実させることができた。 

地域における身近で気軽な相談支援体制の充実

として、利用者支援事業(地域子育て支援コーデ

ィネーター《ひろば型》)を引き続き実施し、他

機関等との連携強化をさらに図ることができ

た。 

外部有識者による世田谷版ネウボラ推進協議会

を開催し、世田谷版ネウボラの取組みの課題を

議論し、世田谷版ネウボラの推進を図るととも

に、令和 2 年度からの子ども計画(第 2 期)後期

計画に反映させることができた。 

母親学級と連動したおでかけひろばでの妊婦

向け講座の実施など妊娠期からおでかけひろ

ば等につながる仕組みづくりの充実を図る。 

妊婦や子育て家庭を地域で支えるためのさら

なる地域資源の充実を図る。 

区、医療、地域のそれぞれの支援の担い手が機

能的に連携する顔の見えるネットワーク体制

の強化を図る。 

再掲 

(課題 5 施策②) 

世田谷区オリジナルの母子保健バッグは好評。 

内容の説明等窓口職員にも周知した。 
継続実施   

母胎の心身の負担を把握し、必要な支援につな

げる一助として活用できた。 

医療機関との連携の一助とした。 

継続実施   

母胎の心身の負担を把握し、必要な支援につな

げる一助として活用できた。 
継続実施   

男性の参加率が増加しており、家族で子育てを

考える機会となっていると考える。 

 新型コロナウイルス感染拡大により対面講座

の実施ができない時期があった。このような機

会を妊婦とパートナーおよび家族に提供し続け

られるよう手法の工夫が必要である。 

新型コロナウイルス感染下、ぷれパパママ講座

をオンライン開催する予定だが、オンライン講

座では実技や交流を取り入れにくいため、平日

開催の講座は感染が収束している期間には感

染防止対策を講じながら対面講座を開催する。 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

301 乳幼児健康診査 

世田谷保健所健

康推進課 

(各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課) 

・3～4 か月児健診 

・1 歳 6 ヶ月児歯科健診 

・3 歳児健診 

 これらの受診率はおよそ 80～

95％と減少している。 

 

 

 

 

・経過観察健診 

・精密検査受診票を発行 

 

・148 回 

・96 回 

・111 回 

 

 

 

 

 

 

・60 回 

・乳児 230 件 

 幼児 494 件 

・148 回 

・91 回 

・106 回 

新型コロナウイル

ス感染拡大によ

り、3 月の 1 歳 6

か月児歯科健診と

3 歳児健診を中止

した。 

・60 回 

・乳児 279 件 

 幼児 402 件 

302 
不妊治療費の助

成 

世田谷保健所健

康推進課 

(各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課) 

区としては、不妊治療助成はする

が、検査の助成は行わない。 

・助成件数 

 1,070 件 

・助成件数 

 1,287 件 

303 
家庭教育学級で

の保護者への食

育推進 

生涯学習・地域学

校連携課 
食育に関する講座の実施 67 回 73 回 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

すべての子どもに対して、健康的な生活の基礎

となる健康診査の機会を提供し、保護者ととも

に家庭養育の状況を確認と、必要な支援へのつ

なぎをした。しかし、新型コロナウイルス感染

拡大が続くと、乳幼児健診の継続実施ができな

くなり、支援が必要な母子の発見と早期支援が

できなくなる。 

感染防止策を講じた乳幼児健診の継続開催。                                           

再度新型コロナウイルスの感染拡大により健

診を中止せざるを得なくなっても、子育て質問

票の返送や電話等による発見とアプローチを

継続する。 

  

昨年度より申請数が増加した。 

新型コロナウイルス感染拡大により不妊治療

の延期を余儀なくされている方に対し、東京都

は令和 2 年度のみ次元的に年齢要件を緩和、区

も東京都にならう。 

  

共通テーマに基づき、食育推進を行うことがで

きた。 

家庭教育学級で学んだ食育の知識を各家庭で

も活用されることが期待される。 

今後も家庭教育学級を通じて、食育の重要性に

ついて学ぶ機会を提供していく。 
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基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 
 

課題１０ 性差に応じたこころと身体の健康支援 
  

施策④ 年代に応じた性教育の普及       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

304 
エイズ予防啓発活

動 

世田谷保健所感

染症対策課 

第 2 庁舎 1 階ロビーにて、12 月 1

日世界エイズデーに合わせてエイ

ズ予防啓発のロビー展を実施。 

実施期間：11/26～12/7 

    

305 
学園祭やイベント

会場でのキャンペ

ーン 

世田谷保健所感

染症対策課 

区内の学校へ感染症予防啓発のポ

スターを配布及び掲示 

・区内高校 

・区内大学・短大 

 

 

・38 校 

・17 校 

 

 

・38 校 

・14 校 

306 
差別や偏見をなく

すためのＰＲ活動 

世田谷保健所感

染症対策課 

ＨＩＶ・性感染症検査会場にて避

妊具の展示・配布 

展示場所を工夫した。 

    

307 
エイズ／性感染症

相談・検査の実施、

充実 

世田谷保健所感

染症対策課 

予約不要、匿名、無料でＨＩＶ検

査を実施 

・電話相談 

・来所相談 

・検査実施件数 

・夜間検査 

 

 

 

・73 件 

・0 件 

・950 件 

・延 39 人 

 (年 2 回) 

 

 

・12 件 

・0 件 

・1,049 件 

・延 43 人 

 (年 2 回) 

308 
学校への計画的な

保健師等の派遣 

世田谷保健所感

染症対策課 

・助産師等専門職による研修とし

て、「いのちと性の健康教育」を

テーマに要請があった中学校で実

施 

・区立小・中学校の養護教諭対象

の課題研修として教育指導課とと

もに実施講師を派遣した。 

・6 校、延 699 人 

 (資料のみ提供 

  1 校 265 人) 

 

・48 名 

 

 

・1 校、95 人 

 

 

 

・95 名 

 

 

309 
予防啓発用媒体・

資材の貸し出し、

配布 

世田谷保健所感

染症対策課 

区立中学 3 年生へ感染症予防のた

めの「ＨＡＰＰＹ ＨＡＮＤＢＯ

ＯＫ」を配布(私立・国立中学およ

び区内高校へはサンプルを送付、

希望があれば配布した。) 

・区立中学校 

・私立・国立中学校 

・私立・都立・国立高校 

 

 

 

 

 

・3,790 部 

・22 校 1,710 部 

・38 校 980 部 

 

 

 

 

 

・3,575 部 

・22 校 1,980 部 

・38 校 290 部 

310 性教育の推進 教育指導課 
体育・保健体育の年間指導計画に

おいて、計画的に実施 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

第２庁舎ロビーに展示したことにより、普段エ

イズに関心のない方にも知ってもらう機会とな

った。啓発グッズの配布も好評で、関心の持続

に寄与することができた。 

継続実施。より関心を持ってもらえるよう展示

の工夫に努める。 
  

ＨＩＶ・性感染症の検査案内のポスターを学校

内に掲示したことにより、多くの学生の目に触

れ、ＨＩＶ検査を知るきっかけづくりができた。 

継続実施、より学生の関心を高められるよう、

内容を検討する。 
  

検査会場で避妊具の展示場所をトイレの前等、

必ず通るが他人の視線が届かないところに展示

することにより、手に取りやすく持ち帰る方が

多くいた。また、カウンセリングの際、説明し

ながら配布するなど、性感染症予防の啓発につ

ながった。 

継続実施。より関心を持ってもらえるよう展示

の工夫に努める。 
  

前年度より検査件数が増加。エイズや性感染症

への不安や質問に対し、年代や状況にあわせた

対応をすることができた。 

開催内容や回数を検討する。   

他 5 校の中学校から依頼があったが、3 月休校

に伴い中止となった。実施校の生徒からの感想

文よりこのような機会を設けることの重要性を

感じた。教職員研修においては、おおよその教

諭が児童・生徒指導に役に立つと回答しており、

研修の成果を感じることができた。 

継続実施。研修内容については各学校の意見等

を踏まえて実施する。 
  

エイズも含めた感染症全般の予防啓発につい

て、生徒向けにわかりやすい表現にした冊子を

作成し、区立のみならずより広範囲に普及啓発

を行うことができた。 

継続実施。内容については、適宜見直しに努め

る。 
  

体の発育・発達について、思春期の体の変化な

どについて、理解を深めることができた。 

平成 31 年 3 月に東京都教育委員会が作成した

「性教育の手引き」を活用した授業実践を行っ

ていく。 
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基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 
 

課題１１ ひとり親家庭等が安心して生活できる環境づくり 
  

施策① ひとり親家庭への相談・情報提供の充実     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

311 家庭相談の実施 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

毎週月・水・金曜日の午後１～５

時(予約制) 
2,247 件 2,465 件 

312 
シングルマザー支

援講座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・シンママカフェ(シングルマザー

のためのグループ相談会) 

 

 

 

・シングルマザー応援フェスタ 

(講演会、相談会、情報提供等) 

 

・延 27 人 

(年 6 回) 

 

 

 

・426 人 

 

 

・延 29 人 

(年 5 回) 

※台風による

休館のため 10

月は中止 

・新型コロナウイ

ルス感染症の拡大

防止に伴い中止 

313 
情報紙「らぷらす」

の発行 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

314 
広報紙・ホームペ

ージでの啓発 

人権・男女共同

参画担当課 

区政 PR コーナーや区ホームペー

ジにおいて周知・啓発を行った。 
    

315 
“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 

316 
男女共同参画関連

図書資料、ポスタ

ー等の収集・提供 

人権・男女共同

参画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

家庭内の困りごとなどについて、調停申し立て

や、法律相談を受ける前の問題整理ができる機

会として家庭相談を案内し、相談に応じること

ができた。 

継続実施。家族関係が多様化していくなかで、

法律的な問題についての助言指導を実施する。 

再掲 

(課題 7 施策②) 

シングルマザー(プレシングルマザー＝離婚準

備中・検討中を含む)のための支援講座を実施す

ることで、ひとり親家庭の自立支援を図ること

ができた。 

グループ相談会については名称を変更して実

施し、より多くの方に参加いただけるよう周知

に努める。シングルマザー応援フェスタについ

ては、継続して実施予定。 

※男女共同参画

センター事業 

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについて

効果的に情報発信をすることができた。加えて、

男女共同参画先進事業者表彰など、区の施策に

ついても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

配偶者暴力相談支援センターの機能整備にあわ

せて発信を増加し、区民への周知に努めること

ができた。 

今後も機会に応じて周知・啓発を継続してい

く。 

再掲 

(課題 8 施策⑥) 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸し

出しや、様々な課題に対する展示を通して、男

女共同参画の理解促進を図ることができた。選

書により不要となった図書について、区民への

頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

317 
シングルマザーの

ための居場所事業

の充実 

人権・男女共同

参画担当課 

・シンママカフェ(シングルマザー

のためのグループ相談会) 

 

 

 

・シングルマザー応援フェスタ 

(講演会、相談会、情報提供等) 

 

・延 27 人 

(年 6 回) 

 

 

 

・426 人 

 

 

・延 29 人 

(年 5 回) 

※台風による

休館のため 10

月は中止 

・新型コロナウイ

ルス感染症の拡大

防止に伴い中止 

318 
子ども家庭支援セ

ンターによる支援 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

相談者の意向を確認し自己決定に

基づき支援した。 

・ＤＶ相談件数 

・東京都女性相談センター等への

一時保護件数 

 

 

・1,169 件 

・47 件 

 

 

 

・1,944 件 

・67 件 

 

319 養育費相談会 

子ども家庭課 

人権・男女共同

参画担当課 

離婚を考えている方やひとり親等

を対象に、養育費に関する周知啓

発の講義を含めた個別相談会を実

施した。 

56 名(年 7 回) 41 名(年 6 回) 

 
施策② ひとり親家庭の親への就労支援       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

320 
母子・父子自立支

援プログラム 

子ども家庭課 

(各総合支所保

健福祉センター

生活支援課) 

母子・父子自立支援プログラム策

定員と母子・父子自立支援員が、

自立支援プログラムを策定し、ハ

ローワークとの連携しながら就業

支援を実施 

・相談件数 20 件 

・プログラム策定

件数 8 件 

・相談件数 17 件 

・プログラム策定

件数 8 件 

321 
母子家庭及び父子

家庭自立支援教育

訓練給付金 

子ども家庭課 

(各総合支所保

健福祉センター

生活支援課) 

就業に必要な教育訓練講座を受講

した場合に、経費の一部を支給 
1 件 4 件 

322 
母子家庭及び父子

家庭高等職業訓練

促進給付金 

子ども家庭課 

(各総合支所保

健福祉センター

生活支援課) 

就業に有利な資格取得を促進し、

生活の負担軽減を図るため、受講

期間の一定期間について支給 

22 件 20 件 

323 
ひとり親家庭等の

高等卒業程度認定

試験合格支援事業 

子ども家庭課 

(各総合支所保

健福祉センター

生活支援課) 

高等学校を卒業していない(中退

を含む)ひとり親家庭の親または

子どもが、高等学校卒業程度認定

試験合格のため講座を受講したと

き、経費の一部を支給 

0 件 0 件 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

シングルマザー(プレシングルマザー＝離婚準

備中・検討中を含む)のための支援講座を実施す

ることで、ひとり親家庭の自立支援を図ること

ができた。 

グループ相談会については名称を変更して実

施し、より多くの方に参加いただけるよう周知

に努める。シングルマザー応援フェスタについ

ては、継続して実施予定。 

※男女共同参画

センター事業 

多様化する相談内容に対して、行政としてでき

る支援の説明をして、相談者に寄り添ったきめ

細やかな支援を実施した。 

継続実施。今後ますます多様化するであろう相

談内容に対して、丁寧に対応していく。 

再掲 

(課題 7 施策③) 

各総合支所の家庭相談員が個別相談を実施し、

相談会からさらに各地域で実施している家庭相

談へつなげることが出来た。 

引き続き、区民への広報活動を行い、事業の周

知を行う。また、人権・男女共同参画担当課と

も連携を図り、広く周知を行う。 

  

 

   

令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

ひとり親家庭の個々の状況に寄り添いながら、

経済的自立に向けて、ハローワークと連携を図

りながら就業支援を行った。 

引き続き、関係機関と連携を図りながら、自立

支援プログラムを策定し、ひとり親家庭の就業

を支援する。 

  

29 年度の制度の一部改正において、雇用保険制

度から一般教育訓練給付金の支給をうけること

ができる方も本事業の支給対象になったこと等

から、30 年度と比較して事前相談件数が増加し

たものと思われる。 

引き続き区民への周知を行いながら、ひとり親

家庭の就業を支援する。 
  

30 年度と比較して新規申請者数は減少したが、

区報等で事業周知を図りながら、就業に有利な

資格取得を促進し、ひとり親家庭の生活の負担

軽減のため、給付金を支給した。 

引き続き区民への周知を行いながら、ひとり親

家庭の就業を支援する。 
  

チラシ・区報・Twitter 等で事業周知を図り、

子ども家庭支援センターへの相談はあったもの

の、受講中の費用負担が大きいこと等から、実

績には繋がらなかった 

引き続き区民への周知を行い、実績につなげ

る。 
  

  



 138 / 183 
 

基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 
 

課題１１ ひとり親家庭等が安心して生活できる環境づくり 
  

施策③ ひとり親家庭への生活支援       

 
項目 所管課 内容 

実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

324 児童扶養手当 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

ひとり親家庭の状況に応じて迅速

かつ長期的な経済的支援を行っ

た。また、申請時や年１回の現況

届時にひとり親支援施策の周知を

徹底した。 

平成 31 年 3 月末 

受給者数 2,895 人 
  

325 児童育成手当 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

ひとり親家庭の状況に応じて迅速

かつ長期的な経済的支援を行っ

た。また、申請時や年１回の現況

届時にひとり親支援施策の周知を

徹底した。 

平成 31 年 3 月末 

支給対象児童数 

6,718 人 

  

326 
ひとり親家庭等

医療費助成 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

ひとり親家庭の状況に応じて迅速

かつ長期的な経済的支援を行っ

た。また、申請時や年１回の現況

届時にひとり親支援施策の周知を

徹底した。 

対象者数 7,565 人   

327 
母子及び父子福

祉資金等貸付 

各総合支所保健

福祉センター子

ども家庭支援課 

(生活福祉課) 

経済的に困窮するひとり親家庭へ

の支援を行った。 
310 件 269 件 

328 
母子生活支援施

設入所 

子ども家庭課 

(各総合支所保健

福祉センター生

活支援課) 

関係機関と連携しながら、区内に

ある母子生活支援施設 3 施設で、

ひとり親の支援を実施した。 

13 人(3 施設) 15 人(3 施設) 

329 
ひとり親等家事

援助ホームヘル

パーの訪問 

児童相談支援課 

(各総合支所保健

福祉センター生

活支援課) 

小学３年生以下の児童を扶養する

日常生活の自立が困難なひとり親

家庭を対象 

・延利用時間数 

 

 

 

・利用回数 

・利用実世帯 

 

 

 

・2,371 時間 

(内訳：時間内

367 時間、時間外

2,004 時間) 

・1,003 回 

・27 世帯 

 

 

 

・3,503 時間 

(内訳：時間内

1,107 時間、時間

外 2,396 時間) 

・1,172 回 

・37 世帯 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

家庭相談やＤＶ相談においても相談員と連携し

て制度周知を行うことができた。また、住民記

録情報と連携して世帯の状況を随時把握し、的

確な案内ができた。 

特に、母子世帯は父子世帯に比べて収入が低

く、経済的に困窮するケースが少なくないが、

父子世帯に対する経済的支援も必要となって

いる。ひとり親家庭が安定した生活を営むまで

の長期的な支援を継続していく。 

  

家庭相談やＤＶ相談においても相談員と連携し

て制度周知を行うことができた。また、住民記

録情報と連携して世帯の状況を随時把握し、的

確な案内ができた。 

特に、母子世帯は父子世帯に比べて収入が低

く、経済的に困窮するケースが少なくないが、

父子世帯に対する経済的支援も必要となって

いる。ひとり親家庭が安定した生活を営むまで

の長期的な支援を継続していく。 

  

家庭相談やＤＶ相談においても相談員と連携し

て制度周知を行うことができた。また、住民記

録情報と連携して世帯の状況を随時把握し、的

確な案内ができた。 

特に、母子世帯は父子世帯に比べて収入が低

く、経済的に困窮するケースが少なくないが、

父子世帯に対する経済的支援も必要となって

いる。ひとり親家庭が安定した生活を営むまで

の長期的な支援を継続していく。 

  

ひとり親家庭の父母が扶養している児童の就学

支度資金や修学資金を中心に支援を行なうとと

もに、父母の技能修得や住居確保等に資金融資

を行った。このことで、ひとり親家庭の父母の

経済的自立を支援し、扶養している児童の福祉

を増進することが出来た。 

継続実施。ひとり親世帯のうち経済的に困窮し

ている世帯を支援することで、世帯の経済的自

立を促し、貧困の連鎖を防ぐことができること

から、今後も支援の充実に努める。 

  

関係機関との情報共有・連携を図りながら、各

母子生活支援施設においてひとり親の母が自立

に向けた支援を実施することができた。 

関係機関との情報共有と連携を図りながら、引

き続きひとり親の母への支援の充実が図れる

ように母子生活支援施設の活用による支援を

実施する。 

  

ニーズの高い訪問に対応できる委託事業者が増

えたことにより、実績が平成 30 年度を大きく上

回った。 

引き続き、多様なニーズに応えられる事業者の

確保に努める。 
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基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 
 

課題１１ ひとり親家庭等が安心して生活できる環境づくり 
  

施策④ ひとり親家庭の子どもへの支援       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

330 
ひとり親家庭等の

子どもの学習支援

事業 

子ども家庭課 

学習習慣の定着と苦手科目の克

服をめざし学習支援を実施 

・登録生徒数計 

・参加生徒累計 

・参加ボランティア累計 

 

 

・77 名 

・873 名 

・758 名 

 

 

・89 名 

・899 名 

・831 名 

331 
ひとり親家庭等の

高等卒業程度認定

試験合格支援事業 

子ども家庭課 

(各総合支所保健

福祉センター生活

支援課) 

高等学校を卒業していない(中

退を含む)ひとり親家庭の親ま

たは子どもが、高等学校卒業程

度認定試験合格のため講座を受

講したとき、経費の一部を支給 

0 件 0 件 

332 教育相談 
教育相談・特別支

援教育課 

・教育相談室：心理教育相談員

が集団への適応や発達、性自認

等に関して悩みを抱える幼児・

児童・生徒及び保護者からの相

談に対し、心理的な支援を実施。 

  また、学校からの相談に対し、

スクールソーシャルワーカーを

中心として、ひとり親家庭等が

抱える福祉的課題の解決に向け

ても支援を実施｡ 

・区立小中学校：スクールカウ

ンセラーが教員や関係機関と連

携しながら同様の支援を実施。 

・教育相談回数： 

  15,984 回 

・学校支援件数： 

  1,667 件 

・スクールカウン

セラー相談回数： 

  93,352 回 

・教育相談回数： 

  15,404 回 

・学校支援件数： 

  1,581 件 

・スクールカウン

セラー相談回数： 

  85,276 回 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

関係機関との情報共有・連携を図りながら子ど

もたちの個々のペース、課題解決に向けて寄り

添った学習支援を実施することが出来た。 

関係機関との連携を図りながら、引き続きひと

り親家庭等の子どもたちの学習習慣の定着や

苦手科目等の克服を目指す。 

  

チラシ・区報・Twitter 等で事業周知を図り、

子ども家庭支援センターへの相談はあったもの

の、受講中の費用負担が大きいこと等から、実

績には繋がらなかった 

引き続き区民への周知を行い、実績につなげ

る。 

再掲 

(課題 11 施策②) 

心理教育相談員を１名増員し、スクールカウン

セラーや関係諸機関と連携した学校内外の相談

体制の一層の強化に取り組むことができた。 

複雑化・多様化する相談内容に対して各機関が

連携し適切な支援につなげるため、引き続き学

校内外の教育相談体制の充実に取り組んでい

く。 
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基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 
 

課題１２ 性的マイノリティ等多様な性への理解促進と支援 
  

施策① 就労・災害時等における性的マイノリティへの支援     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

333 
地域防災計画への

配慮等の取組みの

位置づけ 

災害対策課 平成 29 年度に取組み終了   

334 
性的マイノリティ

の相談・居場所事

業の充実 

人権・男女共同

参画担当課 

・「セクシュアル・マイノリティ

のための世田谷にじいろひろば電

話相談、交流スペース」の実施 

・電話相談 

 92 件 

 (年 47 回) 

・交流スペース 

 延 65 人 

 (年 12 回) 

 

 

 

 

・電話相談 

 92 件 

 (年 47 回) 

・交流スペース 

 34 人 

 (年 9 回)※新型

コロナウイルス感

染症の拡大防止に

伴い、2 月、3 月は

中止 

335 
社会保険・労働相

談 

世田谷区産業振

興公社 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

令和元年度は事前予約、定期相談

をあわせて 343 名の相談があっ

た。うち女性の相談が 230 名で、

全体の 7 割弱を占めた。相談内容

は、労働基準法、雇用保険、解雇

に関すること、ハラスメントなど

が多かった。 

368 名 

(うち女性 233 名) 

343 名 

(うち女性 230 名) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

 

令和 3 年修正予定の地域防災計画において、よ

り充実した多様性に配慮した女性の視点の取

組みを反映していく。 

  

当事者、そうかもしれないと悩んでいる方、ご

家族や支援者の方からの相談に応じることで、

性的マイノリティ当事者への支援及び理解促進

を図ることができた。 

継続して、性的マイノリティの相談、居場所事

業を実施する。 

※男女共同参画

センター事業 

平成 30 年度より、事前予約による相談件数は減

少したが、来所による相談件数は同水準だった。 

「相談したことによって悩みや疑問を解消でき

た。」「どこに相談していいのかわからなかっ

たので、話を聴いてもらえてよかった。」とい

う声をいただいた。 

継続実施。引き続き周知活動を実施し、より多

くの区民の方及び事業者に利用してもらえる

ように努める。 

再掲 

(課題 1 施策⑤) 
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基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 
 

課題１２ 性的マイノリティ等多様な性への理解促進と支援 
  

施策② 性的マイノリティへの理解の促進     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

336 
広報紙・ホームペ

ージでの啓発 

人権・男女共同

参画担当課 

区政 PR コーナーや区ホームペー

ジにおいて周知・啓発を行った。 
    

337 
情報紙「らぷらす」

の発行 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度の発行内容 

・第 79 号(7 月発行) 

内容：巻頭インタビュー(稲垣

えみ子氏)何もないけれどすべ

てがある～地域と繋がるゴキ

ゲンな暮らし～ ほか 

・第 80 号(12 月発行) 

内 容 ： 巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

(LiLiCo 氏)「女性だから」とは

思わない 仕事も育児も好き

なようにやる。 ほか 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

各 4,200 部 

(年 2 回) 

338 
男女共同参画関連

図書資料、ポスタ

ー等の収集・提供 

人権・男女共同

参画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

339 
“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 

340 
性的マイノリティ

理解講座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・セクシュアル・マイノリティフ

ォーラム(全 1 回)パネルディス

カッション、分科会、交流会等 

・セクシュアル・マイノリティ支

援者養成研修講座 

令和元年度の実施内容 

 基礎編：全 4 回 16 講座 

 実践編：全 4 回 11 講座 

・延 435 人 

 

 

・延 997 人 

 

 

 

 

・延 446 人 

 

 

・延 1,400 人 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

配偶者暴力相談支援センターの機能整備にあ

わせて発信を増加し、区民への周知に努めるこ

とができた。 

今後も機会に応じて周知・啓発を継続してい

く。 

再掲 

(課題 8 施策⑥) 

区民に対し、著名人へのインタビューを通じて

男女共同参画に関する今日的なテーマについ

て効果的に情報発信をすることができた。加え

て、男女共同参画先進事業者表彰など、区の施

策についても情報発信をすることができた。 

今後も著名人へのインタビューを通じて男女

共同参画に関する情報提供を継続しつつ、「世

田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」をはじめとする区の施

策について、読者に広く周知できるよう、効果

的な記事を掲載する。 

再掲 

(課題 1 施策⑤) 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸

し出しや、様々な課題に対する展示を通して、

男女共同参画の理解促進を図ることができた。

選書により不要となった図書について、区民へ

の頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策⑤) 

※男女共同参画セ

ンター事業 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進

めた。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライ

ンツール活用により、情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画セ

ンター事業 

講演会や分科会を開催することで、性的マイノ

リティについての正しい知識を提供するとと

もに、当事者や支援者と交流を図る機会を提供

することで、性的マイノリティへの理解促進に

寄与することができた。また、支援者養成研修

講座では、性的マイノリティの相談や支援を行

う人材を養成することができた。 

継続して、性的マイノリティ理解促進のための

講座を実施する。 

※男女共同参画セ

ンター事業 
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基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 
 

課題１２ 性的マイノリティ等多様な性への理解促進と支援 
  

施策③ 同性パートナーシップに関する取組み     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

341 
世田谷区パートナ

ーシップ宣誓の取

組み 

人権・男女共同

参画担当課 

同性カップルである区民がその自

由な意思によるパートナーシップ

の宣誓を区長に対して行い、同性

カップルの気持ちを区が受け止

め、区長名の宣誓書受領証を交付 

平成30年度:20件 

(平成 27 年度：25

件、平成 28 年度

23 件、平成 29 年

度 19 件) 

令和元年度：30 件 

(平成 27 年度：25

件、平成 28 年度

23 件、平成 29 年

度 19 件、平成 30

年度：20 件) 

342 

世田谷区パートナ

ーシップ宣誓の取

組みの関係機関へ

の働きかけ 

人権・男女共同

参画担当課 

条例ＰＲリーフレットの配布や、

男女共同参画情報紙「らぷらす」

での記事掲載、掲載区政 PR コーナ

ーでの掲示など、性的マイノリテ

ィに対する理解や支援を呼びかけ

た。 

条例ＰＲリーフレ

ットの配布により

関係所管に性的マ

イノリティ支援を

呼びかけ 

条例ＰＲリーフレ

ットの配布により

関係所管に性的マ

イノリティ支援を

呼びかけ 

343 
住まいの確保の支

援 
住宅管理課 

区営、区立住宅募集において、同

性者を入居資格対象者としてい

る。 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

令和元年度より、希望する方に小型受領の交付

を開始したことで、制度の利便性を向上するこ

とができた。また、パートナーシップ宣誓の取

組みを継続して実施することで、当事者の気持

ちを受け止めると同時に、広く区民へも LGBT

に関する理解促進を図ることができた。 

継続して実施する。   

パートナーシップ宣誓の取組みについて継続

して情報発信することで、広く理解促進を図る

ことができた。 

状況に応じ、継続して実施する。   

相談及び申込みに適正に対応する。 

今後の募集においても引続き、本制度を継続す

るとともに、じゅうフォメーション等を活用

し、区民への周知を図る。 
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基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 
 

課題１２ 性的マイノリティ等多様な性への理解促進と支援 
  

施策④ 性的マイノリティの相談体制・居場所づくりの整備     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

344 こころの健康相談 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

こころの病を心配している方とそ

の家族・関係者等を対象に医師・

保健師による健康相談を実施 

240 人 

全 108 回 

全 101 回 

利用者実数 269 人 

   延数 281 人 

345 
思春期こころの健

康相談(子ども・思

春期) 

各総合支所保健

福祉センター健

康づくり課 

思春期に多い不安や悩みから起こ

るこころの問題について、児童思

春期精神科医・保健師による思春

期こころの相談を実施。 

144 人(延 148 人) 

各支所年 11～12

回、全 58 回 

実施回数：5 支所 

全 58 回、 

利用者実数 79 人、 

   延数 92 人 

346 
性的マイノリティ

の相談・居場所事

業の充実 

人権・男女共同

参画担当課 

・「セクシュアル・マイノリティ

のための世田谷にじいろひろば電

話相談、交流スペース」の実施 

・電話相談 

 92 件 

 (年 47 回) 

・交流スペース 

 延 65 人 

 (年 12 回) 

 

 

 

 

・電話相談 

 92 件 

 (年 47 回) 

・交流スペース 

 34 人 

 (年 9 回)※新型

コロナウイルス感

染症の拡大防止に

伴い、2 月、3 月は

中止 

347 
こころスペース

(思春期の匿名相

談) 

世田谷保健所健

康推進課 

思春期のこころの相談を、アクセ

スしやすい場所で、予約なく匿名

で受けられる機会を提供 

17 件(全 15 回) 22 件(全 12 回) 

348 教育相談 
教育相談・特別

支援教育課 

・教育相談室：心理教育相談員が

集団への適応や発達、性自認等に

関して悩みを抱える幼児・児童・

生徒及び保護者からの相談に対

し、心理的な支援を実施。 

  また、学校からの相談に対し、

スクールソーシャルワーカーを中

心として、ひとり親家庭等が抱え

る福祉的課題の解決に向けても支

援を実施｡ 

・区立小中学校：スクールカウン

セラーが教員や関係機関と連携し

ながら同様の支援を実施。 

・教育相談回数： 

  15,984 回 

・学校支援件数： 

  1,667 件 

・スクールカウン

セラー相談回数： 

  93,352 回 

・教育相談回数： 

  15,404 回 

・学校支援件数： 

  1,581 件 

・スクールカウン

セラー相談回数： 

  85,276 回 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

こころの病についての理解が深まるように、病

気の説明や困りごとの対応方法についての助

言などを行った。相談することで対応によい変

化がみられたり、専門機関などにつながる事例

もあった。 

継続実施予定 
再掲 

(課題 10 施策②) 

思春期に起こりやすいこころの問題について

専門医による見立てや、対応方法の助言、およ

び医療機関・社会資源紹介のニーズがあるため

必要である。 

継続実施予定 
再掲 

(課題 10 施策②) 

当事者、そうかもしれないと悩んでいる方、ご

家族や支援者の方からの相談に応じることで、

性的マイノリティ当事者への支援及び理解促

進を図ることができた。 

継続して、性的マイノリティの相談、居場所事

業を実施する。 

再掲 

(課題 12 施策①) 

※男女共同参画セ

ンター事業 

平日の午前 午後、夕方と時間帯を変えて実施

した。相談回数を 3 回減らしたが、相談者は増

加した。 

匿名・予約の、敷居の低い相談として機能し、

継続相談が必要な方は、相談者の同意の上地区

担当保健師等につないだ。 

学校へちらしを配布時は一時的に相談者が増

加するため、効果的に配布する。さらに、HP

やツイッター等で相談の周知の充実を図って

いく。 

再掲 

(課題 10 施策②) 

心理教育相談員を１名増員し、スクールカウン

セラーや関係諸機関と連携した学校内外の相

談体制の一層の強化に取り組むことができた。 

複雑化・多様化する相談内容に対して各機関が

連携し適切な支援につなげるため、引き続き学

校内外の教育相談体制の充実に取り組んでい

く。 

再掲 

(課題 11 施策④) 
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基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 
 

課題１２ 性的マイノリティ等多様な性への理解促進と支援 
  

施策⑤ 区職員・教育分野等における理解促進     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

349 
介護職員研修によ

る理解促進 

高齢福祉課 

保健医療福祉推

進課 

・引き続き、世田谷区福祉人材育

成・研修センターの新任者向けの

４つの研修でリーフレットを配付 

 

・昨年度に引き続き、世田谷区福

祉人材育成・研修センターにおい

て、「多様性を認め合いより良い

支援を目指して～性的マイノリテ

ィの理解のために～」研修を実施

した。 

・4 研修 

約 140 名 

 

 

・集団指導参加者 

 約 380 名 

 

 

・研修受講者 

 46 名 

・4 研修 

 約 160 名 

 

・研修受講者 

 23 名 

350 
職員に対する研修

の実施 

世田谷保健所健

康推進課 

人権・男女共同

参画担当課 

職員向けに性的マイノリティ理解

促進研修を実施した。受講者には

性的マイノリティ支援(ALLY)バッ

チを配付。 

自殺対策実務者連絡会を、研修担

当課との共催「自殺予防普及啓発」

研修に変更し、性的マイノリティ

やＤＶの問題を含む区民の困りご

との気づきを促し、必要な支援に

つなぐための職員育成を実施して

いる。 

性的マイノリティ

研修 100 人 

実務担当者連絡会 

27 人 

性的マイノリティ

研修 109 人 

実務担当者連絡会 

50 人 

351 

区立学校教職員を

対象とした人権教

育推進にかかわる

研修の実施 

教育指導課 

性の役割や性同一性障害者、性的

指向等の内容について、基礎的な

理解だけでなく、学校現場におけ

る具体的な対応や、児童・生徒へ

の理解について、教員研修で啓発 

  年３回 実施 

352 
実践的な人権教育

の計画的な実施 
教育指導課 

令和 2 年度の教育課程届出におい

ても、人権教育全体計画に人権課

題として「性同一性障害者」「性

的指向」を取り入れるよう周知 

    

353 
性的マイノリティ

の理解の授業のた

めの教材の検討 

教育指導課 

平成 29 年度に作成した性的マイ

ノリティの理解の授業のための教

材を活用した授業公開を実施 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

性的マイノリティ等多様な性に関し基本的な

知識を身につけると共に、普段の業務に活かす

ことができるような研修を実施することがで

きた。 

世田谷区福祉人材育成・研修センターにおい

て、性的マイノリティに関する内容も包括した

研修を実施する等、理解促進に努めていく。 

  

毎年繰り返し職員に研修を実施することで、一

人ひとりの理解を促進するとともに、所属での

伝達により職場の多様な性へ配慮し支援する

体制づくりの継続につながった。令和元年 10

月策定の自殺対策基本方針の施策に性的マイ

ノリティーも謳ったことで、職員周知の機会が

広がった。 

同様に継続予定   

研修参加者の感想より、理解の深まりと各学校

での対応の見直し等を図ることができた。 

引き続き同様の研修を実施する。特に、夏季研

修において、小学校の実践事例を紹介していた

だくなど、より具体的な取組をイメージできる

ようにしていく。 

  

意図的・計画的に性的マイノリティ等多様な性

への理解促進を図ることができた。 
引き続き、推進していく。   

区立中学校全校で、性的マイノリティ理解の授

業内容が、同水準で行えるようになった。 

各校で新たな教材を活用した授業が行えるよ

うに啓発していく。 
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推進体制 男女共同参画社会の実現に向けた方策 

推進体制 男女共同参画社会の実現に向けた方策 
  

方策１ 男女共同参画センター“らぷらす”の機能の強化 
  

施策① 男女共同参画社会づくりのための「男女共同参画センター」機能拡充 

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

1 

学習・研修、情報

収集・提供、相談

機能の拡充と総合

的運用 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度は、ＤＶ相談と

女性の悩みごと相談を統合

し、女性の悩みごとＤＶ電

話・面接相談とし、開設時

間を拡大した。併せて、週 1

回受理会議、月 1 回専門家

を招いてＳＶを行い、相談

員の質の向上を目指した。

全相談事業合同の拡大カン

ファレンスでは、各相談事

業の相談員と担当課を含め

て情報共有を行った。また、

次年度以降の相談事業の内

容・構成・時間帯等につい

て改編準備を行った。さら

に、居場所事業を増やし、

多くの女性が参加できる場

所づくりに努めた。 

相談事業： 

ＤＶ電話相談 週2回 

女性の悩みごと相談 

週 1 回 

性的少数者電話相談 

週 1 回 

働き方サポート相談 

月 3 回 

男性電話相談 年7回 

 

居場所事業： 

情報提供ひろば 

月 1 回 

サポートグループ 

月 1 回 

性的少数者交流スペ

ース     月 1回 

 

拡大カンファレンス 

17 人(年 1 回) 

相談事業： 

女性の悩みごとＤＶ

電話相談   週 4回 

女性のためのサポー

トグループ  月 1回 

性的少数者電話相談 

週 1 回 

働き方サポート相談 

月 4 回 

女性のための起業・

経営相談   月 1回 

男性電話相談 月1回 

 

居場所事業： 

シンママカフェ～シ

ングルマザーのため

のグループ相談会～ 

月 1 回 

女性のためのブック

カフェ   隔月1回 

女性のためのニット

カフェ   隔月1回 

女性のためのからだ

とこころサロン 

隔月 1 回 

性的少数者交流スペ

ース     月 1回 

 

拡大カンファレンス 

17 人(年 1 回) 

2 
調査研究機能の整

備 

人権・男女共同

参画担当課 

男女共同参画センターにお

ける相談事業を対象にした

調査報告を行う。 

・H29 年度に実施した

学校出前講座受講

生アンケートをまと

め、報告書を作成 

回答数：区内中学

生 5 校 755 人 

・学校出前講座事業

の振り返りを、区

教育委員会指導主

事を交え実施 

・区内大学生を対象

にファシリテータ

ー養成講座を実施 

相談事業の受託を機

に「男女共同参画セ

ンターにおけるＤＶ

等相談事業の意義と

役割」についてまと

め、相談員、相談担

当専門職員を対象に

研修を実施 

3 

ライフステージ等

に応じた女性の就

労支援講座等の開

催 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度は、50 代の女性

を対象にした講座に加え、

区民企画協働事業の中で、

子育て世代の女性を対象に

した講座を行った。 

・「女性のための就労支援

講座 50 歳からの仕事・生

き方・私」 

・「『私らしい毎日、家族

のかたち』を見つけるワー

クショップ」 

 

 

 

 

 

・延 43 人参加 

(全 2 回) 

 

・－ 

 

 

 

 

 

延 69 人参加 

 

・59 人参加 

(全 3 回) 

 

・10 人参加 

(全 3 回) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

「相談」、「講座」、「情報収集・提供」が有

機的につながり、男女共同参画社会を目指すた

めに必要な環境を整えることができた。女性の

ための悩みごと・ＤＶ相談では、電話から面接

という、相談の基本ルートが確立され、相談の

質の充実を図ることができた。 

ＳＮＳを使った相談事業の検討を開始する。 

拡大カンファレンスを年間 2 回実施する。 

※男女共同参画

センター事業 

らぷらす学校出前事業については教育委員会指

導主事等との事業振り返りを経て、大学生ファ

シリテーターの例示等に改善を加え、中学生に

より理解しやすい内容にすることができた。 

「男女共同参画センターにおけるＤＶ等相談事

業の意義と役割」を基本に、相談事業の再構築

ができ、男女共同参画センターにおける相談事

業への相談員の理解が深まった。 

令和 2 年度(2020 年度)以降、次の３件の調査を

予定している。 

・新型コロナ感染拡大下におけるらぷらす起業

ミニメッセ出展者の現状調査 

・世田谷区における男女共同参画関連団体・グ

ループの意識、実態調査 

・世田谷区のジェンダー統計の収集、資料の作

成 

※男女共同参画

センター事業 

女性の就労に対する課題は、ライフステージご

とに異なるため、それぞれのステージの特性に

応じた講座を実施し、女性の就労支援を行った。 

継続してライフステージ等に応じた女性の就

労支援講座を実施する。 

再掲 

(課題 3 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

4 

女性起業家の育成

支援の総合的取組

み(講座、相談、イ

ンキュベーショ

ン・スペース等)

の拡充 

人権・男女共同

参画担当課 

・女性起業家交流会 

 

 

 

 

・女性のための起業・経営相談 

 

・女性のための起業支援塾＆サロ

ン 

・起業ミニメッセ出展準備講座 

・起業ミニメッセ 

 

・起業ステップアップ講座 

・らぷらす主体 

14 人(年 1 回) 

区民企画協働事業 

延 55 人 

(年 3 回) 

・延 38 人 

(年 10 回) 

・延 75 人 

(全 3 回) 

・延 25 人(年 1 回) 

・1,483 人 

 55 団体 

・延 25 人(年 2 回) 

・87 人(全 6 回) 

 

 

 

 

・延 28 人(全 8 回)

※2 月、3 月は中止 

・延 52 人 

(全 3 回) 

・23 人 

・2,306 人 

 47 団体 

・－ 

5 

男性のためのワー

ク・ライフ・バラ

ンス推進講座等の

開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・シネマサロン 

・パパ・バギーの日 

 

・参加型トークイベント 

・－ 

・延 80 人 

(年 3 回) 

・25 名(年 1 回) 

・31 名(年 1 回) 

・－ 

 

・－ 

6 
防災、地域活動関

連講座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

災害時のトイレに関する啓発展示

の実施(せたがや女性防災コーデ

ィネーター養成研修と連動した展

示) 

34 人(研修講座参

加者へ展示紹介) 
  

7 
ＤＶ等暴力防止・

被害者支援関連講

座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・離婚をめぐる法律・制度活用講

座 

・大学生のＤＶ防止ファシリテー

ター養成講座 

・上映会＆トーク「女を修理する

男」(平和資料館×男女共同参画セ

ンターらぷらす連動企画) 

・延 41 人(年 2 回) 

 

・延 20 人(全 6 回) 

 

・－ 

 

 

・延 37 人(年 2 回) 

 

・4 人 

 

・33 人 

 

 

8 
女性のためのここ

ろと身体の健康講

座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・暮らしのなかのアサーティブ・

トレーニング講座 

・女性のためのニットカフェ 

 

・リプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツに関するギャラリー展示 

・居場所事業「乳がん・婦人科が

ん経験のある女性のためのから

だとこころサロン」交流会 

・「乳がん・婦人科がん経験のあ

る女性のためのからだとこころ

サロン」特別編(講座) 

・区民企画協働事業 

 

 

 

・延 60 人 

(年 3 回) 

・延 121 人 

(年 6 回) 

・平成 31 年 3 月 

1 日～3 月 31 日 

・－ 

 

 

・－ 

 

 

・「女性がん患者

の身体と心」講

演会＆交流会 

延 36 人 

・延 61 人 

(年 3 回) 

・延 92 人 

(年 5 回) 

・令和元年 3 月 

1日～3月 31日 

・延 24 人 

(年 4 回) 

 

・22 人 

 

 

・本格ハンドマッ

サージ講座 

延 61 人 

(3 回連続実施) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

女性起業家を対象に、起業支援塾や起業ミニメ

ッセ出展準備講座による「学び」、起業ミニメ

ッセ等での「実践」、女性起業家交流会等での

「交流」の３つの柱を有機的につなげ、年間を

通じた支援を行った。 

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止の影響をうけ、展示販売の機会が減少した

現状から、らぷらすでは、女性起業家支援とし

て、起業ミニメッセをはじめ、イベント事業や、

マルシェを開催し、展示販売の機会を増やす。 

再掲 

(課題 3 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

父親には、WLB の意義と、育児への参画促進。

母親には、育児の負担軽減を図る取組みを実施

することにより、固定的な性別役割分担意識の

解消に寄与した。 

らぷらすでは、男性の積極的育児参加の促進を

目指して、10 年以上にわたり、パパ・バギーの

日、父と子のコミュニケーション講座、父と子

のクッキング講座、家族で楽しめるシネマサロ

ン等を実施してきた。その結果、区内の児童

館・子育て支援施設等で父親向けの講座が開催

されるようになったことを機に、らぷらすでの

父親向け育児支援講座を終了する。 

再掲 

(課題 1 施策②) 

※男女共同参画

センター事業 

せたがや女性防災コーディネーター養成研修と

連動させて啓発展示を実施することにより、防

災・災害分野への男女共同参画の視点の重要性

を周知することができた。 

せたがや女性防災コーディネーター養成研修

と連動して地域への公開講座を実施し、効率

的・効果的な啓発を進める。 

再掲 

(課題 6 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

各講座を実施により、ＤＶ被害者への支援、Ｄ

Ｖ未然防止のため若年層への働きかけを行うこ

とができた。令和元年度は、平和資料館を会場

にし、シネマの上映会を行い、参加者にらぷら

すの紹介と、パープルリボンツリーへの参加を

促した。 

継続して、「離婚をめぐる法律講座」を実施す

る。 

再掲 

(課題 7 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

こころと身体の健康について正確な知識・情報

を提供し、健康づくりを支援することができた。

また、女性が安心・安全に過ごせる場所と時間

を提供することで、心身のリラックスを促し、

女性をエンパワーメントすることができた。 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ(からだと

性に関する女性の健康と権利)に関する展示

と、「女性のためのニットカフェ」「アサーテ

ィブ・トレーニング講座」の実施に加え、婦人

科がん経験者を対象とした居場所事業「女性の

ためのからだとこころサロン」及び講座形式で

の情報提供、支援を引き続き実施する。 

再掲 

(課題 10 施策②) 

※男女共同参画

センター事業 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

9 
シングルマザー支

援講座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・シンママカフェ(シングルマザー

のためのグループ相談会) 

 

 

 

・シングルマザー応援フェスタ 

(講演会、相談会、情報提供等) 

 

・延 27 人 

(年 6 回) 

 

 

 

・426 人 

 

 

・延 29 人 

(年 5 回) 

※台風による

休館のため 10

月は中止 

・新型コロナウイ

ルス感染症の拡大

防止に伴い中止 

10 
性的マイノリティ

理解講座等の開催 

人権・男女共同

参画担当課 

・セクシュアル・マイノリティフ

ォーラム(全 1 回)パネルディス

カッション、分科会、交流会等 

・セクシュアル・マイノリティ支

援者養成研修講座 

令和元年度の実施内容 

 基礎編：全 4 回 16 講座 

 実践編：全 4 回 11 講座 

・延 435 人 

 

 

・延 997 人 

 

 

 

 

・延 446 人 

 

 

・延 1,400 人 

 

 

 

 

11 
男女共同参画関連

図書資料、ポスタ

ー等の収集・提供 

人権・男女共同

参画担当課 

男女共同参画センターにて、図書

資料を収集した他、ギャラリー展

示を実施した。 

・図書資料の収集 

随時(950 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

・図書資料の収集 

随時(932 冊を

新たに収集) 

・年 6 回 

12 
“らぷらす”情報

紙、ＨＰ等による

情報発信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

シングルマザー(プレシングルマザー＝離婚準

備中・検討中を含む)のための支援講座を実施す

ることで、ひとり親家庭の自立支援を図ること

ができた。 

グループ相談会については名称を変更して実

施し、より多くの方に参加いただけるよう周知

に努める。シングルマザー応援フェスタについ

ては、継続して実施予定。 

再掲 

(課題 11 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

講演会や分科会を開催することで、性的マイノ

リティについての正しい知識を提供するととも

に、当事者や支援者と交流を図る機会を提供す

ることで、性的マイノリティへの理解促進に寄

与することができた。また、支援者養成研修講

座では、性的マイノリティの相談や支援を行う

人材を養成することができた。 

継続して、性的マイノリティ理解促進のための

講座を実施する。 

再掲 

(課題 12 施策②) 

※男女共同参画

センター事業 

男女共同参画関連図書資料の区民などへの貸し

出しや、様々な課題に対する展示を通して、男

女共同参画の理解促進を図ることができた。選

書により不要となった図書について、区民への

頒布を行った。 

継続して、ギャラリー展示を行う。また男女共

同参画関連図書資料を積極的に収集するとと

もに、区民への情報発信に取り組む。 

再掲(課題 1 施策

①)※男女共同参

画センター事業 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

再掲 

(課題 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

13 
女性のための相談

事業の充実と総合

案内機能の検討 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度は、ＤＶ相談と女性の

悩みごと相談を統合し、女性の悩

みごとＤＶ電話・面接相談とし、

開設時間を拡大した。併せて、週

1 回受理会議、月 1 回専門家を招

いて SV を行い、相談員の質の向上

を目指した。全相談事業合同の拡

大カンファレンスでは、各相談事

業の相談員と担当課を含めて情報

共有を行った。また、次年度以降

の相談事業の内容・構成・時間帯

等について改編準備を行った。さ

らに、居場所事業を増やし、多く

の女性が参加できる場所づくりに

努めた。 

相談事業： 

ＤＶ電話相談 

週 2 回 

女性の悩みごと相

談    週 1 回 

性的少数者電話相

談    週 1 回 

働き方サポート相

談    月 3 回 

男性電話相談 

年 7 回 

 

居場所事業： 

情報提供ひろば 

月 1 回 

サポートグループ 

月 1 回 

性的少数者交流ス

ペース  月 1 回 

 

 

拡大カンファレン

ス 17人(年1回) 

相談事業： 

女性の悩みごとＤ

Ｖ電話相談 

週 4 回 

女性のためのサポ

ートグループ 

月 1 回 

性的少数者電話相

談    週 1 回 

働き方サポート相

談    月 4 回 

女性のための起

業・経営相談 

月 1 回 

男性電話相談 

月 1 回 

 

居場所事業： 

シンママカフェ～

シングルマザーの

ためのグループ相

談会～  月 1 回 

女性のためのブッ

クカフェ 

隔月 1 回 

女性のためのニッ

トカフェ 

隔月 1 回 

女性のためのから

だとこころサロン 

隔月 1 回 

性的少数者交流ス

ペース  月 1 回 

 

拡大カンファレン

ス 17人(年 1回) 

14 

ライフステージ等

に応じた女性のた

めの就労・起業支

援相談の実施 

人権・男女共同

参画担当課 

就職・再就職、職場の人間関係や

仕事と家庭・子育ての両立等、ラ

イフステージに応じた女性の働き

方に関する相談「女性のための働

き方サポート相談」を男女共同参

画センターらぷらすで実施した。 

75 件(月 3 回) 118 件(年 48 回) 

15 
女性のための悩み

ごと、ＤＶ相談の

実施 

人権・男女共同

参画担当課 

・「ＤＶ電話相談」(ＤＶ被害者の

ほか、家族、知り合い等の周囲

の方々からの相談)と「女性のた

めの悩みごと相談」(生き方、家

庭や職場などにおける悩みごと

等に関する面接相談)を統合し、

「女性のための悩みごと・ＤＶ

相談」として、電話相談及び面

接相談を実施。 

・ＤＶ相談専用ダイヤル (配偶者

等暴力に関する相談を受ける専

用電話窓口) 

・ＤＶ電話相談 

409 件 

 

 

・女性のための悩

みごと相談 

382 件 

 

 

・59 件 

 

 

・女性のための悩

みごと・ＤＶ相

談 

785 件 

(内訳) 

・電話 674 件 

・面接 111 件 

 

 

・160 件 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

「相談」、「講座」、「情報収集・提供」が有

機的につながり、男女共同参画社会を目指すた

めに必要な環境を整えることができた。女性の

ための悩みごとＤＶ相談では、電話から面接と

いう、相談の基本ルートが各地るされ、相談の

質の充実を図ることができた。 

ＳＮＳを使った相談事業の検討を開始する。 

拡大カンファレンスを年間 2 回実施する。 

※男女共同参画

センター事業 

就労を望む女性が抱える様々な課題を整理し、

解決に向けて行動を促すことができた。令和元

年度から相談日を土曜日と固定したことで、相

談件数が増加した。 

引き続き、土曜日を相談日とし、「女性のため

の働き方サポート相談」の定着を図る。 

再掲 

(課題 3 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

悩みごと相談とＤＶ相談を統合し相談事業を実

施することで、様々な悩みごとに広く対応する

と同時に、ＤＶ被害者がより相談に繋がりやす

くなり、必要な人が必要な支援につながること

を支援できた。 

また、ＤＶ相談専用ダイヤルの運営により、区

民の相談機会を拡大することができた・ 

「女性のための悩みごと・ＤＶ相談」は引き続

き、、電話相談及び面接相談を統合して実施す

る。令和 2 年度中にメールによる相談受付を開

始するとともに、今度、ＳＮＳによる相談対応

を検討する。 

再掲 

(課題 7 施策②) 

※男女共同参画

センター事業 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

16 

シングルマザー・

性的マイノリティ

等の相談・居場所

事業の充実 

人権・男女共同

参画担当課 

シングルマザーが、同じ立場の女

性と分かち合いを行い、必要な情

報を得ることが出来る相談会「シ

ンママカフェ」と安心安全な地域

の居場所「シングルマザー応援フ

ェスタ」等を提供した。また、子

ども家庭課の実施する「養育費相

談会」と「PC 講座」で、らぷらす

の事業紹介を行った。 

・シンママカフェ～シングルマザ

ーのグループ相談会～ 

 

 

・シングルマザー応援フェスタ 

(講演会、相談会、情報提供等) 

 

 

「セクシュアル・マイノリティの

ための世田谷にじいろひろば電話

相談、交流スペース」では、当事

者、そうかもしれないと悩んでい

る方、その家族や支援者からの相

談に応じることで、性的マイノリ

ティ当事者への支援及び理解促進

を図った。さらに、「セクシュア

ル・マイノリティ支援者養成講座

基礎編・実践編」を実施し、支援

者を養成した。 

・「セクシュアル・マイノリティ

のための世田谷にじいろひろば電

話相談、交流スペース」 

  ・電話相談 

  ・交流スペース 

・27 人(年 6 回) 

 

 

 

・570 人(年 1 回) 

 

 

 

 

・92 件(年 47 回) 

・65 人(年 12 回) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・延 29 人(年 5 回) 

※台風による

休館のため 10

月は中止 

・新型コロナウイ

ルス感染症の拡大

防止に伴い中止 

 

 

・電話相談 

 延 131 人 

 (全 48 回) 

・交流スペース 

 延 35 人 

 (全 9 回) 

※12 月は年末

年始休館に重

なったため実

施なし。2 月・3

月は新型コロ

ナウイルス感

染症拡大防止

のため中止 

17 
男性が相談しやす

い相談事業の充実 

人権・男女共同

参画担当課 

平成 30 年度より、男性のための専

用相談を開設した。 
2 件(年 7 回) 

15 件(年 11 回) 

※台風による休館

のため 10 月は

中止 

18 
共働作業場(コ・ワ

ーキング・スペー

ス)との連携 

人権・男女共同

参画担当課 

工業・ものづく

り・雇用促進課 

子ども家庭課 

「子育てしながら働くことができ

るワークスペース」について、利

用登録者 37 名のうち、約４割は女

性であった。(工業・ものづくり・

雇用促進課) 

 

 

「ワークスペースひろば型」につ

いて、2 か所(砧地域・烏山地域)

を開設し、区内計 4 か所での開設

となった。(子ども家庭課) 

 

「子育てしながら

働くことができる

ワークスペース事

業」(1 か所) 

 

 

 

「子どもの近くで

働くことができる

ワークスペース事

業」(2 か所) 

 

「子育てしながら

働くことができる

ワークスペース」

利用登録者 37 名 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

 

「ワークスペース

ひろば型」(2 か

所：砧地域・烏山

地域)計 4 か所(子

ども家庭課) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

シングルマザーに特化した支援講座を実施する

ことで、シングルマザーが抱える課題の共有、

仲間意識が醸成され、自立支援を図ることがで

きた。 

 

相談、交流スペースの利用者は、潜在的で深刻

化しやすい傾向がうかがえるため、身近な支援

者を増やしていくために、「支援者養成研修講

座」を実施することができたことは、性的マイ

ノリティが相談しやすい環境の整備につなが

る。 

継続して、シングルマザーや性的マイノリティ

への相談、居場所事業を実施する。 

※男女共同参画

センター事業 

相談の機会が少ない男性に向けて事業を実施

し、男女共同参画の実現に向けた環境を整備す

ることができた。 

ポスター・ＰＲカードの作成、掲示、配布等に

より広報活動に注力し、件数を伸すよう努め

る。 

男性の相談を受ける機会を増やすため、回数を

毎月 1 回に増やし、実施する。 

再掲 

(課題 8 施策⑥) 

※男女共同参画

センター事業 

「子育てしながら働くことができるワークスペ

ース」について、一時保育利用者に限定してい

た利用対象者の拡大を図り、就学前児童の保護

者にも利用を開放した。利用者からは「保育所

に預けた後自宅に戻らず仕事ができる」「集中

して作業ができる」などがあった。(工業・もの

づくり・雇用促進課) 

 

「ワークスペースひろば型」については、前年

度の事業実績をもとに検証し、新たな事業者の

開設前の相談に的確に対応したため、2 か所を

開設することができた。(子ども家庭課) 

「子育てしながら働くことができるワークス

ペース」については、令和 2 年 3 月で検証実施

を終了し、令和 2 年 4 月からは世田谷区産業振

興公社が運営する。(工業・ものづくり・雇用

促進課) 

 

「ワークスペースひろば型」については令和 2

年度中に 1 か所整備し、区内全地域で運営を開

始することにあわせ、利用者アンケートの実施

などを行い、より利用者の視点に立った事業を

めざす。(子ども家庭課) 

再掲 

(課題 3 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

19 
子育て世代の地域

活動等を支える一

時保育事業の実施 

人権・男女共同

参画担当課 

相談事業と男女共同参画センター

の事業者の一本化にあわせ、ひと

とき保育を利用できる相談事業・

居場所事業を拡大した。 

・相談事業： 

2 事業 

・居場所事業： 

5 事業 

・相談事業： 

2 事業 

・居場所事業： 

5 事業 

20 
災害時の女性支援

拠点としての機能

の整備 

人権・男女共同

参画担当課 

男女共同参画センター内部職員研

修で、非常時における避難訓練を

実施した。また、女性の視点を活

かした震災時のトイレに関する啓

発展示を実施した。 

・職員研修として、

非常時における

来館者避難訓練

を実施 

・災害時における

トイレの啓発展

示 

・職員研修として、

非常時における

来館者避難訓練

を実施 

・災害対策課事業

に協力して、被

災地(熊本、仙

台)の女性リー

ダーを招いての

施設管理等の講

座を実施。同時

に災害時におけ

るトイレの啓発

展示 

21 

区民の主体的活動

を支援するための

施設整備の充実と

柔軟な運営 

人権・男女共同

参画担当課 

ＡＶ資料の試聴コーナーを再開し

た。 

館内での飲食利用を可能とした。 

・ＡＶ資料の視聴

コーナーの再開

を検討 

・館内での飲食を

可能とした 

・ＡＶ資料の視聴

コーナーを再開 

・働き方サポート

相談ブースを 3

階に設置 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

相談事業や居場所事業の参加者が子連れで来所

参加できるようになり、利便性が向上した。 

男女共同参画センターで実施する相談・居場所

事業を拡大する際に、ひととき保育を設定す

る。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため 9 月から再開する。 

※男女共同参画

センター事業 

避難訓練を実施することで、非常時における職

員の行動・対応について確認し、災害時の女性

支援拠点の基盤を整えることができた。 

世田谷区地域防災計画の修正(令和 2 年度実施

予定)にあわせ、災害時における各種相談や就

労支援等生活再建支援を含めた女性支援の拠

点としての体制整備について検討する。 

※男女共同参画

センター事業 

AV 視聴コーナーがあることで、AV の貸出に来館

者もおり、視聴コーナーの設置によって、AV 貸

し出し増加につながった。また、館内での飲食

可能としたことによって、研修室利用前後に、

情報交流コーナーを利用する来館者が増えた。 

来館者にとって、安心安全な場であることは担

保しつつ、継続して来館したくなる施設を目指

していく。 

※男女共同参画

センター事業 
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推進体制 男女共同参画社会の実現に向けた方策 
  

方策１ 男女共同参画センター“らぷらす”の機能の強化 
  

施策② 区関係所管、関係機関、民間支援組織、NPO、学校、企業、地域活動団体等との連携 

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

22 

ＮＰＯ・グルー

プ・団体等との連

携・協働による男

女共同参画講座等

事業の充実 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度の区民企画協働事業 

・パパと子どもの食育講座 

・心地よいコミュニケーション～

本格ハンドマッサージ講座 

・「私らしい毎日、家族のかたち」

を見つけるワークショップ 

・レインボーバレンタイン＠らぷ

らす 

年 5 団体 

延 198 人参加 

年 4 団体 

延 195 人参加 

23 

区内中学・高校等

との連携・協働に

よるデートＤＶ防

止講座等学校出前

事業の拡充 

人権・男女共同

参画担当課 

高校生を対象に、デートＤＶ防止

をテーマに、学校出前講座を実施

した。 

区立中学校は、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止のため、予定

していた 3 校すべてが中止となっ

た。 

10 校 

延 2,194 人 

2 校 

延 555 人 

24 

区内事業者や地域

経済団体等との連

携・協働によるワ

ーク・ライフ・バ

ランス等関連事業

の実施 

人権・男女共同

参画担当課 

仕事と生活の調和について考える

きっかけとなるよう、区・関係機

関が連携して実施した。 

延 69 人参加 延 91 人参加 

25 

区、ＮＰＯ等との

連携・協働による

男女共同参画視点

での防災・災害・

復興関連事業の実

施 

人権・男女共同

参画担当課 

・災害対策課が実施する女性防災

コーディネーター養成講座連携し

て、女性の視点を活かした震災時

のトイレに関する啓発展示を実施 

・「せたがやＮＰＯ防災アクショ

ン」に参加 

・せたがや女性防

災コーディネータ

ー養成研修を災害

対策課に協力して

運営に参加 

・世田谷区女性防

災リーダー育成検

討委員会委員とし

て活動(年 6 回) 

・太子堂地区防災

講演会の企画・開

催に協力 

・せたがや女性防

災コーディネータ

ー養成研修を災害

対策課に協力して

運営に参加 

・世田谷区女性防

災リーダー育成検

討委員会委員とし

て活動(年 3 回) 

・上町防災塾のワ

ークショップの企

画・開催に協力 

26 

“らぷらす”情報

紙やホームページ

による、連携・協

働に関する情報発

信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

男女共同参画についての課題解決を目指して地

域で活動する団体と協働することで、きめ細か

な事業を実施するとともに、団体の今後の活動

を持続していくための支援を行うことができ

た。 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

区民企画協働事業の募集業務を 4月に開始する

ことが困難なため、令和 2 年度は、らぷらすの

イベント事業の中で、グループ・団体等と協働

を進める。 

再掲 

(課題 1 施策④) 

※男女共同参画

センター事業 

区立中学においては、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため中止となった。しかし、各学

校とは実施に向けての調整は進んでおり、教育

委員会及び区内中学校とは、学校出前講座を実

施することを目指し、人権尊重及び男女共同参

画の理解を深めることができた。 

継続して中学生・高校生を対象に、学校出前講

座を実施する。 

再掲 

(課題 7 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

各事業の参加者には、ワーク・ライフ・バラン

スの推進に資する情報や講座等を届けることが

できた。定員 200 名に対し、45.5％となり、平

成 30 年度を上回った。 

令和 2年度は新型コロナウイルスの影響による

事業見直しのため、中止。 

再掲 

(課題 2 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

平成 30 年度に引き続き、災害対策課が実施する

講座と連携することで、講座参加者を中心に、

災害時における男女共同参画の視点の重要性を

ひろく周知することができた。 

また、「せたがやＮＰＯ防災アクション」の研

修会や訓練にも参加し、区内の防災関連の団体

とのつながりを強化することができた。 

・震災時の支援に関する啓発展示を実施予定 

・「せたがやＮＰＯ防災アクション」に参加 

※男女共同参画

センター事業 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

※男女共同参画

センター事業 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

27 
区内大学との連

携・協働の促進 

人権・男女共同

参画担当課 

・大学生のＤＶ防止ファシリテー

ター養成講座 

・昭和女子大学インターンシップ

生の受入 

・昭和女子大学でのデートＤＶ防

止講座の実施 

・男女共同参画センター利用者の

昭和女子大学図書館の利用 

・駒澤大学ゼミ生の研究・女性起

業家調査に関する取材対応 

・田園調布学園高等部１年 土曜プ

ログラム「デザイン思考」最終成

果発表会にて講評 

・延 20 人 

 (全 6 回) 

・4 人 

 

・－ 

 

・0 人 

 

 

 

 

 

 

・延 20 人 

 (全 6 回) 

・4 人 

 

・10 人 

 

・9 人 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

区内高校・大学と連携することにより、地域に

密着した課題解決、男女共同参画に関する意識

啓発の推進をひろく図ることができた。 

継続して、「インターンシップの受入」を実施

する他、様々な機会を通じ、区内大学との連

携・協働を促進させる。 

※男女共同参画

センター事業 

 
 
 
 
  



 168 / 183 
 

推進体制 男女共同参画社会の実現に向けた方策 
  

方策１ 男女共同参画センター“らぷらす”の機能の強化 
  

施策③ 区民の主体的な活動拠点としての充実     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

28 

ＮＰＯ・グルー

プ・団体等との連

携・協働による男

女共同参画講座等

事業の充実 

人権・男女共同

参画担当課 

令和元年度の区民企画協働事業 

・パパと子どもの食育講座 

・心地よいコミュニケーション～

本格ハンドマッサージ講座 

・「私らしい毎日、家族のかたち」

を見つけるワークショップ 

・レインボーバレンタイン＠らぷ

らす 

 

年 5 団体 

延 198 人参加 

年 4 団体 

延 195 人参加 

29 
困難な状況にある

当事者のための居

場所事業の充実 

人権・男女共同

参画担当課 

(シングルマザー向け事業) 

・シンママカフェ(シングルマザー

のためのグループ相談会) 

 

 

 

・シングルマザー応援フェスタ 

(講演会、相談会、情報提供等) 

 

(性的マイノリティ向け事業) 

・「セクシュアル・マイノリティ

のための世田谷にじいろひろば電

話相談、交流スペース」の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

・延 27 人 

(年 6 回) 

 

 

 

・426 人 

 

 

 

・電話相談 

 92 件 

 (年 47 回) 

・交流スペース 

 延 65 人 

 (年 12 回) 

 

 

 

 

 

・延 29 人 

(年 5 回) 

※台風による

休館のため 10

月は中止 

・新型コロナウイ

ルス感染症の拡大

防止に伴い中止 

 

・電話相談 

 92 件 

 (年 47 回) 

・交流スペース 

 34 人 

 (年 9 回)※新型

コロナウイルス感

染症の拡大防止に

伴い、2 月、3 月は

中止 

30 
共働作業場(コ・ワ

ーキング・スペー

ス)との連携 

人権・男女共同

参画担当課 

工業・ものづく

り・雇用促進課 

子ども家庭課 

「子育てしながら働くことができ

るワークスペース」について、利

用登録者 37 名のうち、約４割は女

性であった。(工業・ものづくり・

雇用促進課) 

 

「ワークスペースひろば型」につ

いて、2 か所(砧地域・烏山地域)

を開設し、区内計 4 か所での開設

となった。(子ども家庭課) 

「子育てしながら

働くことができる

ワークスペース事

業」(1 か所) 

 

 

「子どもの近くで

働くことができる

ワークスペース事

業」(2 か所) 

「子育てしながら

働くことができる

ワークスペース」

利用登録者 37 名 

(工業・ものづく

り・雇用促進課) 

 

「ワークスペース

ひろば型」(2 か

所：砧地域・烏山

地域)計 4 か所(子

ども家庭課) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

男女共同参画についての課題解決を目指して地

域で活動する団体と協働することで、きめ細か

な事業を実施するとともに、団体の今後の活動

を持続していくための支援を行うことができ

た。 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

区民企画協働事業の募集業務を 4月に開始する

ことが困難なため、令和 2 年度は、らぷらすの

イベント事業の中で、グループ・団体等と協働

を進める。 

再掲 

(課題 1 施策④) 

※男女共同参画

センター事業 

(シングルマザー向け事業) 

シングルマザー(プレシングルマザー＝離婚準

備中・検討中を含む)のための支援講座を実施す

ることで、ひとり親家庭の自立支援を図ること

ができた。 

 

(性的マイノリティ向け事業) 

当事者、そうかもしれないと悩んでいる方、ご

家族や支援者の方からの相談に応じることで、

性的マイノリティ当事者への支援及び理解促進

を図ることができた。 

(シングルマザー向け事業) 

グループ相談会については名称を変更して実

施し、より多くの方に参加いただけるよう周知

に努める。シングルマザー応援フェスタについ

ては、継続して実施予定。 

 

(性的マイノリティ向け事業) 

継続して、性的マイノリティの相談、居場所事

業を実施する。 

 

 

再掲 

(課題 11 施策①、 

 課題 12 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 

「子育てしながら働くことができるワークスペ

ース」について、一時保育利用者に限定してい

た利用対象者の拡大を図り、就学前児童の保護

者にも利用を開放した。利用者からは「保育所

に預けた後自宅に戻らず仕事ができる」「集中

して作業ができる」などがあった。（工業・も

のづくり・雇用促進課） 

 

「ワークスペースひろば型」については、前年

度の事業実績をもとに検証し、新たな事業者の

開設前の相談に的確に対応したため、2 か所を

開設することができた。（子ども家庭課） 

「子育てしながら働くことができるワークス

ペース」については、令和 2 年 3 月で検証実施

を終了し、令和 2 年 4 月からは世田谷区産業振

興公社が運営する。（工業・ものづくり・雇用

促進課） 

 

「ワークスペースひろば型」については令和 2

年度中に 1 か所整備し、区内全地域で運営を開

始することにあわせ、利用者アンケートの実施

などを行い、より利用者の視点に立った事業を

めざす。（子ども家庭課） 

再掲 

(課題 3 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 
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  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

31 

主体的活動を行う

女性やグループ・

団体のネットワー

ク形成支援 

人権・男女共同

参画担当課 

・女性起業家交流会 

 

 

 

 

・女性のための起業・経営相談 

 

・女性のための起業支援塾＆サロ

ン 

・起業ミニメッセ出展準備講座 

・起業ミニメッセ 

 

・起業ステップアップ講座 

・らぷらす主体 

14 人(年 1 回) 

区民企画協働事業 

延 55 人 

(年 3 回) 

・延 38 人 

(年 10 回) 

・延 75 人 

(全 3 回) 

・延 25 人(年 1 回) 

・1,483 人 

 55 団体 

・延 25 人(年 2 回) 

・87 人(全 6 回) 

 

 

 

 

・延 28 人(全 8 回)

※2 月、3 月は中止 

・延 52 人 

(全 3 回) 

・23 人 

・2,306 人 

 47 団体 

・－ 

32 

“らぷらす”情報

紙やホームページ

による、区民の主

体的活動に関する

情報発信 

人権・男女共同

参画担当課 

情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等

の活用により、男女共同参画に対

する情報発信を行った。 

・男女共同参画センター情報ガイ

ド「らぷらすぷらす」の発行 

・ライブラリーニュースの発行 

 

・相談総合リーフレット 

・男性電話相談カード 

・Twitter 

・Facebook 

・男女共同参画センターらぷらす

メールマガジン 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・－ 

・－ 

・月平均 15 回投稿 

・－ 

・300 通 

(年 18 回) 

 

 

 

 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・各 2,500 部 

(年 4 回) 

・1,400 部 

・3,000 部 

・月平均 23 回投稿 

・月平均 7 回投稿 

・500 通 

(年 24 回) 

33 

区民の主体的活動

を支援するための

施設整備の充実と

柔軟な運営 

人権・男女共同

参画担当課 

ＡＶ資料の試聴コーナーを再開し

た。 

館内での飲食利用を可能とした。 

・ＡＶ資料の視聴

コーナーの再開

を検討 

・館内での飲食を

可能とした 

・ＡＶ資料の視聴

コーナーを再開 

・働き方サポート

相談ブースを 3

階に設置 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

女性起業家を対象に、起業支援塾や起業ミニメ

ッセ出展準備講座による「学び」、起業ミニメ

ッセ等での「実践」、女性起業家交流会等での

「交流」の３つの柱を有機的につなげ、年間を

通じた支援を行った。 

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止の影響をうけ、展示販売の機会が減少した

現状から、らぷらすでは、女性起業家支援とし

て、起業ミニメッセをはじめ、イベント事業や、

マルシェ開催などを検討し、、展示販売の機会

を増やすよう努める、 

※男女共同参画

センター事業 

様々な広報ツールを活用し、ひろく情報発信す

ることができた。SNS、メルマガ等の活用を進め

た。 

継続して情報紙の発行、ＨＰ及び twitter、

facebook 等のＳＮＳ、メルマガ等のオンライン

ツール活用により、情報発信に取り組む。 

※男女共同参画

センター事業 

AV 視聴コーナーがあることで、AV の貸出に来館

者もおり、視聴コーナーの設置によって、AV 貸

し出し増加につながった。また、館内での飲食

可能としたことによって、研修室利用前後に、

情報交流コーナーを利用する来館者が増えた。 

来館者にとって、安心安全な場であることは担

保しつつ、継続して来館したくなる施設を目指

していく。 

再掲 

(方策 1 施策①) 

※男女共同参画

センター事業 
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推進体制 男女共同参画社会の実現に向けた方策 
  

方策２ 区職員の男女共同参画推進 
   

施策① 区職員・教職員の男女平等意識の向上     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

34 
ハラスメントに関

する基本方針に基

づく取組み 

人事課 

職員厚生課 

【職員厚生課】 

「職場におけるハラスメントの防

止に関する基本方針」を新たに策

定し、ハラスメント苦情・相談担

当を課長級及び係長級を加え令和

２年度から増員する。 

 

【人事課】 

職員相談担当窓口やハラスメント

苦情・相談担当(課長級)窓口を設

置 

8 件 7 件 

35 

区職員、区立学校

教員への「職場の

ハラスメント」の

防止に関わる研修

の実施 

人事課 

教育指導課 

(研修担当課) 

職場のハラスメント防止研修を実

施 
73 人 8 人 

36 
区職員の男女共同

参画に関する調査

の定期的実施 

人権・男女共同

参画担当課 
未実施 

  

37 
男女共同参画研修

の実施 

人権・男女共同

参画担当課 

(研修担当課) 

令和元年度の実施内容 

「仕事と介護を両立するために」 

講師 太田差惠子氏 

(介護・暮らしジャーナリスト) 

53 人 37 人 

38 
「ワーク・ライ

フ・バランス・デ

ー」の啓発 

人権・男女共同

参画担当課 

(職員厚生課) 

(環境計画課) 

毎週水曜日の庁内放送で「ワー

ク・ライフ・バランス・デー」で

あることを呼びかけた。また、令

和元年 7 月に「新たな超過勤務ル

ール」が本格的に実施されるのに

合わせ、アナウンス内容を変更し

た。 

  

39 

区立小・中学校内

及び教育指導課に

セクシュアル・ハ

ラスメントに関わ

る相談窓口を設置 

教育指導課 
相談窓口の設置について周知を図

り、活用を促した。   
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

【職員厚生課】 

ハラスメント苦情・相談担当の窓口を開設した

ことで、ハラスメントに対する意識が高まった。

また、職員相談と連携して対応していくことも

可能になった。 

 

【人事課】 

窓口の設置により、ハラスメントに関する問題

の解決に向けた支援をすることができた。 

【職員厚生課】 

窓口の存在を引き続きアピールしていく。 

 

【人事課】 

職員にとって、より相談しやすい窓口体制の検

討を進めていく。 

 

研修を通じてハラスメントに対しての正しい理

解を深めてもらうことで、平等で対等な関係で

快適に働くことができる職場環境の確保、維持

に寄与した。 

継続実施し、ハラスメントの防止に取り組んで

いく。(令和２年度から、研修は職員厚生課で

実施) 
 

未実施のため、評価なし。 令和 2 年度実施予定。 
 

仕事と介護の両立のための考え方や働き方につ

いて学び、職員の理解・意識を深めることがで

きた。 

令和 2年度は新型コロナウイルスの影響による

事業見直しのため、中止。  

毎週水曜日は定時退庁するよう呼びかけること

で、区職員の仕事と生活の調和に寄与した。 

引き続き、毎週水曜日を「ワーク・ライフ・バ

ランス・デー」とし、ノー残業を呼びかける。  

相談窓口の設置について少しずつ認知され、活

用されている。 

引き続き、区立小・中学校内及び教育指導課に

セクシュアル・ハラスメントに関わる相談窓口

を設置し、相談対応を行っていく。 
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推進体制 男女共同参画社会の実現に向けた方策 
  

方策２ 区職員の男女共同参画推進 
   

施策② 庁内の管理監督的立場への女性の登用     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

40 

すべての職員の能

力が発揮できるよ

う、性別にこだわ

らず適材適所の配

置を行う 

人事課 

(全庁各課) 

性別に関わらず適切な人事評価・

人材配置を実施した。   

41 

女性の管理監督職

への任用状況を継

続的に把握すると

ともに、昇任選考

試験の受験勧奨等

を行い、昇任意欲

向上を図る 

人事課 

(人権・男女共同

参画担当課) 

・特定事業主行動計画における計

画目標として、管理監督的立場に

おける女性職員の割合を平成 32

年(2020年)3月までに37％以上に

するという目標値を設定 

 

・育児休業中の昇任選考受験の実

施 

・女性の管理監督

職の割合：35.7% 

(部長級 18.2% 

 課長級 21.9% 

 係長級 38.5%) 

 

・各昇任選考を合

計 18 人が受験 

・女性の管理監督

職の割合：37.5% 

(部長級 15.2% 

 課長級 23.2% 

 係長級 40.6%) 

 

・各昇任選考を合

計 23 人が受験 

42 

女性の管理監督職

への昇任に対する

相談や経験談を聞

くことができるキ

ャリアアップセミ

ナーの実施 

研修担当課 

人事課 

人権・男女共同

参画担当課 

・採用４年目職員を対象に「キャ

リアチャレンジ」研修を実施 

・主任４年目職員を対象に「キャ

リア形成」研修を実施 

早い時期から自身のライフプラン

を考える機会とした。 

・6～8 月実施 

189 名 

・11～1 月実施 

149 名 

 

 

・9～10 月実施 

修了者：175 名 

・11～1 月実施 

修了者：156 名 

 

 

43 
男女共同参画研修

の実施 

人権・男女共同

参画担当課 

(研修担当課) 

令和元年度の実施内容 

「仕事と介護を両立するために」 

講師 太田差惠子氏 

(介護・暮らしジャーナリスト) 

53 人 37 人 

44 
区の外郭団体理事

の男女比率調査 

人権・男女共同

参画担当課  

24.7％ 

(平成 31 年 4 月 1

日時点) 

27.0％ 

(令和 2 年 4 月 1

日時点) 

45 
区職員の男女共同

参画に関する調査

の定期的実施 

人権・男女共同

参画担当課 
未実施 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

適切な人事評価と人材配置により、円滑な組織

運営に寄与した。 

引き続き、性別に関わらず適切な人事評価・人

材配置を実施していく。  

特定事業主行動計画において目標を明確化する

とともに、育児休業中の昇任選考受験を実施す

ることで、女性職員の昇任意欲の向上を図るこ

とができた。 

特定事業主行動計画において、女性の管理監督

職の割合の計画目標を 40％以上にを引き上げ

る。 

女性の管理監督職への任用状況を継続的に把

握するとともに、昇任選考試験の受験勧奨等を

行い、昇任意欲向上を図る。 

 

採用４年目研修については、自身のキャリア計

画の作成を通じて、キャリアに対する前向きな

意識の醸成を図ることができた。 

主任４年目研修については、これまでの職業人

生を見つめ直し、ライフイベントを含めた今後

のキャリアプランの作成につなげさせることが

できた。 

引き続き昇任意欲向上等のための研修内容を

検討していく。  

仕事と介護の両立のための考え方や働き方につ

いて学び、職員の理解・意識を深めることがで

きた。 

令和 2年度は新型コロナウイルスの影響による

事業見直しのため、中止。 

再掲 

(方策 2 施策①) 

前回調査時よりも 2.3 ポイント上昇した。 
今後も継続して区の外郭団体理事の男女比率

調査を実施する。  

未実施のため、評価なし。 令和 2 年度実施予定。 
再掲 

(方策 2 施策①) 
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推進体制 男女共同参画社会の実現に向けた方策 
  

方策２ 区職員の男女共同参画推進 
   

施策③ 区職員の仕事と生活の両立支援       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

46 

妊娠中及び出産後

の女性職員に対す

る休暇等支援制度

の周知徹底及び職

場における健康や

安全への配慮 

人事課 

・育児を行う職員の早出遅出勤務

制度の実施 

・超過勤務の制限(免除)の実施 

・早出遅出勤務取

得件数(育児理

由)：54 件 

・早出遅出勤務取

得件数(育児理

由)：59 件 

47 
育児や介護等に係

る休暇制度等の取

得促進 

人事課 

職員厚生課 

【人事課】 

・介護休暇等取得者への昇給抑制

を行わない。 

・育児休業中の昇任選考受験 

・育児又は介護を行う職員の早出

遅出勤務制度を実施 

【職員厚生課】 

子育てに関わる休暇や体験談等を

分かりやすくまとめた「働き方改

革ハンドブック(子育てと仕事の

両立編)」の作成と庁内イントラを

活用した周知 

 

 

 

・受験者数：18 人 

・取得件数：58 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・受験者数：23 人 

・取得件数：63 件 

 

 

 

 

 

 

 

48 
男性職員の子育て

目的の休暇の取得

促進 

人事課 

職員厚生課 

【人事課】 

・育児休業中の昇任選考受験 

・育児又は介護を行う職員の早出

遅出勤務制度を実施 

【職員厚生課】 

新任管理職によるイクボス宣言の

実施 

・出産支援休暇 

取得率 80.0％ 

 

・男性の育児休業

取得率 17.3％ 

 

・出産支援休暇 

取得率 83.2％ 

 

・男性の育児休業

取得率 23.8％ 

 

49 
超過勤務の縮減及

び年次有給休暇の

取得促進 

職員厚生課 

・新たな超過勤務ルールの本実施

(退勤時打刻及び超過勤務命令管

理の徹底、超過勤務の上限設定等) 

・新たな超過勤務ルールの実効性

を確保するための方策の実施(人

事庶務システムの改修、過重労働

にかかる産業医の面接指導の強化

等) 

  

50 
「ワーク・ライ

フ・バランス・デ

ー」の啓発 

人権・男女共同

参画担当課 

(職員厚生課) 

(環境計画課) 

毎週水曜日の庁内放送で「ワー

ク・ライフ・バランス・デー」で

あることを呼びかけた。また、令

和元年 7 月に「新たな超過勤務ル

ール」が本格的に実施されるのに

合わせ、アナウンス内容を変更し

た。 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

早出遅出勤務等の実施により、職員のライフプ

ランに合わせた柔軟で多様な働き方の促進に繋

げることができた。 

引き続き継続し、職員の仕事と生活の両立を支

援していく。  

【人事課】 

昇給抑制の制限や育児休業中の昇任選考受験を

実施することで各休業の取得促進を行うととも

に、早出遅出勤務制度を実施することで、職員

の家庭生活と仕事の両立に寄与した。 

【職員厚生課】 

ハンドブックを育児をする職員に限らず全ての

職員向けに作成し、周知することで、誰もが働

きやすい職場風土の醸成を図った。 

【人事課】 

引き続き、各制度を実施していく。 

【職員厚生課】 

職員が子育や介護と仕事を両立できるよう引

き続き、休暇制度の検討整備を図るとともに、

より制度が利用されるよう周知に取り組む。 

 

【人事課】 

育児休業中の昇任選考受験を実施することで休

業の取得促進を行うとともに、早出遅出勤務制

度を実施することで、職員の家庭生活と仕事の

両立に寄与した。 

【職員厚生課】 

管理監督者がイクボス宣言を行うことで、仕事

と家庭を両立しやすい職場風土の醸成に寄与し

た。 

【人事課】 

引き続き、各制度を実施していく。 

【職員厚生課】 

働き方改革ハンドブック(子育てと仕事の両立

編)を活用するなど、引き続き、男性職員が子

育て目的の休暇を取得しやすい職場風土の醸

成を進める。 

 

・職員の健康管理やワーク・ライフ・バランス

の推進に寄与した。 

・適正な超過勤務の運用に寄与した。 

新たな超過勤務ルール及びルールの実効性を

確保するための取組みについて、検証・見直し

を行う。 
 

毎週水曜日は定時退庁するよう呼びかけること

で、区職員の仕事と生活の調和に寄与した。 

引き続き、毎週水曜日を「ワーク・ライフ・バ

ランス・デー」とし、ノー残業を呼びかける。 

再掲 

(方策 2 施策①) 
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推進体制 男女共同参画社会の実現に向けた方策 
  

方策３ 推進体制の整備・強化 
   

施策① 国や都との連携強化       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

51 
全国市長会、特別

区長会等で要望 

人権・男女共同

参画担当課 

・全国市長会、特別区長会への要

望の提出は行わなかった。   

 
施策② 男女共同参画に関わるＮＰＯの育成     

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

52 
ＮＰＯとの協働事

業の推進 

市民活動・生涯

現役推進課 

庁内における NPO 等市民活動団体

との連携や協力、事業委託等の「協

働実態調査」を実施し、NPO 等市

民活動団体との協働の推進につい

て共有を図った。 

496 件 535 件 

53 
「せたがや市民活

動勉強会」の開催 

市民活動・生涯

現役推進課 

中間支援組織の支援力向上を主な

目的とした学習会を実施した。  
１回 

54 

子ども基金による

子ども・子育て支

援団体の活動への

支援 

子ども家庭課 

区民、地域団体、事業者より寄附

を募るとともに、子育て活動団体

等を支援するための助成事業を年

2 回、区の広報やホームページ等

で募集。 

・第１回 

助成 19 件 

(22 件申請、う

ち 2 件取下げ) 

・第 2 回 

助成 6 件 

(11 件申請、う

ち 4 件取下げ) 

・第１回 

助成 18 件 

(25 件申請、う

ち 2 件取下げ) 

・第 2 回 

助成 8 件 

(10 件申請、う

ち 1 件取下げ) 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

 

今後も男女共同参画社会の実現に向け、必要な

取組みについて、必要性を検討したうえで、全

国市長会、特別区長会等で要望を行う。 
 

 

   

令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

H30 年度の実績(496 件)より増えており、庁内に

おける協働への理解が深まり、NPO 等市民活動

団体との協働が進められた。 

継続実施 
 

支援力向上に向けた勉強会として、市民活動に

おける先進事例を視察することで、中間支援組

織としての支援力向上を図ることができた。 

継続実施 
 

例年同様の申請数があり、一定数を保つことが

できた。 

継続実施。 

引き続き、広報・啓発活動に努め、申請数の増

加に努める。 

再掲 

(課題 5 施策③) 
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推進体制 男女共同参画社会の実現に向けた方策 
  

方策３ 推進体制の整備・強化 
   

施策③ ＮＰＯ等との連携・協働の推進       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

55 
地域保健福祉等推

進基金によるＮＰ

Ｏへの支援 

市民活動・生涯

現役推進課 

区民・事業者・行政が連携・協力

しながら、区民生活の向上や豊か

な地域社会の実現を目的に、市民

活動の促進を図るため、世田谷地

域保健福祉等推進基金を活用し

「市民活動支援事業」を実施した。 

７事業(行政提案

型：４件、市民提

案型３件) 

７事業(行政提案

型：２件、市民提

案型５件) 

56 
ＮＰＯと区の連

携・協力の拡大 

市民活動・生涯

現役推進課 

庁内における NPO 等市民活動団体

との連携や協力、事業委託等の「協

働実態調査」を実施し、NPO 等市

民活動団体との協働の推進につい

て共有を図った。 

496 件 535 件 

 
施策④ フォローアップ体制整備の検討       

  項目 所管課 内容 
実績・数値等 

H30(2018) R01(2019) 

57 
外部委員による評

価委員会の検討 

人権・男女共同

参画担当課 

「世田谷区男女共同参画・多文化

共生推進審議会」において、第二

次男女共同参画プランの進捗状況

について報告し、意見をいただい

た。 
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令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

行政及びＮＰＯ等市民活動団体からの事業提

案による協働事業を実施し、地域課題解決に向

けた行政とＮＰＯとの協働による取組みを進

めることができた。 

継続実施 
 

No.52と同じ No.52と同じ 
 

 

   

令和元年度の評価 今後の取組み 備考 

外部委員による客観的で専門的な意見をいた

だき、効果的なフォローアップができた。 

令和 2 年度も継続して世田谷区男女共同参

画・多文化共生推進審議会において、第二男女

共同参画プランの進捗状況について報告し、意

見をいただく。 
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令和元年度(2019 年度) 

世田谷区第二次男女共同参画プラン取組み状況報告書 
別冊 各事業の実績 

 
令和 2 年 9 月発行 
世田谷区生活文化政策部 
人権・男女共同参画担当課 

〒156-0043 
東京都世田谷区松原 6-3-5 
電話 03-6304-3453 
FAX 03-6304-3710 
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